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災害ボ ランテ ィア活動 におけ る対話関係の変遷

新潟県中越地震を事例として

渥美公秀

大 阪 大学21世 紀COEプ ログラ ム 「イ ンター フ ェイス の 人文 学 」に属 す る本 プロ ジェ ク

トは、 「記 憶」と 「対 話 」をキ ー ワー ドと して研 究 を進 め て きた。 中間報 告 で は、「記 憶 の

伝 承 に関す る グルー プ ・ダイナ ミックス」と題 して、 記憶 を脳 内の現 象 と捉 えるの で はな

く、集 合 的 な対話 を通 して構 築 され る こ とと して捉 え、協 働 想起 とい う概 念 を提 唱 した

(渥美 、2003)。 その 際、発 生か ら8年 近 くが経 過 してい た阪神 ・淡路 大震 災 を次の 世代 に

どの ように伝 えてい くか とい うこ とを事 例 と した。そ の後 、 阪神淡 路大 震 災 か ら10年 を

経 よ う として いた とき に、 新潟 県 中越 地震(2004年10月23日 発 生、 以下 、 中越 地震)が

発 生 した。 阪神 ・淡 路大 震災 を契機 に定着 しつ つあ った災害 ボ ラ ンテ ィア活動 も新 た な転

機 を迎 え(渥 美、 印刷 中a)、 現 場 にお ける実践 的研 究 を進 め て きた本 プロ ジェク トもそ の

対 象 と方法 につい て改 めて考 え るこ ととな った 。折 しも、大 阪大 学 には大阪大 学 コ ミュニ

ケー シ ョンデザ イ ン ・セ ンターがで き、筆 者 もそち らへ と異 動 してい た。そ こで、 減災 コ

ミュニ ケー シ ョン ・プロ ジェク トを立ち上 げて 、災害場 面 にお ける記憶 と対話 を改 めて検

討 す る機 会 を得た(渥 美、2005a、 印刷 中b)。

本稿 で は、 記憶 ・協働 想起 を中心 に と りまとめた 中間報告 を通奏 低音 と して響 かせ なが

らも、対 話 に注 目す る。 その 際、地震 発生 の翌 日か ら長期 的な フ ィー ル ドワー クを継 続 し

てい る中越地 震 にお ける災害 ボ ラ ンテ ィア活動 に焦点 を当 てる。 具体 的に は、そ の時 々の

成 果 と して発 表 して きた事 柄(e.g.,渥 美、2005b、 印刷 中a;諏 訪 ・渥美 、2005、2006)を 、

災 害 ボ ランテ ィアを取 り巻 く対 話の あ り方 に焦 点 を当てて エス ノグ ラフ ィー として記述 し

た もので ある。 まず、 中越;地震 の特徴 を整 理 した後 に、災害 発生 時か ら現在 まで の期間 を

3つ に区切 り、拙 著 『ボ ラ ンテ ィアの知 』(渥美、2001)の 構 成 に倣 い、各節 を(狭 義 の)エ

ス ノグ ラフィー とセ オライ ジ ングに分 け て記述 す る。
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新潟県中越地震の特徴

2004年10月23日 、新 潟県 中越 地 方 は、午 後5時56分 に震度7を 記 録 した 最初 の大 きな

揺 れに襲 われ、そ の後度重 な る余震 に見舞 われ た。人 的被害 は、死者49名 、重軽 傷者4,794

名 にの ぼ り、住 宅の被 害 も12万 世 帯 を超 えた(新 潟 県発 表)。 山古志村(現 在、 長 岡市)を

は じめ全地 区 の住 民が 他 の場 所へ と長期 にわた って避難 せ ざる を得 な い事 態 も生 じた。

中越 地震 は、 阪神 ・淡路大 震災 以 降の様 々な地震 災害 とはい くつ か の点で大 き く異 なる

災害 で ある。 まず 、 中越 地 震 では、 大規 模 な余震 が長 期 間 にわた って 頻発 した。 従 って 、

家屋 へ の被 害が 比 較 的軽 か った住 民 もなか なか 自宅 に戻 れず、 避 難生 活 が予 想 以上 に長

引 いた。無 論、 長期 的な避難 生活 は、 阪神 ・淡路大 震災 の時 に経験 したこ とで あ る。 しか

し、 度重 な る余震 が もた らす 不安 とス トレスは、 阪神 ・淡路大 震災 の経験 だ けで は理 解が

及 ばない こ とであ った。次 に、 中越 地震 で は、農 山村が 被災 した。 大都市 直下 型 と形 容 さ

れ た阪神 ・淡路大 震災 は、 淡路 島 を除いて、 文字通 り大都 市 を直撃 し、都 会が 崩壊 し、都

市住民 が被 災 した。 しか し、 中越 地震 は、農 山村 地域 を襲 い、伝統 的 と形 容 され る社 会構

造や生 活様 式 を もった人 々が被災 した。 また、各所 で大 きな山崩 れが発生 し、 生業 を再 開

す る こと も長期 に わたっ て困難 な状況 があ った。 さらに、 中越 地方 は、豪 雪 の冬 を迎 える

時期 に被災 した。阪神 ・淡路 大震 災 は、真冬 の被災 で あっ たが、 中越地 方 に比 べ れば温暖

な地域 で あっ たため に、雪 害 を考 慮 に入 れ る必要 は なか っ た。 従 って、 阪神 ・淡路大 震災

におけ る都 市 の被 災 と復 旧 ・復興 の経験 は、 そ の ままでは、 中越地 方 での救援 活動 に は活

かせ ない面 が多 々見 られ る。

地震 の特 徴 に応 じて、避 難行動 にも他 の震 災 には見 られ ない特徴 が見 られ た。震災 関連

死 の特 徴 と発 生機序 を整 理 した上 田(2005)は 、新 潟県 の食 事配 布数 か ら避 難所 には10万

人 の避 難者 が滞 在 した の に対 し、車 中 で過 ご した 人 は1万 人 にの ぼっ た と推 定 して い る。

車 中へ と避 難 した理 由 は、頻 回 にわ た る余震 の た め に建 物 内へ の避難 に不 安 が あ った こ

と、満 員 の避難 所 で プ ライバ シー が守 りに くか っ た こ とな どが挙 げ られ るだ ろ う。 そ し

て、 関 連死 、 中で も、 車 中死 が多 か っ た こ とが 中越 地 震 の特 徴 で あ る。 実 際、 阪神 ・淡

路 大震 災 で は、 総死 者 に対 す る関連 死 の 割合 が14.3%で あ った の に対 し、 中越 地 震 で は

60.0%と 極 端 に多 く、 そ の中 で も37%(9人)が 車 中で 落命 されて い る。対10万 人 の死亡

率 に換 算す れ ば、 車 中死 の死 亡率 は90人 、避難所 は2～5人 、 自宅 では0.3～1.3人 とな り、

1鍵釁拶叢c鬱嚢鴕納諺鞍績砦$糞蕁轅¢饒鵬臨爽樵i》i童i臼$羅灘毒・2羣套鬟



車 中に避 難す る こ とが圧 倒 的 に危 険 であ る こ とが わか る。上 田(2005)は 、 医学 的見 地 か

ら、車 中避 難の死 亡率が 著 しく高 い理 由 として、情報 不足 か ら くる不安 な どに加 えて、夜

間 同 じ姿勢 で座 って いる と著 し く睡 眠不足 とな り体 内 リズ ムが乱 れて ス トレスへ の身体 の

反応へ の負荷 がか か るこ とや 、肺塞栓 の リス クが高 ま るこ とな どを挙 げて い る。

避難所 生活 には、 これ まで の教訓 に照 らしてい くつ か の特 徴 が見 られた。 例 えば、 これ

までの教 訓が 活か され、避 難所 にお け る人 間関係 の形 成 と維 持へ の配慮 が な され た。具体

的 には、全村 避難 となった 山古志村 の人 々が、避難 当初、避難 して きた順 に各避 難所 へ入 っ

た と ころ、約10日 後 に、 出身集 落 ご とに 同 じ避 難所 に入 る ことの で きる よ うに移動 す る

こ とにな った。 この こ とに よって、避 難者 間 に安 心感 が生 まれ た とい う。一 方、避 難者 の

集 合的 な 自立 生活へ の配慮 につ いて は、必 ず しも教訓 が活 か され ない場 合が あっ た。例 え

ば、高齢 者 との接 し方 であ る。 高齢者 は、 ただ支 援 を待 つ だけの 受け 身の存在 で ある とい

う認識 は避 け るべ きで ある。 とりわけ、農 山村 では、 被災前 まで はか な り高齢 の人 々 も田

畑 に出て作 業 に従 事 して お り、 その こ とが 生 き甲斐 の1つ に もな ってい た こ とは容易 に想

像 で きる。 そ うい った人 々に長期 にわた り受動 的 な生 活 とい うただ1つ の選択肢 しか用 意

しないの であ れば、 そ れ は避 難者 の集 合 的な 自立生 活 を促 進 してい る こ とに はな らない。

具 体 的 な例 を挙 げ れば、 自衛 隊が1日3回 の食事 を提 供 した避 難所 で は、食 事 の安 定供給

に よる安 心感 は高 まった と思 われ るが、避 難者 自身 に よる炊 事作 業 な どの体 制が で きつ つ

あ る場合 には、避 難者 とともに炊事 す る とい う こと もあ って よか った ように思わ れる。事

実 、「自衛 隊 さんが食 事 の準備 を して くだ さ るの で、自分 た ちで食事 を作 って は申 し訳 ない 」

とい う声 も聞 かれ た。避 難所 ヘ ボ ラ ンテ ィア を送 り出す 立場 にあっ た方 も、「緊急 時 を除

い て、 高齢者 を災 害弱 者 として手厚 い支援 を行 うばか りが良 い とは限 らない」と述 べ、避

難 してい る高齢者 の運動不 足 な どへ の細 やか な配慮が 必要 だ と してい る(稲 垣 、2005a)[*1ユ。

もち ろん、 被 災直 後 は、避 難 所等 で の い わば手 厚 い ケア を必要 とす るだ ろ う し、 高齢

1 また、同氏は、(1)避難所へ入 る様 々な医療機関の間の連携不足 による薬の重複処方や診断結果の食い違 いか

ら生 じる不安が見 られたこ と、(2)洋 式 トイ レの不足 か ら衛生 問題 が生 じたことや トイ レに行 く回数を減 らそ

うとする高齢者に水分補給 の面で影響が出た こと、(3)被災地 の行政職員だ けで は対応 しきれない状況 であっ

たために、初動 ・継続支援 の両面 において情報 の集約 や窓口の一本化 を図れ るような災害救援 コーデ ィネー

ターが必要 であった こと、(4)継続 的なヘルパーの応援体制や医療 サポー ト体制の確立が必要 であること、(5)

プライバ シー を守ると大上段 に構 えるよりも女性用の更衣室を準備 した り、疲 れた人が休 めるような休養室 を

準備 した りするなど避難所空間を多様化することの必要性 などを指摘 している。
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者 、子 ども、体 調 のす ぐれな い人 々、外 国人、視 覚障害 ・聴覚 障害 ・内部障害 ・肢体 不 自

由 ・知 的障害 ・精神 障害 な ど様 々 な障害 を もつ 人々 に とっては、被 災 に よる生 活 の変 化が

他 の人 々 よ りも大 きな負荷 となって いる だろ う。 しか し、時 間の変 遷 と ともに、被災 者の

集合 的 な 自律 的生 活 を視 野 に入 れて、 支援 を展 開す る こ とが肝 要で あ り、 被災 者 に 「被災

者役 割」を押 しつ ける こ とは避 け るべ きで あろ う。

さて、災 害 ボ ラ ンテ ィアの活 動 に も、 緊急 救援 の 時期 か ら、 復興 支 援 の現在 に至 る ま

で 、様 々な特徴 が見 られ た。以下 、節 を改 めて各 時期 に見 られた災 害 ボラ ンテ ィア活 動 を

整理 し、 そ こに見 られた対 話の特 性 につい て考察 す る。

緊急期 災害ボ ランテ ィアセ ンターをめ ぐる対話

エ ス ノ グ ラ フ ィー 災 害 ボ ラ ンテ ィア セ ン ター の 開 設 と運営

中越 地震 で は、災害 ボ ラ ンティア セ ンターが、 自治体 ごとに迅速 に 開設 され た。具 体的

には、被災11市 町村 の うち、発 災翌 日に災 害 ボ ラ ンテ ィアセ ンター を開設 した ところが5

件 あ り、1週 間後 には、10市 町村 で 開設 され た。 筆者 は、 地震 の 翌 日か ら長 岡市 に赴 き、

長 岡市 災害 ボ ラ ンテ ィアセ ンターの発 足 に立 ち会 い、 以後 頻 回の訪 問 を通 じて、 長 岡市、

お よび、後 に開設 された 山古 志村 災害 ボ ラ ンテ ィアセ ンターを中心 に この地域 での救 援活

動 に対 す る参与観 察 を実施 した。

長 岡市役 所 で は、 発災 翌 日の午後1時 に は、長 岡市社 会福祉 協 議会事 務 局長 を トップ と

す る災害 ボ ランテ ィアセ ン ター を正式 に発足 させ た。発 災 当 日お よび翌 日に現 地入 りした

災害NPO匚 ・2]が提 供 した 資料等 を も用 いて 開設準 備 を整 え、発 災 翌 々 日か らボ ラ ンテ ィア

を受 け付 けた。 初 日に集 ま った ボ ランテ ィア は18名 で あ った。 そ の後、 累 計 で20,000人

を超 す ボラ ンテ ィアが この災 害 ボ ランテ ィアセ ン ター を経 由 して、救 援活 動 に参 加す るこ

ととな った。

災 害 ボ ラ ンテ ィアセ ンターが迅 速 に立 ち上 が った背 景 に は、 同年7月13日 の水 害 時 に、

や は り社 会福 祉協 議会(以 下、 社協)を 中心 と した災 害 ボ ラ ンテ ィァ セ ンター を開設 ・運

2 特 定非営利活動法 人ハー トネ ットふ くしま(以 下、ハー トネ ット)、および、NVNAD

066 1醵 鍵 籍 鶏婁 野廴≡激 掘 瀧1嶺$舞 鯵s3a照 わ 森獄iyi電i脅 難2◎(協 ・窯鱗}6



営 した経験 が あった。確 か に、災 害 ボラ ンテ ィアセ ンター を即刻 開設 した こ とは、そ の後

の救援 活動 を円滑 に進 め る上 で効 果が あった。 た だ、い くら最近 で は災害発 生時 の災害 ボ

ラ ンテ ィアセ ンター 開設 が一 般 的 に なっ て きた(e。g.,菅・立木 ・渥 美 ・鈴 木、2004)と は

い え、災 害発 生 直後 の混乱 の中 で、 当然 の ご と く社協 が 中心 とな り、 地元 のNPOや 県 外

か らの 災害NPOと も連携 しなが ら災 害 ボ ラ ンテ ィアセ ンター の発足 に合意 してい く姿 に

筆者 自身 は、戸惑 い と開設後 の運営 へ の不 安 を覚 えたの も事実 であ る。 とい うの も、 こ う

した地 元社協 と災 害NPO等 との連 携 に長 時 間 を要 した宮 城 県北 部 地震 の事 例(渥 美 ・鈴

木 ・菅 ・柴 田 ・杉 万、2004)と の違 いが 際だ って いたか らで あ る。 筆者 の感 じた戸 惑 い と

不 安 は、災 害 ボラ ンテ ィアセ ンター開設初 日の運営 に参加 す るこ とに よって さ らに深 まっ

てい った。

災害 ボ ラ ンティアセ ンターが開設 され 、広報 を行 うこ とに よって ボ ランテ ィアの募集 を

始 めた のは震 災か ら2日 後 の10月25日 で あ った。活 動 の冒頭 か ら、社 協 と災 害NPOと の

間で は、災 害 ボラ ンテ ィアセ ンターの機 能や被 災者 のニ ーズ に関す る想 定が 異 なって いる

ことがわか った。 具体 的 には、社協 で は、災害 ボ ラ ンテ ィアセ ンターで受 け付 けたボ ラ ン

テ ィア を数 十 人ずつバ ス で被災 地域へ 送 り込 む こと を想定 してい た。一方 、災 害NPOは 、

各地 での経験 か ら、一 人一人 の被災 者 と出会 い、対話 をす る中 か ら、個 々 のニー ズ を掬 い

上 げてい くことが発 足 当初の 活動 に なる と考 えてい た。多 くの ボ ラ ンテ ィアを被 災場所 に

送 り届 けれ ば、そ こに顕 現 して い るニー ズが あ って対応 可 能で あ る とい う想 定 は、 実 は、

被 害 を受 けた地域 が限定 され 、泥水 を くみ出 しなが らの掃 除や畳 の取 り替 え とい った活 動

が必要 であ る こ とが誰 の 目に も明 らか とな る水 害の想 定 であ った。す なわ ち、経験 したこ

との あ る水 害時 の災害 ボ ラ ンテ ィアセ ンター の活動 を再現 しよ うと した社 協 と、地 震災 害

特 有 の対応 を想定 して いた災 害NPOと の間 に齟齬 が生 まれた 。

中越 地震 の場合 は、皮 肉 に も、水 害時 に災害 ボ ラ ンテ ィアセ ンター の開設 と運営 を した

経 験が 、ニ ーズの把 握、 す なわち、 被災者 との対話 を阻害 した可 能性 があ る。地震 災害 の

場 合 は、多種 多様 なニ ーズが 点在す る。例 え ば、被災 家屋 は広域 に分 散 してい る し、外 見

上 は被 害 を受 け なか った家屋 で あ って も屋 内 の被 害が大 きい場合 が あ った りす る。 また、

本 震時 の恐怖 が さめや らない うち に余震 が襲 い、比較 的安全 な避 難所 にい て も不安 が払拭

で きない被災 者 もい る。 集団 的 にニーズ が顕在化 してい る水 害 と比較 すれ ば、地震 の場合

に は個 別の ニー ズが潜在 して い る と言 え よう。 従 って、地 震の場 合 に、水害 と同様 の対 応

を したので は、被 災者 のニー ズの把 握 は不 十分 となる。
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実際 、 あ る 日、 長 岡市 災 害 ボ ランテ ィアセ ンター で の こ と、 早 朝か ら集 ま った ボ ラン

テ ィアが 次々 に受付 を済 ませ て 、被災者 か らの ニーズ を受 け取 るべ く待機 した まま とい う

こ とがあ った。 災害 ボ ラ ンテ ィアの数 は どん どん増 えるに も拘 わ らず、待 機 の列 は一 向 に

減 る気 配 がなか った。 災害 ボ ラ ンテ ィアセ ンターに よれば、被 災者 か らニー ズが あが って

きてい ない か ら、 ボ ラ ンテ ィアの方 々 に活動 して も らう場所 がな い とい うこ とであ った。

も し、実 際に ニーズ がな くな った とか、 少数 の ニーズ はあ って も、 地元 の住民 で十分 に対

応 で きる とい う段 階 の話 な らば理解 で きる。仮 にそ うであ るな らば、多 くの ボ ラ ンテ ィア

を募集 して しまった災 害 ボラ ンテ ィアセ ンター の広 報 のあ り方 を修正 し、 そ れ以 降のボ ラ

ンテ ィアの数 を限定す れ ばそれ で よいのか もしれ ない。 さ らに言 えば、 その よ うな段 階 に

あ るな らば、 もはや災 害 ボラ ンテ ィアセ ンター を閉鎖 し、地元 を中心 と した長期 的 な復興

へ と歩 を進 め るべ きであ ろ う。 しか し、 この状況 は、被災 か ら1～2週 間の 時点 で見 られ

た もので あ り、被 災地 に ニーズ がな い とか、 長期 的 な復 興が始 まった と言 える ような段 階

で は決 してなか った。事 実 、余震 は続 き、避 難所 に は多 くの被 災者 が不安 な 日々 を送 って

い たの であ る。 また、 一見 被害 の少 な か った よ うに見 える家屋 で あ って も、そ の屋 内 は、

家具 が倒 れた りして いて、住 民 だけ では片づ け るこ とが困難 な状況 もた くさんあ った はず

で ある。やが て両者 は、 様 々な議論 を経 て、 互 いに変 容 しなが ら、協働 す る よ うになっ た

が、 十分 な コーデ ィネー トをす るに は工 夫 の余地が 残 った よ うに思 われ る。

セオライジング 被災者との対話二並ぶ関係

長 岡市 災 害 ボ ラ ンテ ィア セ ンター は、水 害へ の 対応 を経験 した こ とか ら、 災害NPOと

連携 して、「す らす ら とボ ラ ンテ ィアセ ンター を開設」した。 しか し、ボラ ンテ ィアの コー

デ ィネ ー トとい う点で は十分 で は ない(時 期 が あった)こ と も事実 で あっ た。具体 的 に は、

被災者 か らの ニーズ を十分 に把握 で きてい なか った ことが問題 で あっ た。

翻 って 考 えてみ れば、 ニー ズは、 そ こにニ ーズ としてあ るわ けで はない。ニ ーズ は被災

者 自身が ニーズ として 自覚 して いな い場 合 もあ る。ただ し、ニーズ を掘 り起 こそ う として 、

被 災者 の前 に立 ち、 ニーズ は ないか な どと問 うの はナ ンセ ンスで ある。 た とえ、ニ ーズ の

収 集 が 目的の1つ で あ って も、 時 には、炊 き出 しを配 りなが ら、被 災 者か ら、 ぽつ りぽつ

りと漏 れ 出て くる呟 きに耳 を傾 ける よ うな活動 が求 め られ る。 この ようにニ ーズ は、 被災

者 とボ ランテ ィア とが じっ く りと対 話 を進 める 中で初 めて掬 い上 げる こ とが で きる。
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こ こで ニーズ を掬い 上げ る現場 で生 じてい る対話 の形式 に注 目してみた い。 ボラ ンティ

ア は、被災 者の傍 に行 くの で、一見 、両者 が 向かい合 う関係 になる よう に見 え るが、そ う

で はな い。 む しろ、ボ ラ ンテ ィアは、被 災者 の傍 らに並 ん で立 ち、同 じ風 景 を見 なが ら、

被 災者 と言 葉 を交 わす ので ある。 この こ とを渥 美(2001)で は、災害 ボ ランテ ィァは、 「た

だ傍 にい るこ とか ら」始 まる と表現 した ので あった。

この時期、ボ ラ ンテ ィアが被 災者 と並 んで同 じ風 景 を見 る とい う関係 は、や まだ(2005)

の言 う 「並 ぶ 関係 」であ る。 ボ ラ ンテ ィ ア と被災 者 が、例 えば、炊 き出 しの食事 を前 に し

て、「ボ ラ ンテ ィァー 炊 き出 し一 被 災 者」とい う三項 関係 を築 く場合 で あ って も、そ れ は

対 面 的 に もの を媒介 と してや りと りす る対 話 的 関係 で はな い。並 ぶ 関係 の 三項 関係 で あ

る。つ ま り、 ボ ラ ンテ ィア と被 災者 は共 に同 じもの を見 る関係 にあ る。 そ こか らは、二人

の意見 交換 といっ たや りと りの対 話が 始 ま るので はな く、「自己 と他者 の声 は相 互主 体的

で共鳴 的 に重 ね られ、ズ レの ある くりか え しをお こな うこ とで会話 が推移 してい く」(p.86)

ような共存 的な語 りが生 み出 され るであ ろ う。被 災者 が ボラ ンテ ィアに安心 して ニーズ を

告 げ るの はこの時 であ る。 よ り正確 には、被 災者 とボラ ンテ ィァが協働 で ニーズ をニーズ

として理 解す るの は この時で ある。

だ とすれ ば、災害 ボ ラ ンテ ィアセ ンターは、並 ぶ関係 を演 出す る ことに努力 を傾注 すべ

きだ とい うこ とが導 かれ る。 中越 地震 の場合 には、い か にも機 能的 な災害 ボ ラ ンテ ィアセ

ンターが即 時 に発足 して お り、受 付 を済 ませ た ボラ ンテ ィアは、 シス テマテ ィ ックに集め

られて いる と想 定 され るニーズ を待 って、そ れ に応 じる ことか ら始 め るこ とが 自然 に見 え

て しまった ように思 われ る。 無論 、 この こと事 態 は、救援 活動 を円滑 に進 め る とい う点で

何 も責 め られ る こ とで はない。 しか し、 ボラ ンテ ィアが 滞留 しつつ あ ったその 時 に、 ボ ラ

ンテ ィアに災害 ボ ラ ンテ ィアセ ンターの外へ 出 て住 民 と話 して くる ことを勧 め る こ とがで

きてい たな らば、 ボラ ンテ ィアには、被 災者 と並 んで 同 じ風景 を見 る並ぶ 関係 を樹 立 す る

機会 が あった と思 われる。 そ うす れ ば、 そ こに被災 者の まだ言 葉 にで きないか もしれ ない

ニーズ を感 じ取 っ た り、掘 り起 こ した りで きた可 能性が あ る。 ところが、 災害 ボ ラ ンテ ィ

アセ ンター に赴 い て、 受付 を済 ませ て待 機す る とい うこ とが 自明 と見 える状 況 で は、 こう

した活動 は 自ず と抑圧 される こ とに なった[・3]。

よ り実践 的 にい うな らば、 災害 ボ ラ ンテ ィアセ ンター は、 ボ ランテ ィアにあ ち らこち ら

3 当時 は余震が続いていたので、ボランテ ィアの安全確保の面 から、ボラ ンティアは災害 ボランティアセンター
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を歩 いて もらい 、被 災 され た方 々の声 に耳 を傾 ける こ とを奨励 してい くこ とを提 案 してお

きたい。 事実 、筆 者 らが2度 目に被 災 地 を訪 れ た際、 「もっ と過酷 な状 況 に ある 人 々が い

る中 で、 この程度 の被害 な のに ボラ ンテ ィアさん に作 業 をお願 い して よい もの か どうか わ

か らない」と逡 巡 されて いた ご夫婦 に 出会 った。 この方 々 の家 は、家屋 そ の ものへ の被 害

こそ軽 か った ものの、屋 内 は片づ け る気 に もな らない ほ どに物 が散乱 し、実際 、高齢 のお

二 人 だけ では片づ け るこ とも ままな らない状態 で あった。 また、余震 が続 くた めに、屋 内

での作業 は一 向 に進 まない のが現状 だ った。 もっ と早 くにニ ーズ を受 け止 め るこ とが で き

てい れば、災 害 ボ ラ ンテ ィアセ ン ター を通 じてボ ラ ンテ ィアが 出 向いて行 って、 片づ けの

作 業 に入 るこ とがで きた はず の事例 で あっ た。

復旧期 「KOBEか ら応援する会」における対話

エ ス ノ グ ラ フ ィー=「KOBEか ら応 援 す る会 」の経 緯

発 災か ら半 月 を経 る頃か ら、災 害NPO[・4コは、 長期 的 な支 援 が必 要 と考 え支援 策 を模 索

した。 そ の結 果 、阪神 ・淡路 大震災 の経験 を活 か し、被災 地 で コ ミュニ テ ィーが ば らば ら

に なって いる地域 のサ ポー トを中心 に、被災者 に寄 り添 い なが らの支 援 や現地 ボ ラ ンテ ィ

アが 活動 しやす い場 を提供 す る支援 方針 を立て た。そ の具体 化 の1つ として、長 岡市 長 岡

操 車場 仮設住 宅 近 くに 「KOBEか ら応援 す る会」とい う現地事 務所 を開設 した。 「KOBE」 と

い う表 記 は、地名 で はな く阪神 ・淡 路大 震災 の被災 地 とい う意味 で使 ってお り、阪神 ・淡

路 大震 災 の被 災 地 を様 々 な形 で経験 した人 々や阪神 ・淡路 大震 災 を契機 に災害救 援 に関 わ

りを持 った人 々 を包 括 す る表記 で ある。従 って、KOBEか ら応 援 す る会 の構 成員 は、 神戸

か らの人 々 と限定 した もの では な く、 関東 な どか らの ボラ ンテ ィアや、 これ まで数 々の災

害 救 援活 動 に参加 して きたNPOの メ ンバ ー な ど様 々な 人々 が利用 す る こ とに なっ た。 ま

た、現 地 ス タッフ と して、 長岡市民 も参 加す る こ とになっ た。

4

で登録 した後 は、 そこに待機す るこ とが推奨 されていたこ とも大 きな要因ではある。 また、地域 の特性 とし

て、災害ボ ランティアセ ンターとい う新規の組織で はな く、まず は地域組織 による相互支援 が主 となる ことは

十分 に理解できる。

(特)日 本災害救援ボ ランティアネッ トワークと(特)ハ ー トネッ トふ くしま
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KOBEか ら応援 す る会 は、震災 か ら1ヶ 月 目で の開設 を 目指 した。12月12日 までに準備

を整 え、 まず は被 災 者 が立 ち寄 って救援 物 資 を受 け取 るこ との で きる場所 として開 設 し

た。 その後、 気軽 に立 ち寄 って、お 茶 を飲 んで くつ ろ ぐこ とので きるサ ロ ンの様 な場 を提

供 す る ことに なった。KOBEか ら応援 す る会 には、企業 の寄付 に よ りコー ヒーが常備 され、

バ レ ンタイ ンデー に あわせ て別 の企 業 か ら洋 菓 子が 届 け られ る こ ともあ っ た[*5]。KOBE

か ら応援 す る会 は、現地 ス タ ッフ として の長 岡市民、 ハー トネ ッ トの ス タ ッフ な どを中心

として、 メ ンバ ーが常 駐 す る体 制 を維 持 した。 また、 大 阪大 学 人間科 学 部 の学 生 ボ ラ ン

テ ィア グルー プ(e.g.,詳 細 は、 諏訪 ・渥 美、2005、2006を 参照)も この場所 に常 駐す るメ

ンバ ー として活動 した。 学生 が春休 み を迎 え る時期 には、地 元の 宗教 団体 の ボ ラ ンテ ィア

組 織[・6]が順 次 ス タッフ を派 遣す る とい う協力 関係 もで きた。

KOBEか ら応援 す る会 には、仮 設住 宅 か ら様 々 な人 々が 訪問 し、 コー ヒー やお茶 を飲 み

なが ら、滞在 してい るボ ランテ ィア との 問で様 々 な対 話 を展 開 した。 いつ しか常連 となる

人 々 もで き、 漬 け物 を持 参 される人 もあ れば、筆 者が 行 くと必ず好 物 の シュー ク リーム を

届 けて くだ さる方 もで きた。 お茶 を飲 み なが らの対 話 は、仮 設住 宅で の生 活 の不便 さに関

す るこ とか ら、 日常 生活 に関 わる話題 まで多種多様 な内容 であ った。例 え ば、豪雪 に見舞

われ て雪掘 り(雪 か き)に 来 て も らう人件費 が高 騰 して い るこ とを事 細 か に話 して も らう

時 があ った。 多 くのボ ラ ンテ ィア は豪 雪 の中の生 活 を経験 した こ とが なか ったので、 そ も

そ も誰 が どの ように雪掘 りを してい るのか とい うことか ら教 わ るこ とにな った。 また、郷

土料 理 の作 り方 を素材 の入 手か ら料理 方法 、そ して、 その郷土 料理 を 出す ときの行事 とそ

の歴 史 な どを語 る被 災者 の声 に耳 を傾 け るこ と もあ った。 さ らに、 農業 にたず さわ る人 々

の野菜 に関 す る見 方(野 菜 を金 銭 を用 いて購 入す る こ とへ の抵抗 が あ る こ と)や ペ ッ トの

話(仮 設 住宅 に連 れ て くる こ との で きなか った猫 を心 配 して いる こ と)な ど、話題 は多 岐

にわた った。 ただ 、KOBEか ら応援す る会 に滞 在 して活動 して い るボ ランテ ィア(例 えば、

大 阪大 学学生)に は、新 奇 な話題 が多 く、 ほ とん どの場 合 は、語 りに耳 を傾 け、 新 しい事

柄 を教 えて も らうか、わ か らない場合 で も語 りの遂 行 を維持す るため にただ ただ頷 くだ け

とい うこ とも しば しばで あっ た。 また、春 にな って 山菜 が採 れ るよ うにな ると、被災 者が

山菜 を持 ち込 んで即 席の料 理教 室 も開いた。 この場 合 も、先生 は被災 者 であ り、 生徒 は大

5

厂0

コー ヒーは、UCC上 島珈琲(神 戸市)、 洋菓子は、ア ンリシャルパ ンティエ(兵 庫県芦屋市)

SeRV(真 如苑の災害救援 ボランティアグループ)長 岡支部の人々
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阪大学 の学生 ボ ラ ンテ ィァた ちで あった。

発 災 か ら5ヶ 月 が過 ぎよ うとす る頃 、 中越 各 地 で、 ボ ランテ ィアセ ンター を運 営 し、

様 々な救援 ・復 旧活 動 の支援 に当た って いた 人々 が中心 とな って 「中越復 興市 民会 議」を

設 立す るこ とが決 まった。KOBEか ら応援 す る会 も事 務所 を使 った5ヶ 月 間の活 動 を縮小

し、事務 所 を閉鎖(5月20日)し て、「中越 復興 市民会 議」の事務 所 内に場所 を移 した 。

セオライジング 向かい合わせの対話=奪 う関係

KOBEか ら応援 す る会 で は、 ボ ラ ンテ ィア と被 災 者 との 間 で 日々対 話 が 重 ね られ た。

KOBEか ら応援 す る会 で見 られ た対話 には、 被災 者 とボ ラ ンテ ィア との間 に、「教 え る一学

ぶ 」関係(柄 谷 、1992)が 見 られ る こ とが多 かっ た。通 常、 対話 は、 規則 や 話題 を共有 し

てい るか らこそ可能 になる と考 えられて い る。 しか し、柄谷(1992)が 「対話 は、言 語 ゲー

ム を共 有 しない者 との間 にのみ あ る」と指摘 す る よ うに、 通 じな い ところか ら対話 が生 成

す る。 対話 が 可能 にな る瞬 間に は、「命 が けの 飛躍 」が 行 われ る。 そ して、 対話 の端 緒 が

見 い だ され れ ば、そ こか ら規則 や 話題 が一 や りなが らで っ ちあ げ る とい う形 で一 生 まれ

る。つ ま り、 共通 の体験 があ るか ら対話 が可能 に なるので は な く、対 話 を通 して 共通 の体

験 が生 成す る。

柄谷(1992)に よれ ば、他 者 との対 話 に可 能性 が開 かれ るの は、「教 える一学 ぶ 」関係 と

して、 対 話 す る者 が対 峙 した と きであ る。柄 谷 は、「他 者 が"他 者性"と して あ る よう な

『向 かい合 わせ 』の関係 を 『対 関係 』とよび、相 手 が一 人で あ ろ うと複 数 で あろ う と 『隣 り

合 わせ』の関係 を 『一 般的 関係』(p.231)と よんでい る。「一 般的 関係」は、前 節 で引用 した

「並ぶ 関係 」(やまだ、2005)と 類 似 してい る。「並 ぶ 関係 」は、 指 さす こ との で きる(な い

し、共 に表象 す る こ との で きる)事 柄 を媒 介 として成立 してい る。 この こ とは、指 さ され

る対象 や現前 しない まで も表象 す る ことので きる対象 が既 に して存在 す る ことを示 してい

る。一 方 、 こ こで柄 谷(1992)が 対話 と して注 目 してい る 「対 関 係」は、 対 話へ と導か れ

る者 たちが、 共 に指 さす こ とが不可 能 であ った り、 そ もそ も指 さす こ とな ど思 い もよ らな

かっ た りとい う場 面、す な わち、 よ り原理 的 な場 面 であ る。

KOBEか ら応援 す る会で の対 話 で は、被災 者 とボ ラ ンテ ィアが対 面 し[*7]、そ こで 「教 え

7 両者の位置関係 は、物理的にも、机 を挟 んで向 き合 う場合が多かった。
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る一学ぶ」関係が 成立 して いる。 ボ ランテ ィアは、被 災者 の語 りに(幻 想 で はあ って も)無

理矢 理 に架橋 し、 その橋 を視 野 にお さめつつ 、対 話 を発 生 ・維持 して い る。 言 い換 えれ

ば、 「命が けの飛躍 」を行 っ て、対 話 の端緒 を見 いだ し、 そ こか ら、 や りなが らで っち あ

げ るとい う形 で対話 を紡 いで いる。 共通 の体験 があ るか ら対 話が 可能 にな ってい るので は

な く、対 話 を通 して共通 の体 験 を生 成 してい るので ある。

例 えば、被 災者 の語 る入生 譚は、都 会 に生活 す る若 い学 生ボ ラ ンテ ィアには理解不 能 の

場 合 もあ った ろう。 また、 中越 地方 の方言 を用 いて語 られ る郷土 料理 の話 な どは、 その素

材 が何 であ るか とい った基本 的な情 報で さえ正確 には理解 で きない こ とを筆者 自身 も体験

した。 しか し、そ こに対 話が成 立 してい る。そ のた めに は、 ボ ラ ンテ ィアが 、理解不 能 な

話 題 であ っ て も、 次の 瞬 間 には、被 災者 の 言葉 を受 け て(奪 って)、 そ れ な りの応 答 を返

してい るか ら対話が 継続 され るわ けであ る。言 い換 えれば 、 ここには 、相 手 の言葉 を奪 い

取 って成立 す る対 話 関係 、Wbrtsch(2002)の い う 「専 有」が成立 してい る。そ こで、KOBE

か ら応援 す る会 に見 られ た よ うな 向かい合 う関係 を奪 う関係 と呼 ぶ こ とに しよ う。

前節 で述 べ た ように、KOBEか ら応 援 す る会 が 設置 され る まで は、 ボ ラ ンテ ィアは、被

災 者の 「た だ傍 にい る」(渥美、2001)こ とを基 盤 と して、並 ぶ関係 と して の対話 を展 開す

る ことが 求め られ ていた が、発 災か ら数 ヶ月 を経 た復 旧期 には、被災 者 と向 かい合 わせ に

なって対 話 が弾 む こ ととなっ た。KOBEか ら応援 す る会 の よ うに、 緊急 救援 期 を過 ぎてか

ら被 災者 の対 話 の場 を形成 す る こ とを 目的 に運営 す る場合 には、奪 う関係(専 有)が 生 じ

る ことを踏 まえて、被 災者 の話 に耳 を傾 け続 け るこ とが要 請 され る と考 えて良 いだ ろ う。

復興期 山村復興における対話モード

エスノグラフィー 「あの法末の夜」～旧小国町法末地区におけるある日の会合

現在 、 中越 地震 の被災 地で は、長 期的 な生活 復興 に向け て中 間支 援組 織(中 越復 興市 民

会議)が 設立 され、 一人 一人 の被災 者 の声 に耳 を傾 けなが ら、同 時 に、中越 全体 の復興 を

も視 野 に入 れ た活 動 を展 開 しつつ あ る。 ボ ラ ンティア は、 この組 織が 関与 す る活 動 に参 加

した り、集 落主導 の復興 作業 に参加 した りしてい る。

中越 復 興市 民会議 で は、2005年6月5日 、 長 岡市の 旧小 国 町に ある七 日町仮 設住 宅集 会
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所 に法 末地 区(54世 帯 、避 難指示 継続 中)の 被災 者 を招 き、 住民 懇談会 を開催 した(稲 垣 、

2005b)。 懇談 会 の 冒頭、 中越 復 興市 民 会議 の ス タ ッフ は、 復 興基 金 な どの手 続 きを説 明

したが、住 民 側か らは反応 が なか った。 そ こで、 「何 に困 って い るか」と問いか ける と県

道2ヶ 所 の崩落 が問題 で あ り、 その修 繕 を急 いで欲 しい とい う こ とで あっ た。 この時点 で

は、 中越復 興市 民 会議側 は、 「県 道 は行政 が直 す もの であ って、 中越復 興 市民 会議 と して

道路 を建 設す る こ とはで きない」とい う応 答 を してい る。 この段 階で は、 中越 復興 市民 会

議 は、 土木工 事の対 象 として の道路 補修 を念頭 にお いて いる。 しか し、後述 の よ うに、 住

民 側 は、土 木工事 を求 めて いた わけで はない。 も し、懇談 会が ここで終了 して いれば、 道

路 補修 を要 求す る住民 と、理解 を示 しつ つ も実 現の 見込 みが低 い と告 げ る中越復 興市民 会

議 とが 結局何 も解 決 で きない ままに なった であ ろう。

しか し、懇談 会 では、 中越復 興市 民会 議側 が 「法末地 区 に戻 って、 どうや って生 きてい

くのか 」、「これ まで ど うや って暮 らして きた のか」と問 うた こ とに よ り、住民 か ら堰 を切 っ

た よ うに意見 が 出て きた。 法末 地 区は、 地域 と して、 グリー ンリー ス(貸 し農 地)や 、 廃

校 を利 用 した宿泊 施設 「法末 自然 の家や まびこ」な どで、東 京方 面 の人 々 と農都交 流 を行 っ

て、生 き甲斐 や収 入 を得 て きた こ と、地 区の"宝 物"と して棚 田、山菜、星 、蛍、淡水 魚 、狸 、

わ ら細 工名 人、 虫か ごづ くり名 人な どい くつ もあ る ことが語 られ た。住民 は、 「や まび こ」

を中心 と した地域 づ く りを再 開す る ため に、 県道 の補修 を願 って いたの であ った。

この夜 、会合 に参加 した中越復 興市民 会議 の メ ンバ ーの 中に は、中越地 震以 前か らまち

づ く りに関わ って きた者が あ り、 また、 これ までの救援 活動 とはひ と味違 う集 落支援 を展

開 す る こ とを念頭 に感性 を研 ぎす ませ て いた者 が あ っ た。 そ こで、 中越復 興 市民 会 議 か

ら、「や まび こ」を中心 とした協働 の地 域づ く りを定期 的 に考 えてい くこ とが提 案 され た。

そ の後 、法 末 地 区 で は、 中越 復興 市 民 会 議 の呼 び か け で ワー ク シ ョ ップが 行 わ れた。

ワー ク シ ョップに は、地 区外 か ら多 くの参加 者 があ り、 必ず し も住民 が"宝 物"と 思 っ て

はい ない物 も参 加者 か ら見 れ ば"宝 物"で あ る こ とな どが、 住民 と参 加 者の 双方 に理 解 さ

れ る こ とに なった。 さらに、 この地 区 を対 象 と したエ コ ツー リズムの話 も持 ち上が り、著

者 を含 む外 部 の人 々 を交 えた 会合 が 開か れた り して、 現在 で は、 「や まび こ」を中心 と し

た地域 の再生へ と対 話が進展 してい る。
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セ オ ラ イ ジ ング 復興 に 向 か う2つ の 対 話 モ ー ド=創 る 関係

発話 は、発 話 され なか った こ とに支 え られて成 立す る。発 話 されなか った こ とは、暗黙

か つ 自明の こ とと して、端 的 に無 視 され てい る。例 えば、 「これは犬 です 」とい う時 、「こ

れ 」が机 で ない ことは暗黙 の内 に無視 され てい る し、 「これ」が動物 で ある こ とは、 自明 の

こ とと して無視 されてい る。 こ こで、 法末 地区 での対 話 を考 察す るに 当た り、 こう した 暗

黙 かつ 自明の前 提 に着 目 し、対 話か ら2つ のモ ー ドを抽 出す る。

まず、 暗黙 かつ 自明の前 提 を疑 うこ とな く対話 を遂行 す るモー ドが ある。話者 ご とに前

提 が異 な ってい て も(あ る いは 同 じで も)、 その こ とには言 及せ ず(で きず)に 対 話 が成立

す る場合 で あ る。 これ を複 数 の暗黙 かつ 自明の 前提 が並存 す る こ とに注 目し、 「並 存 モ ー

ド」と呼 ん でお く。 次 に、並存 す る暗黙 かつ 自明の前提 を、 一旦 、顕在 化 させ て疑 う こ と

に よ り、新 た な前提 を構 築 して い くモー ドがあ る。話者 どう しが互 い に異 な る前 提 に基 づ

い て話 して い るこ とに気 づ き、 そ れぞ れの 前提 に言及 して協 働 で変 更 ・更新 ・再構 築 す

る。そ の結 果、複 数 の暗 黙 かつ 自明 の前 提が 融合 す る可 能性 が 開 けるの で 「融 合 モ ー ド」

と呼 んで お く。「融合 モ ー ド」は、 そ れ まで に ない対 話 関係 を構 築す る とい う こ とか ら、

対話 にお け る創 る関係 と称 して も良 いであ ろ う。

法 末地 区の最 初の 会合 で、道路 の補修 が話題 にのぼ った と き、 中越 復興 市民会 議 と住 民

は、互い が前提 と してい るこ との相 違 に気づ かず 、並存 モー ドで対話 を遂 行 してい た。 し

か し、 中越 復興 市民会 議か らの 質問が 出た こ とを きっ かけ に、 両者 が暗黙 かつ 自明 の前 提

と してい る こ との相違 に気 づ き、 それ を説 明 しあ う こ とに よって、協 働 で前 提 を変更 ・再

構築 す る場 面が あ った。 この時、対 話 は融合 モー ドに入 った こ とにな る。 この時 点 におい

て、 中越 復興 市民 会議 側 の暗黙 かつ 自明の前 提、 例 えば、 「過疎 地域 の ひっ そ りとした暮

ら しを して きた住民 」とい う前 提 が見事 に崩壊 してい る。住 民側 か ら見 て も、暗黙 かつ 自

明 の前提 と して、 「い わゆ るハ ー ド面 で の復興 に関す る こ とをお 願 いす る相手 と して の中

越復 興市 民会議 」とい う前 提が 払拭 されて いる。 その上 で、 両者 が協働 して、「や まびこ」

を も り立 てて い くとい う復 興 活動 へ と融 合 したわ けで あ る。 この事 例 で は、ハ ー ド面 で

は、 一貫 して、県 道 の補 修 が話題 に なって いるが、 両モ ー ドの違 いが ハ ー ドの意 味 を単 な

る道 か ら協働 の 産物へ と変化 させ てい る こ とに注 目してお きたい。

復 興期 にお けるボ ラ ンティア と被 災者 との対 話 には、融 合 モー ドが 重要 であ り、活動 の

成否 は並 存 モ ー ドか ら融合 モ ー ドへ の移 行 にか か って い る とい う仮 説 を提 示 しよ う。 こ
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こまで述べ て きた よ うに、緊急期 の ボ ラ ンテ ィア活動 の場合 に は、被 災者 と並 ぶ 関係 に立

ち、そ こか ら紡 ぎ出 され て くるニ ーズ に臨機 応変 に対 応 す る ことが求 め られ た。 確 か に、

緊急 期 には、 被災 者や ボ ラ ンテ ィアが 暗黙 かつ 自明 の前提 と してい る事柄(例 え ば、 生 き

るため に食 事 をす る)を 疑 うこ とはな い し、 仮 にそ れぞ れが 異 な る前提 を有 してい て も、

そ れ が露 呈 す る こ とは ない 。従 って、 緊急 期 の ボ ラ ンテ ィア活 動 の場 合 、対 話 は 「並 存

モ ー ド」の も とで、 「並 ぶ 関係」が成立 してい くこ とにな る。 一方、復 旧期 の ボ ランテ ィア

活 動で は、 被災 者 との 間で 「教 え る一学 ぶ」場面 が作 られ、奪 う関係 が成 立 す る こと によ

り、対話 が生 成 ・維持 されて いた。

復 興期 に は、通常 の並存 モ ー ドか ら、互 いの 暗黙かつ 自明の前提 を提示 して修正 、再構

築 す る融合 モ ー ドへ の移行 が効果 的 では なか ろうか。復 興期 にお け るボ ランテ ィア活 動 の

場合 には、被災 者 の生 活全 般が視 野 には いるの で、災害 前 の生活 で 自明 と して きた前 提 は

複雑 か つ:重層的 に存在 す る。対 話 が進 む 中で、双 方 の前提 の 違 いが気 づ かれ、 「融合 モ ー

ド」へ と移行 す る こ とが あ る。 例 え ば、 「家 の再建 が まず 第一 だ」とい う発 言が あ って も、

被 災者 は家 族 が一堂 に会 し、介護 が分 散 で きるこ とを念 頭 にお いてい るか も しれ ない。 し

か し、復興 支援 にたず さわる ボラ ンテ ィアは、家屋 の再 建 を支援す る制 度 に想 い を巡 らせ

てい るか もしれな い。 この場合 に は、被災者 の 暗黙かつ 自明の前提 と、 ボ ラ ンテ ィアの前

提 が並存 して い る。 ただ 、対話 を展 開す る中で 、被災者 や ボ ラ ンテ ィアが、並 存 モー ドに

ある こ とに気 づ く可 能性 があ る。 例 えば、何 らかの機会 に被 災者 か ら 「家 が再建 されれ ば、

介 護が 楽 になる」とい うこ とを聴 くこ とが で きるか もしれ ない。復興 期 のボ ラ ンテ ィア活

動 で は、被 災者 の生活 を織 りなす様 々な暗黙 か つ 自明の前提 を把握 し、 融合 モー ドへ と移

行 す るよ うな対 話 を演 出 して い くこ とが肝要 で あろ う。

法 末 で は、2つ の 対話 モ ー ドが 移行 す る場 面が 鮮 明 で あ った。 こ こに法 末 で の会合 の

あっ た 日を 「あの法 末 の夜 」と呼ぶ 根拠 が あ る。 当事 者 の言 葉 に依拠 して い えば 「わか り

あえ た」と感 じる瞬 問で ある。復 興 ボ ランテ ィア活動 は、 被災者 の長 期 的で複 合 的な生活

復 興 に関与 す るた め、暗黙 か つ 自明の 前提 を問い直 す融 合モ ー ドで の対話 が重 要 であ る。

今 後 は、並 存 モ ー ドか ら融 合 モー ドへ の 移行 メカニ ズム の解 明 が求 め られ る。 具体 的 に

は、被災 者 に とって当然 とな ってい る前提 にい か に立 ち入 りなが ら協働 してい けるか どう

か が問 われ てい る。対 話 モー ドの変 更方略 をデ ザイ ンして い くこ とが課 題 の1つ であ る。

i紙醒舞¢曾}働費禰織揺曾s霧聡$羈ζ《潔為樵鞍擁諺$烹難駐酬2弩難薙



災害サイクルに対応した対話関係のデザイン

ここ まで災 害後 の時系列 に沿 って、対話 関係 が変化 す る ことを述べ て きた。最後 に、今

後 の災害 対応 に向 けて、 こう した分析 を もとに対 話 関係 をデザ イ ン してい く可能性 につ い

て展 望 してお きた い。

デザ イ ン とは、 「ものづ く りや コ ミュニケ ー シ ョンを通 して 自分 た ちの生 きる世界 をい

きい き と認識 す るこ とで あ り、優 れ た認識 や発見 は、 生 きて生活 を営 む人 間 としての喜 び

や誇 りを もた ら して くれ る はず」(原、2003、p.2)の もの であ る。原 に よれ ば、 「形 や素材

の斬新 さで驚 かせ るので は な く、平凡 に見 える生 活 の隙間 か ら しなや かで驚 くべ き発想 を

次 々に取 り出す独創 性」(p.24)こ そデザ イ ンであ る[・8]。

デザ イ ンは、 日常生 活 にお いて 暗黙 と してい る事柄 か ら新 しい発 想 を取 り出 し、 「か た

ち」にす べ く構 想 ・企 画 してい く営み であ る。本 稿 では、 災害 ボ ラ ンテ ィァ活動 に焦 点 を

当て、 ボ ラ ンテ ィアが緊急 期 には被災 者 と対 す るので はな く並 ぶ 関係 にな るこ と、復 旧期

には被災 者 と対 す る ことに よって対話 を生成 ・維持 してい くこ と、 そ して、復興 期 には暗

黙 かつ 自明 の前提 と してい る事柄 に気 づ き災 害 ボラ ンテ ィア と住民 とが それ ぞれ に前 提

と して いる こ とを融合 させ て新 たな対 話 を生成 す る こ との重要性 を述 べ て きた。 ともすれ

ば、緊急期 に被 災者 としっか り対 面 し、復 旧期 に被 災者 に寄 り添 って並ぶ 関係 にな り、復

興期 に入 れば それ ぞ れの 主張 を明確 に述 べ る とい う こ とが我 々の 日常 生活 に とって 自明

の前提 で あるか もしれない 。 しか し、本稿 で紹 介 した事例 によれ ば、 そ れ らは悉 く逆 であ

る。今 後 は、暗黙 かつ 自明 として きた事柄 をえ ぐり出 し、 本稿 で示 した よ うな対 話関係 が

成立 す るよ うな仕 組み を作 り出す こ とが 課題 であ る。 災害救 援 にお ける対話 のデ ザ イ ンと

は、 こ う した仕組 み を構 想、企 画、構 築 す るこ とに他 な らな い。

8 ここでは原理的 な捉え方 のみ を紹介 し、 これ以上立ち入 らないが、デザ インには、多様な とらえ方があること

は言 うまでもない。例えば、 まちづ くりや社会の仕組みづ くりに対 して もデザイ ンとい うこ とがいわれる。こ

れ らを も含めて ここではデザイ ンとしてお く。
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エピローグ 復興デザイ ンへ

被災 地 で は、 被災 者 と災害 ボ ラ ンテ ィア との対 話 関係 が よ うや く 「創 るモ ー ド」へ と移

行 し、 ようや く復 興 が始 まった ばか りで あ る。 今後 の集 落復 興 に向 けて、何 を 目標 と し、

どうい った活 動 を展 開 して い くの かが 問 わ れて い る。 そ の過 程 にお い て は、「ふ るさ と」

の原風 景 に思 い を馳 せ て住民 が話 し合 う場 面 、す なわ ち、協 働想 起(渥 美 、2003)の 場面

が 多 々あ るだ ろ う。 住民 ど うしの対話 に、 外 部か らの ボ ラ ンテ ィ アが 同席 す る と、 「創 る

モ ー ド」へ の移行 が生 じる可能性 が あ る。 今 の ところ、復 興 を 目指 して、 ボラ ンテ ィアが

住 民の対 話 に どの ように関与 して い くか とい うこ とに関す る体系 だ った知見 は ない。専 ら

災 害復 興 を議論 す る場(学 会 な.ど)も ない。 そ こで、筆 者 らは、 阪神 ・淡路 大震 災 か ら11

年 とな る2006年1月17日 に 「復興 デザ イ ン研 究会 」を設 立 した。復 興 デザ イ ン研 究 会 は、

2005年12月 に筆 者 と中越 復興 市 民会 議 の メ ンバ ーが、 震災 復興 の先進事 例 を視 察す るた

めに訪 れた台 湾で発 案 された もの だった。今 後 、復興 デザ イ ン研 究会 で は、 本稿 で示 した

対 話モ ー ドについ て理論 的 な分析 を進め る と ともに、各対 話モ ー ドをいか に実現 して い く

のか とい うテーマ につ いて も検 討 してい く。

復興 デザ イ ン研 究会 の設 立 は、「あの法 末の夜 」か ら約1年 後 の2006年5月2日 、法 末の

「や まび こ」で報告 され た。

[あつみ と もひで ・大阪大学 コ ミュニケー シ ョンデザイ ン ・セ ンター助教授 ユ

【引用文献】

渥 美公 秀,2001,『 ボ ラ ンテ ィアの知 実践 と して のボ ラ ンテ ィア研 究』大 阪大学 出版 会.

渥 美 公 秀,2003,「 記 憶 の 伝 承 に 関す る グル ー プ ・ダ イナ ミックス 」大 阪大 学21世 紀COEプ ログ ラ

ム 「イ ンター フ ェイス の人 文学 」 大 阪 大学 大学 院文学 研 究科 ・人 間科 学研 究科 ・言 語文 化研 究 科

『2002・2003年 度報 告書:7.臨 床 と対 話 一 マ ネジで きな い もののマ ネ ジメ ン トー』146-160.

渥 美公秀,2005a,厂 防災教 育 をデザ イ ンす る」『自然災害 科学』24(4):350-355,

渥 美 公秀,2005b,「 ボ ラ ンタ リー活 動 の 活発 な展 開 新 潟県 中越 地震 を事例 に」『21世 紀 ひ ょ う ご』

91=14-21,

078 範艶r熱⑯ 擁総熱繍1笠i総翁繍 鰓ゼ釀 禽嫐iv醸¢3鷁 蕁母一20龜窃



渥 美 公秀,印 刷 中a,「 災 害 ボ ラ ンテ ィアの動 向 阪神 ・淡 路 大震 災 か ら中越 地 震 を経 て」『大 阪 大

学人 間科学 研 究科 紀 要』.

渥 美 公秀,印 刷 中b,「 協 働 的実 践 の三 層 減 災 コ ミュニケ ー シ ョ ンデザ イ ンプロ ジェ ク トを事 例

として」「大 阪大 学 コ ミュニケ ー シ ョンデザ イ ン ・セ ン ター紀 要』1.

渥美 公 秀 ・鈴 木 勇 ・菅磨 志保 ・柴 田慎 士 ・杉 万俊 夫,2004,「 災 害 ボ ラ ンテ ィアセ ン ター の機 能 と課

題 一 宮城 県 北部地 震 を事例 として」『京都大 学 防災研 究所 年報』47B:81-87.

原研 哉,2003,『 デ ザ イ ンのデザ イ ン』岩波 書店.

稲 垣 文彦,2005a,「 避i難所 で の経験 」災 害 ボ ラ ンテ ィア全 国 フ ォー ラム ℃5in福 井(2005年6月9日)

にお け るシ ンポジ ウム での発 言か ら.

稲垣 文 彦,2005b,「 中越復 興市 民会 議 現状 報告 」『京都 大 学 防災研究 所研 究会』(2005年7月3日).

柄谷 行 人,1992,『 探究1』 講談社 学術 文庫,

菅磨 志 保 ・立木 茂雄 ・渥 美公 秀 ・鈴 木勇,2004,「 災害 ボ ラ ンテ ィア を含 め た被 災者 支援 システ ム に

関す る一 考 察 宮 城県 北 部 地震 に おけ る災 害救 援 ボ ラ ンテ ィアセ ンターの 事例 よ り」『地域 安 全

学 会論 文集』6;333-340,

諏 訪晃 一 ・渥美 公秀,2005,「 学 生 に よる災 害 時の ボ ラ ンテ ィア活動 と状 況 的関心 一 新 潟県 中越 地

震 におけ るf沁mHUSの 活 動 か ら」『ボ ラ ンテ ィア学研究 』6:71-95,

諏 訪 晃一 ・渥 美 公 秀,2006,「 大 学 発 の 災 害 ボ ランテ ィア活 動 の記 録 新 潟県 中越 地震 にお け る

仕omHUSの 活 動」『大阪 大学大 学 院人 間科学研 究科 紀要 』32.

上 田耕蔵2005,「 関連死 の発 生機 序 とそ の予 防 ア ロス タ シス 負荷 の視 点か ら」『綜 合看 護』40(2):

17-28.

WertschエV:,2002"Vbjc召5(ゾColl躍'γ εReη1εη3わθ跏8;"CambridgeUniversityPress.

や まだ よ うこ,2005,「 共 に見 る こと語 るこ と 並 ぶ 関係 と三項 関係」北 山修編,『 共視 論 一 母子像

の心 理学』講 談社 選書 メチ エ,73-88.

鰺 鐙鎌と鳶謡 079



災厄の記憶 と伝承の可能性 対話 と公共性に向けて

関 嘉寛

はじめに

戦争 や災 害 は、 人 び とに記憶 とその伝承 につ いて深 く考 え させ る契機 とな る。 中尾知代

は戦争 と記憶 につ い て次 の よ うに述 べ る。

慰霊碑 、 戦没 者記 念碑 《モ ニ ュメ ン ト》は、戦 争 の記憶 を土 地 に刻 み込 み、 次世代

以 降 と戦 争の記 憶 ・体 験 を共有 し意味付 ける試み だ。 だが一番 重要 な課題 は、 この戦

争 の記憶 を、 ど う記録 し継 承 す るか、 次代 が受 け継 ぎ解釈 し 「国民 共通 の もの」と し

て伝 え、 「パ ブ リック」冪公 の もの にす るか であ る。 日本 で は現 在 、裁判所 ・教科 書 ・

平 和 記念 館 な どに お け る戦争 展 示 をア リー ナ と して、 一 種 のバ トルが 続 い て い る。

(中尾 、2004;68)

また、災 害 の記 憶 につ い て も同 じような こ とが いわ れて い る。1995年 の 阪神 ・淡路 大

震災 の後 にも、 多 くの手記 が発行 され、震災 の経験 や 出来事 が記憶 と して残 され よう と し

て い る。 寺 田匡宏 は 阪神 ・淡路 大震 災の 記憶 と伝承 をテー マ と した展 覧会 、「somed賜fbr

somebodyい つ かの、 だ れか に～ 阪神 大震 災 ・記憶 の 〈分 有〉の ため の ミュー ジアム構想1

展2005冬 神 戸 ～」の展 覧会 図録 の中で 、次 の ように指摘 して いる。

地 震 のあ と、 「震 災 にかか わ る もの 」を残す とい うこ とが社 会 的 な空 気 と して醸 成

され た とい う ことは事 実 であ る。 こ こで は 「震 災 にか かわ る もの」とい う回 りく どい

表現 を したが 、 これ は、 当 時の だれ もが 「記憶 」につ いて きち ん と した概 念規 定 な ど

持 ってい なか ったが、 それ で もとにか く体 験 した こ とを書 き留 めた い、記録 に残 した

い とい う闇 雲 なエネ ルギー だけ は存 在 した とい う状況 を示 す表現 で ある。 テ レビの特
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集番 組 、写 真 集、 手記 、 モニ ュ メ ン トな ど、 あ らゆ る記 録 の形 態 が あ らわ れた。 ま

た、制 度化 された社会 的記憶 装置 で ある図書館 や文 書館 もそ れ らを収 集 し集め ようと

した(寺 田、2005:13)。

この よ うに、 災厄 とい う出来事 には、必ず といって いい ほ ど、そ れ にかか わる人 び との

経験 の記憶 とその経験 を後 世へ伝 えるため の活動 が と もな う。 本研 究 は、 この ような災厄

と記憶 の随伴 関係 を出発点 と し、その記 憶 の性 質 と伝承 の可能 性 につい て考察 をお こな う。

記 憶研 究 には相異 な る志 向性 を持つ研 究が あ る。一方 には、脳 科 学 に依 拠 した記憶研 究

で ある。 この分野 にお い て記憶 は、脳 神 経細 胞 の どこか に 「情 報」と して貯 蔵 され、個 体

に帰 属 してい る もの と して扱 わ れ る。 それ ゆ え、記 憶 は いつ で も単数 で語 られ る。常 に

「私 」の記憶 なの であ る。 その記 憶 は、 ま るで引 き出 しか ら もの を取 り出す ように、何 ら

か の回路 を経 由 して、 個体 に認識 される=想 起 され る。 記憶 はあ る種 の個 体性 をもち、機

械 論 的 に と らえ られ る匚*1コ。 したが って、 関心 は、 「いか に記憶 が正 し く想起 されるか 」あ

るいは 「どの よ うな生理 的 な現象 が記憶 や想起 に関 して生 じてい るか」に注 が れる。

他 方、哲 学、社 会学 や一 部の社 会心理 学 に見 いだ される記憶 はこの よ うな物 質性 を有 し

た もの で はない。 そ れ は、 そ こで注 目され るの は 「私 た ち」の 記憶 で あ り、 常 に複数 形で

示 され る。つ ま り、 これ らの研 究 にお いて記 憶 は個体 に帰着 す る もの で はな く、(広 い意

味 での)当 事 者 間 の関係 に存 在 す る もの であ る。私 た ちの 関心 は、 「いか に して 記憶 がつ

くられ るの か」あ るい は 「どの よう な社 会状 況 の下 でそ の記憶 が形 づ くられ、つ た え られ

る ように なった のか」に注 がれ る。 た とえば、 片桐雅 隆 は、私 た ちは、役 割 カテ ゴ リー を

用 いて 自己や他者 を一 連 の物 語 に位置 づ けてお り、そ の物語 の共有 は、 それぞ れ の共 同体

を構 成す る メ ンバ ーの 「集合 的記憶 」に依存 して いる と述べ てい る(片 桐 、2002)。 つ ま り、

私 た ちは、私 た ちが属 してい る共 同体 の 「集 合 的記憶 」を参照 して、 自らが どの よ うな役

割 を果 た して い るか、あ るい は果たす べ きか と認 識 されて いるか とい う ことを先取 りす る

ことで、 自己 と他 者 の意味 を理解 す る ことが で きるの であ る。 そ して、 その集合 的記 憶 と

は、 「現在 の前 後 関係 や情 動 に よって、現 在 に適 合 され る ように築 か れる現 在 であ り、現

1 詳 しくは,近 藤佐知彦(2003d27-133)を 参照.彼 によると,日 常記憶 という記憶研究 を切 り開いたナイサー

(Neisser,U)で も,「人 間を 「人間情報処理系」だと観ず る認知科学の枠内にとどまっている」のである.そ れ は,

物質的な 「記憶」に注 目するあまり,「想起」という関係性 にもとつ く状態を見過 ごしていたことに起因する,
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在 に適 合 され るよ うに築 かれ る過去 なの であ る」(港、1996:32)。

この よ うな関心 に もとつ くと、 中尾が指 摘 して い るよ うに、 災厄 の記憶 をめ ぐる 「バ ト

ル」は、単 な る記憶 の正確 さ=事 実 の真偽 に終 始 しな いこ とが わ かる。 ア ンダー ソ ンが指

摘 してい るよ うに、災厄 の記憶 とそ の伝承 は集合 的 アイ デ ンテ ィテ ィを生産 ・強化 す る と

い う社 会的 な機 能 を担 っ てい る。 近代 国民 国家 にお いて無 名戦 士 の墓や 記念碑 は 厂国民 意

識 」を醸 造す る一 契機 とな る[*2](Anderson,199M997132)。 したが って、 こ のバ トル は、

脳 科学 的調査 で も、 科学 的手法 に も とつ く考古学 にお いて も決着 をみ る ことは ない。バ ト

ルの当事 者 たち は、 みず か らの集合 的記憶 の殻 に閉 じこ も り、相 手 を認 め ない。真理 を求

め るので はな く、 意味づ けの正 当性 を争 って いるの であ る。

これ らの議 論 を もとに考 えるな らば、 ある災 厄 に遭 遇 した社 会 が記憶 と伝承 を必 要 と し

てい る とい う よ りはむ しろ、 あたか もそ の出来事 が社 会的機 能 を持つ 、す なわ ち当該集 団

の社会 的凝集性 を高め る契機 として 成立す る条件 と して記憶 とそ の伝承 を要 請 してい るよ

う に見 える。災 厄 は 「教 訓 を伝 え るため に」「出来事 を風 化 させ な いた め に」、記 憶 とそ の

伝 承が あっ ては じめて災厄 と しての 意味 を勝 ち得 る のであ る。 出来事 と記 憶 とい う営 為 が

別 々 に存 在 してい て、そ れが偶 然結合 したので はな く、出来事 と記 憶 とその伝承 は不 可分

な もの として存 在 してい る といえ る。

複 数形 と しての記 憶 と、出来 事 と記憶 の不 可分性 の ため、記 憶 は常 に論 争 を含 み、 かつ

二 重の 意味 で 「政治」の対 象 となる。 なぜ な らば、戦 争の ような非常 に社 会 に影響 を与 え

る出来事 は集合 的 アイデ ンテ ィテ ィを生産 あ るいは再生 産 ・強化す るの であ るか ら、 そ の

出来事 をめ ぐる記憶 はお のずか ら政治 的闘争 の場 に引 き出 されて しまう。

ギ デ ンズ(Giddens,1990=1993)に よる と現 代 にお け る政 治 は、 「解 放 の政 治 」と 「ライ

フ ・ポ リテ ィクス」に区 別 され る。前 者 は、生 活機 会 を巡 る相 互 行為 で あ る。 す な わち、

生活機 会 に不利 な影響 を与 え る束縛 か ら個 人や集 団 を解放 す る ことにかか わ ってい る行 為

を指 してい る。 そ こでは さま ざまな権力 が作用 し、 正義 ・平等 ・参加 が重 要 な問題 とな っ

て い る。一 方 、後 者 は ライ フス タイル の政 治 であ り、 現代 にお け る 自己実 現 の政 治 で あ

る。 ライフ ・ポ リテ ィクス は 自己の アイデ ンテ ～テ ィを再 帰 的=反 省 的 に確 立 させ る きっ

か け をつ く り出す。 なぜ、 この よ うな政 治 が生 じるか。 それ は、伝統 とい う根拠 を失 っ た

2 ただし,ア ンダーソ ンは記憶 の別 の側面 も強調 している.そ れは,

いては瀋陽の事例において詳 しく考えることとする.

「忘却」である.こ の忘却 とい う側面につ
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今 、現代 的 アイデ ンテ ィテ ィは、かつ ての よ うに伝 統 に も とつ くので はな く、みず か らで

つ く り出す しか な くな って しまったか らであ る。 この際 に、 「筋 道 の通 っ た一貫 した方 法

で、 未来 の プロジ ェク トと過 去 の計画 を結 びつ け られ る、個 人 は多 様 な媒 介 され た経 験 か

ら引 きだ され る情報 とロー カル なみず か らの関 わ りとを統合 しなけれ ば な らない」。 これ

は、 みず か らが今 までの 経験 と専 門家 が所有 す る知 識や 情報 な ど を結 びつ け、 「みず か ら

の 進む道 」=ラ イフ ・スパ ンを見つ け出す こ とに よって 自己の ア イデ ンテ ィテ ィが作 り出

される こ とが可 能 となる ことを意味 して い る。政 治の対 象 とされ る記 憶 は、この 二つ の 「政

治 」両方 にか か わる。記 憶 は正義 や平 等そ して権 利 に関 わって い るの と同時 に、そ の集 団

や個 人の ア イデ ンティテ ィ形成 と深 く関 わ ってい るのであ る。

本研 究 では、 この よ うな複 数形 で表 され る記憶 を対象 とす る。 それ ゆえ、 当該 の記 憶 の

真偽 を定 め るこ とを 目的 として い るので はない。重 要 な こ とは、 この複 数形 で表 され る記

憶が 、 どの よ うにか たちつ く られ、 どの よ うに変容 してい くかで あ る。 さらに、災厄 の記

憶 に関心 を広 げてみ る な らば、「なぜ、 人 はつ らい経 験 を記憶 と して保 存 し、伝 える こ と

にかか わるの か。そ して、 そ のつ らい経験 を実 際に は して いな い人 に何 が どの よ うに伝承

され るのか」とい う問 いが あ らわれ て くる。本研 究 は、 これ らの問 い を基 本 的な モチー フ

と して、 中国 ・瀋 陽での 中 日戦 争の記 念館 と台湾 の地震 記念館 を事 例 に考 えてい くこと と

す る。

1記 憶の政治性

先 に、記憶 を単数 と、複 数 とで考 えて みた。 そ こで、記憶 とはす ぐれて社 会的 あ るいは

間主観 的な存在 で あ るこ とが わか った。 この節 で は、 この ような性質 を持つ 記憶 とそ の伝

承 につ いて どの ような問題 が あるの か を概 観 したい。

野家啓 一 は、 六項 目か ら成 る 「歴 史哲 学 テー ゼ」を掲 げ、歴 史記 述 の特徴 を述 べ てい る

(野家、1996:147-148)。

(1)過 去 の出 来事や 事実 は客観 的 に実 在す るもので はな く、「想起 」を通 じて解 釈学 的 に再

構成 され た ものであ る。

(2)歴 史的 出来事 と歴史叙 述 とは不 可分 であ り、前者 は後者 の文 脈 を離 れ て存在 しない。

(3)歴 史叙 述 は記憶 の 「共 同化 」と 「構 造化 」を実現 す る言 語 的制作(ポ イエー シス)に ほ
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か な らない。

(4)過 去 は未 完結 であ り、い か なる歴 史叙 述 も改訂 を免れ ない。

(5)時 は流 れない。 それ は積 み重 なる。

(6)物 語 りえない こ とについ ては沈黙 しなけれ ばな らない。

これ らの テーゼ は、歴 史 につ い て述 べ られた もの であ るが、歴 史が ある記憶 を素材 と し

てい る とい う ことか ら考 え るな らば、歴 史に は記憶 の性 質 が反映 され てい る とい ってい い

だろ う。 それ ゆ え、 野家 の歴史哲 学 テー ゼか ら私 た ちが記憶 を理解 す る上 で重 要 な示 唆 を

引 き出す こ とが で きるだろ う。 それ は、記憶(歴 史)の 厂解 釈 学的 性格 」「文 脈依 存性 」「ポ

イエー シス的性 格」であ る。

それ ゆ え、記憶 に立 脚す る歴 史 は、 常 に改 定 に さ らされる。 それ は、単 に記 憶の 「正確

さ」に立 脚 して改 定 され るので はな く、記憶 が解釈 学 的性格 を有 す るが ゆえ に、 あ る種 の

イデ オロギー に も とづ き、 改定 され る。そ れ を 「記憶 の政治性 」とい うこ とが で きる。

記憶 研 究 にお いて、 記憶 の解 釈学 的性 格 の 「暴 露 」、つ ま り政 治性 を明 らか にす る もの

が 非常 に多 い。 た とえ ば、 フラ ンスの歴 史学 者 ピエ ール ・ノラた ちは、 厂集合 的 記憶 を表

象 す る場」の分析 を とお して 「フラ ンス的 国民 意 識 のあ り方」を探 り、 「記憶 の場 」とい う

概 念 をつ くった[*3]。この一連 の研 究の 中で、 「人 び との記 憶の場 を構 成す る記念 行為 やイ

メー ジの諸 形態 が 、当事 者 た ちの 意識 とは別 に、 「共和 国」に その ア イデ ンテ ィテ ィを与

えよ うとす る政 治的神 話や政 治 目的 との関連 で構築 され 、変容 して い く過程 が 問題 とされ

た」(内田、2002:49)。 また、脇 田健一 は い くつ か の戦争 博物 館 を調査 した 中で、 「死」と

い う もの か ら固有 性が は ぎ取 られ 、抽象 化 し、「近代 国民 国家 の 〈集合 的記憶 〉のなか に回

収 し保 存 しよう とす る傾 向が見 られ た」(脇田、2002=101)と 指摘 してい る。

この ような記憶 の政 治性 の記述 は、慎 重 にかつ子細 にお こな うべ き研 究 であ る。金子 淳

は、1990年 代 か らの博 物 館 に対 す る社 会的 関心 お よび役割 期待 の高 ま りの 中で、博 物 館

が 「いか に存 在す べ きか」とい う理念 的 な規範 を重視 し、 「それ に向 かって ひたす ら突 き進

み、 さ らに は現 状 を打破 して変 革 を もめ ざそ う」としてい た とと らえてい る。 しか し、 そ

の傾 向 は、 「素朴 な 「善 意」や無 自覚 な 「正 義」」に根 ざしてい た。 この ような 厂「善 」も しく

3 この企画は,120名 もの歴i史家 を動員 し,130編(総 論的 なものを加 えれば135編)の エ ッセイを収めた もので

あ る.全7巻560G頁 以上に もおよぶ.完 成 まで、8年 歳 月を要 した.ま た,こ の企画の後 「記憶の場」とい

う言葉が,ロ ベールのフランス語大辞 典に取 り上げ られたことか らも,こ の概念の社会的 インパク トを推察す

ることができるだろ う.
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は 「正義」と判 断 しうる基準 は どこにあ るのか。素 朴 で無 自覚 な 「正 義」が結集 した末 に行

き着 くと ころは、五 十数 年前 に経 験ず みの はず であ る」(金子 、2002=8-9)と 、彼 は記 憶 の

政治性 に対 す る配慮 の必要性 を説 く。 つ ま り、記 憶の 政治性 への注 目は、過去 の反 省 と未

来 におけ る災厄 の回避 の ため に も必要 なの であ る。

もち ろん、 この政 治性 の暴露 とい う必要性 を認 め なけれ ばな らない だろ う。 だが 、内 田

隆三 は この よ うな歴 史の政 治性 に もとつ く歴 史研 究 に対 して 、「何 か退 屈 な閉塞 感が つ き

ま とっ て いる」と述 べ る。彼 は記憶 の政 治性 の暴 露 は、 「到達 点 で はな く、 出発 点 で しか

な い」とい う(内 田、2002:49)。 つ ま り、暴 露の 先 に記憶研 究 の神 髄が あ るの であ る。先

に金子 が志 向 してい た過 去 の反省 や未 来 におけ る災厄 の回避 を 目的 と した研 究 は、 その成

果 に よっ て評価 され る こ とに なる だろ うが 、 それ 自体 が 「政治 化 」して しまい かね ない 。

だが 、記憶研 究 にお いて は、そ の記 憶 が、何 を背 景 と してそ の よ うな形 態 を取 った か につ

いて の視座 が必 要 となっ て くるだろ う。そ して、 これ は、戦 争の ような政治 的な 出来事 だ

けで はな く、震災 の よ うな非 政治 的 な出来事 につ いて も当て は まるであ ろ う。

寺 田 は、 震災 におい て なぜ 記録 で は な く、 記憶 を問題 に して い るか を述べ て い る。彼

に よる と、 地震 が 「人 間の力 を超 えた もの」であ るため に、「人間が それ を 自 らに納得 させ

る構 造 と して、 その こ との理 由 を知 りたい、 その こ とを伝 えたい とい う心 理 が生 まれ る」。

そ して、 人は地 震 に遭 う とその 出来事 や体験 を記憶 と して残 し、伝 承 したい とい う気持 ち

に駆 られ るの であ る(寺 田、2005:13)。 記憶 が解 放 の政治 によっ てかた ちつ くられ、そ の

文脈 に沿 って伝 承 される側 面だ け を強 調す るの では な く、記 憶 とライ フ ・ポ リテ ィクス と

の 関係か らも捉 え る必要が あ るだ ろ う。

その研 究方法 と して例 えば ライ フ ・ヒス トリー分析 は有効 であ ろ う。 しか し、本研 究 で

は、 個人 や集 団が時 間的 に束縛 され てい るだけ では な く、空 間的 に も規 定 されて いる とい

う前提 か ら、考 えて い きたい と思 う。 それ は、 内田が指摘 した よ うな記 憶の 政治性 暴露 を

出発 点 と した記憶研 究 の領域 を拓 い てい くこ とを意味 して いる。
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2博 物館か ら見 えて きた、記憶の空間的位相 図]

複 数形 で あ らわ され る記 憶memoriesを 支 え るの は、共 同 想起remembering[・5]と い う相

互 行為 であ る。 したが って、 この記憶 は優 れて場 所 的な性 質 を帯 び るこ とにな る。 なぜ な

らば、1想起 は真空 の 中 で生 じるの で はな く、想 起 す る主体 や他 者 の社 会 的行為 を規 定す

る空 間 にお いて生 じるか らであ る。したが って、空 間編成 は記憶 のあ り方 に影響 を与 えて

い る。

現代 にお ける空 間編 成 の変 容 をひ と言 で あ らわ す な らば、「場 所 か らフ ローへ 」とい う

こ とが で きるだ ろ う。近代 化が 高度 に複雑 化 し、そ れを支 える さま ざまな技術 が 開発 され

る に したが って、具 体的 で個 々に特有 の意 味 を有 していた空 間 は、抽象 的で広 範 な統 一 的

意味 を有 した 空間 に変容 してい った。 た とえば、商 業空 間 を考 えれ ば よ くわか る だろ う。

かつ ては市場 や駅前 の商 店街 の ように、商 店主 や売 り子 の個性 や判 断 に よ りルー ルや空 問

構 造が 決定 され、客 とのあい だ にface-to一£aceの関係 にも とつ く具体 的で個 別 的な関係 性 に

基 づ く空間が で きあが ってい た。 しか し、 それ が大型 シ ョッピングセ ンター にな る と、合

理 性 はあが ったが、 どこの店 におい て も同 じよ うな空 間が広 が ってい る。 そ こにお いて た

いてい は売 り手 と買 い手 とい う機 能 的な関係 しか成 立 して いない。 明 らか に前者 の空 間 と

後者 の空 間で は異 なる性質 を有 して いる。本研 究 では、 具体 的意味 の生産 ・再生 産が行 わ

れ、そ の意味 に よって支 え られて い る前 者 を 「場所 の空 間」と よぶ。 また合理 性 とい う単

一 ルー ルに よって規格 化 され抽象化 されて いる後者 を 「フ ローの空 間」と よぶ。

現代 的 空間編成 を特徴 づ けて いる抽象 化 され たフ ローの空 間は記憶 とどの よ うな関係 を

持 つの であ ろ うか。 結論 を先 取 りす る と、 この空 間編成 は形式 化 された記憶 と して の歴 史

と結 びつ くの であ る。 と りわ け、正史 と呼 ばれ るよ うな公 式 の歴 史 の空 間的位相 はフロー

の空間 に相当 する。

4
宀

5

この部分については,拙 稿(2003a、2003b)を 参照 している.

もちろん,想 起 は必ず しも能動 的でかつ積極 的なもの というわけではない,戦 争な どの災厄の記憶はどちらか

というと 「思 い出した くない もの」である,そ の ような意味で,記 憶 は,苦 痛 を伴い,他 者 との共有 を拒否す

るものである.香 月洋一郎は戦争の体験の聞 き取 りの中で 「語 れることよりも語 れない世界,語 りようのない

世界 の中で根深い問題 を抱 えていた.そ の人達 にとって,か つての体験は依然 として 「現在」であった」と述

べ ている(香 月、2002=7).
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歴 史 は、経 験 に基 礎 づ け られ た記憶 に支 え られ て はい るが、 そ れ とは性 格 を異 に して

い る。 記憶 は、 「場所 の空 間」と結 びつ き、共 同想起 され る。場 所 の空 間 は具 体 的で あ り、

個 別 的で ある ため に、 その空 間 に属 さない もの に とっ ては基本 的 に把 握す る こ とは困 難で

あ る。 さらに、 この空 間 は言語 によ る秩序 化 を必要 としないた め に、 一貫性 が必 要条件 と

な らない。

一方 、歴 史 はある一貫 性 もっ たス トー リー を前提 としてい る。つ ま り、 出来事 と出 来事

の 間には説 明可能 な 因果関係 が存在 してい る。 これ は、 ヒス トリー とス トー リーの語源 が

同 じで あ る とい う ことか らもわか る。つ ま り、 歴史 とは、 もちろん改 編 され るこ ともあ る

が、そ れ は一 定 の検 証可 能性 、第三 者 に よる読 解の排 除、 抽象性 あるい は代 表性 によって

支 え られ てい る とい える。歴 史 は、解 釈 の幅 が非常 に限定 され て いるの であ る。 さ らに、

私 た ちが 学校 で学 ぶ教科 と しての 「歴 史」は、歴 史上 の人物 によ って彩 られ てい る。 そ こ

には、名 もな き人 び との 日常 の生活 は捨象 されて いる。 これ は、 私 たちが 一番 身近 に接 す

る歴 史が 抽象 化 された 空 間 に存 在 してい る こ とを意 味 して い る。現 代 にお け る歴 史の 空

間 は、 抽象化 され、出 来事 はあ る一 定の 説明原 理の もとにおか れ る とい う意味 で均質化 さ

れ、生 きられ る経験 の剥奪 が生 じてい るので ある。

実 の ところ、 この よ うな現代 にお け る歴 史が もつ 空 間編 成 を体現 して い るのが 、博 物

館 で あ る。荻 野 昌弘 は他 者 の生産物 を所 有 したい とい う欲 望 を 「博物館 学 的欲望 」と呼び、

二つ の特徴 を上 げてい る(荻 野、2002:6-9)。 まず 第一 に、「博 物館 学 的欲望 は、 一度 手 に

入 れ たモ ノ を手放 す こ とを拒 否 して、そ れ を永久 保存 し よう とす る」。 この 欲望 は、 モ ノ

を摩滅 消滅 か ら解 放 し、「永 久保存 す る ことで、時 間 を凍 結す る」。 そ して、保存 されたモ

ノ は、 元来付 着 して いた 「生活 の臭 い、 そ してモ ノそ の ものが放 つ臭 いが消 され、モ ノ を

破 壊 す る よ うな秩 序 の 阻害要 因は取 り除か れ る」。 第二 に は、 博 物館 学 的欲望 は 「あ くま

で 「本物 』を探 し求め る」とい う特徴 が あ る。

この ような欲望 が体現 した空 間 として博 物館 は存在 す る な らば、 そ こには抽象 化 の作 業

と単一 の原理 の も とでの意味 の再構 築が お こなわれ て いる ことが了解 され る。つ ま り、モ

ノ はそれが元 来存在 してい た場所 の空 間か ら切 り離 され、 ひ とた び抽 象化 され る。 もち ろ

ん、荻 野 も指 摘 して いる ように モノは何 も手 を施 さな ければ、 そ の まま消 え てな くなる運

命 にある。 しか し、そ の ような消滅 の過 程 は、 モ ノが場所 の空 間 と結 びつ きを有 して い る

過 程 で もある。 モ ノはあ る特 定 の空 間 で、使 われ、 そ れが使 われ な くな り、忘 れ去 られ て

い く。 その 中で、 モ ノは意味 を獲得 し、 そ して失 ってい く。
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だが 、博物 館 に保 存 され、 配置 され るモノ は、消滅 の過程 か ら離脱 させ られる。保 存 さ

れ るモノ はあたか も元来 の意 味 を有 した ま ま固定化 され る ようではあ るが、 その モノの意

味 を支 えて いた場 所 の 空 間か ら切 り離 されて しまっ た ため、消 滅 の過 程 か ら離脱 した 瞬

間、元 来の意 味 を喪 失 して しま う。

そ して、意 味が消 去 された モノ は再 び、 あ る一定 の原理 に もとつい て意味 を再付与 され

る。浜 は博物 館 にお け るモ ノの配列 の 法則性 を 「博 物 館 の文法 」と呼 び、次 の よ うに説 明

してい る(浜 、1998:154)。

博 物館 にお けるモ ノの 配列 もこのモ デル(統 辞 的 ・範列 的か らな る文 の モデ ル)に

したが って考 え るこ とが で きる。分 類 に よって範列 的 なモ ノの ク ラス が作 られ る(そ

れ らは収 蔵庫 の なか に保管 されて い る)。 そ れ らのモ ノ のク ラスか ら選 び出 され たモ

ノ を統 辞 的に連結 したのが展示 であ る。 そ して、歴 史展示 の場合 にモ ノ の統 辞的 な関

係 を形作 ってい るの は 「クロノ ロジー」、 す なわ ち時 間的 な前後 関係 であ る。

彼 の議論 を空 間 と時間の不 可分性 か ら捉 えなおす な らば、博物 館 ではモ ノ はか つて場 所

の空 間 によっ て付 与 されて いた意 味 とは異 なる意味 を付与 され る こ ととなる。モ ノ は、 経

験 に基 礎づ け られた もので はな く、近代 的 な空 間認 識の もとで 意味づ け され るため に、 特

定 の個 人 的経験 に由来す る具体 的 で種差 的 な意 味で は な く、博物 館 とい う抽 象化 され一 義

的 にな ってい る空 間が生 み 出す意 味 に基 づい て配列 され る。そ れ は、 この博 物館 とい う空

間が、 非常 に近代 的 な合 理性 に基づ きな され る とい って もよい。

この ように、記憶 を空 間論 的 に とらえた場合 、政 治性 とい う よりはむ しろ、記憶 伝承 の

可能性 を視 野 に入 れ た研 究 に重 点が 移 ってい く。 なぜ な らば、記 憶の伝 承 の領域 がイ デオ

ロギ ー作 用 で はな く、伝 承の性 質が 空 間の性質 とどの ような関係 にあ るのか とい う問題領

域 になるか らで ある。 いいか え るな らば、記憶 の伝承 の イデオ ロギー性 は一 つの空 聞編成

の も とで生 じてい る と考 えられ るのであ る。

内 田 は、先 に示 した よ うに記憶 の政 治性 を暴 露す る研 究 に異 を唱 えた上 で、 「記憶 の具

体 的形 態 を支 え てい る技 術 的 な諸 関係 や メデ ィアの 形式 に 目を転 じるべ き」(内田、2002:

53)と い う。そ して、 「記憶 が いか なる社会 的 な 〈場 〉と相 関 してお り、 その なかで 諸 々の

政 治的投 機や 読解 がいか に して可能性 を宿 しうる ように なるのか 、そ の ことを問 わねば な

らない」とす る。彼 は この よう な前 提 に もとづ き、 唱歌 『故 郷』の分析 を用 いて お こな っ
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て いる。

内田 は、一般 にい われ てい るよ うに 『故郷』は 「大衆 を社会 に 向けて動 員す る歌 曲」とみ

な して い ない。 それ は、 この歌 は 「「故郷 」へ の美 しい憧憬 」の裏 に、 「「故郷 」か ら逃 げ て

きた り、 「故郷 」か ら追い 出 された りした人 た ちが た くさん存在 してい た」事実 に ある。 こ

の 歌 に対 す る ロマ ンテ ィズ ム と同時 に リア リズム とルサ ンチマ ンを見 出す ので あ る。 こ

の ような矛盾 こそ が、記 憶 の 「奥行 き」を生 み出 して い る。 そ して、 『故郷』の歌 詞か らは

「どこか消極 的 な色 調」が読 み取 れ、 「もっぱ ら遠い 「過去 の追憶 」に志 向 してお り、 子 ど

も時代 の友人 や、父 や母 の消 息 や、故郷 の風 景 の記 憶 を、一 人孤独 な思 いで 、あ て もな く

表象 す るこ とに」主題 を見 出す(内 田、2002:59-61)。

この ような 『故郷 』の分析 か ら彼 は、 歌が 「実 際 につ く りあ げて い るイ メー ジの特 異性

や、 そ のイ メー ジの主体 、 そ して その イ メー ジの 領域 と相 関 す る社 会 的 な 〈場 〉は どの よ

うな もの だっ たか を考 え」な くては な らな い とい う。 この社会 的 な く場〉とは 「人 び とが 自

分 を取 り巻 く環境 世界 の あ りよう を知覚 し、理解 し、 了解 す る と きに用 いて いる文化 的 な

資源 な い し技 術 論か ら構 成 され る」(内田、2002;61)。

そ して、 内 田は 『故 郷』が うた われ た時代 の 交通 や メデ ィア ・テ クノ ロジー に分析 の 焦

点 を移 して い く。 つ ま り、 これ らの技 術 が 当時 の社 会 的 な 〈場 〉を支 えてい た ので あ る。

そ うす る と、 当時 は鉄 道網 の延伸 や西 洋式劇 場 、デパ ー トな ど 「都市 生活 を中心 に して 西

欧 的 ・近 代的 な論理 感覚 を もった要素 が普 及」し、「パ ノ ラマ的 な知覚 の形態 」を もた らし

た。結 果 と して、 「幻 影的 な魅 惑 を もつ と同時 に、 その手 触 りは抽 象 的 と しか いい ようの

ない トポス=場 」が 到来 した のであ る(内 田、2002:65)。

この ような社 会 的な 〈場 〉の中でつ くられ、 うた われた唱 歌 『故 郷』に も当時の社 会 的な

〈場 〉の特徴 が反 映 して い る。 そ れは 「匿名性 」「無時 問性 」「概 念化 」であ る。つ ま り、「具

体 的 な地域性 か らの遊 離 、そ して 眼前 の現在 性 か らの遊 離 とい う二つ の要 因 と相 関 して、

『故 郷』の風 景 はい ち じる し く 「概 念化 」してい る」の であ る。

『故郷 』が示 してい るの は、 国民 国家 とい う枠 には 閉 じこめ る こ との で きない抽象 的 な

空 間で あ る。そ れ は 「新 しい テ クノロジー や メデ ィア に媒 介 され、政 治 的国境 を超 え て広

が りうる社 会性 の次元 に その抽象 性 ・匿名性 は出現 して い る」こと を意味 してい る。 す な

わち、 『故 郷』は立 身出世 を奨励 し、 国民 を動員す るので はな く、 「「抽象 的 な社 会空 間」が

歴 史的 に立 ち現 れ た こと」を示 して い るの であ る(内 田、2002:74)。

この ような内田 の議論 を参考 にす るな らば、記 憶 につい て、次 の よ うな こ とが いえ るの
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で は ない だ ろ うか。す なわ ち、記 憶 は空 間 的位 相 を もってお り、 そ の空 間性 はテ クノ ロ

ジーや メデ ィアに よって特徴 づ け られ る、 と。 テク ノロジー やメ デ ィアは今 まで存在 して

い なか った、存 在 してい た として も明示 化 され えなか った もの を もた らす 。そ の ようなテ

クノロ ジーや メデ ィアに よって空 間性 が変 わる とい うこ とは、特 定 の空 間編 成 がそ の外 部

空 間 との 関係 におい て変容 す る とい うこ とを意味 して いる。先 述 の場 所/フ ロー とい う空

間編 成の分析 は、あ る一つ の空 間内部 の規範 の静 的な変容 を描 い てい る。 それ ゆ え、 この

概 念 セ ッ トは 固定化 され た空間 であ る博 物館 にお ける記憶 の伝承 に関す る分析 に は一 定の

有効性 を持 っ ていた。 しか し、博物 館 とそ れをめ ぐる空 間の 関係 にまで記憶 の伝 承 の分 析

を広 げた場合 、 違 う概念 が 必要 とな るであ ろ う。 この よ うな空 間編成 を内/外 か ら考 え る

場合 、重要 な概念 が 「境 界」であ る。

境 界 は一 般 に、内 と外 、 聖 と俗 、正 と反 とい った二項対 立 的な空 間 を生 み だす 、排他 的

な もの と して捉 え られる。 そ してその場合 、境 界 が もた らす作用 は、 内部領 域 の斉一性 の

保持 であ る。 しか しなが ら、境 界 は この ような強 固な排 除 をもっ ぱ らお こな う もの だけ と

い える だろ うか。原 による と、境界 は 「さまざ まな出入 力 を制御 し、場 合 に よって は、 出

入力 とな る作 用 因子 を変 容 させ る はた らきを持つ 生 きた」もの であ る(原 、1987)。 つ ま

り、境 界 は単 に領域 を明確 にす るため に、排 除や 内部的斉 一性 を保持 す る作 用 を持つ だ け

で はな く、外 部 か ら進入 して くる もの を変換 し、 内部秩序 に適合 的 な ものに変化 す る機 能

も持 って いる。 それ ゆえ、境 界 に よって空 間内の性 質 も決 定 され るので ある。

では、境界 は どの ようにその機 能 を果 た してい るの だろ うか。原 に よる と、境 界 は三 つ

の位相 を持 っ てい る とされ る。 その三 つの境界 の祖 型 はそれ ぞれ建物 の壁 ・床 ・屋 根 に求

め られ る。彼 はそれ らを 「エ ンクロー ジ ャー」「フロア」「ルー フ」と呼 ぶ。

まず、 私 たちが 一般 に境 界 か ら想 起 され る作用 を持 つ の は、 エ ンクロー ジ ャーで ある。

この境 界 は、隣…接 す る領 域 間 を断絶 させ る はた らき を持つ 。 この断絶 によって その領域 は

あ る意味 を獲 得 す る。 さらに、エ ンクロー ジ ャー は、そ の領域 の内部秩 序 を維持 し、外 部
しきい

か ら不都 合 な情報 の進 入 を制御 す る装置 と して の 「閾 」を形 成す るこ と もあ る。 この よ う

なエ ンクロー ジャー に よって成立す る空 間 の特 質 は、「容 器性」で あ り、エ ンクロー ジ ャー

に よって、 その 空間 はほか の空 間 とは区別 され るとい う意 味 で 「個体化 」され る。そ して、

このエ ンクロー ジ ャーに よって成立 す る空 間編 成 は、均質 性 であ る。 先 の議 論 でい うな ら

ば、 国民 国家 とい う空 間の境界=国 境 がそれ に当 たる。

で は、次 に 「フロ ア」や 「ルー フ」とは どの ような境 界 なの であ ろうか。 まず、 フロア に
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つい てみて み よう。空 間は単 な る器 で はな く、社 会諸 関係 を生 産 し、 再生産 す る。 フロア

は まさに この社会 諸関係 を生 み.だす 空 間を形づ くる。 い いか えるな らば、 出来事 が生起 す

る空 間なの であ る。 また、そ の出来 事 に よっ て意味づ け られ る空 間 で もあ る。 出来事が 領

域 を形 成す るため に、 この フロア とい う境 界 にはエ ンクロー ジ ャーが持 ってい た明確 さは

ない。 なぜ な らば、出来 事が 領域 の形成 因 と しての影 響力 を どこ までお よぼすか とい うこ

とを客 観的 に と らえ るこ とはで きないか らで ある。具体 的 に は、屋 外 での コ ンサ ー トを想

定 して み る とよ くわか る。屋外 で の コンサー トは、 そ こはコ ンサー トを行 ってい る空 間で

ある とい う領 域性 はあ るのだ が、 その領域 は明確 に仕切 るこ とがで きない。 その よ うな境

界 が フロ アであ る。 そ して、 ルー フを最 も的確 に表 して いる建物 は、 わず かな柱 で屋根 を

支 え てい る 「あず まや」で ある。 この ような建 築物 は、 そ の下の 領域 を指 定 して お り、 そ

の ような意味 にお いて フロ ア とつ なが ってい く。 しか し、 同時 に、 この建物 は空 間 を象徴

す る はた ら きがあ る。つ ま り、エ ンク ロー ジャー と同様 に、そ の領域 に明確 な意 味 を付与

す る作用 もある。 この境 界 に よっ て特 徴づ け られ る空 間 は、ル ー フにはエ ンクロー ジャー

とフ ロアの性 質が 同居 してい る とい うよ りは む しろ、 この二つ の境 界概 念 を結合 させ る性

質 を持 って いる とい える。 ルー フはあ る出来事 が生起 す る領域 であ る と同 時にそ の空 間を

意 味あ る空 間 と して切 り取 ってい るので ある。 そ して、 このル ー フは集団 での 同意や価値

とい う もの に よって規定 され る。

ふた たび、 記憶 の空 間的性 質に戻 って みる。 先 に記憶 は場 の空 間 に依 拠 してい る と述べ

た。 この場 の空間 が示す境 界 とは ルー フ とい うこ とがで きる。 エ ンクロー ジ ャー は、 内部
しきい

秩 序 を維持 し、外 部 か ら不 都 合 な情報 の進 入 を制御 す る装置 と して の 「閾」をつ くる傾 向

が あ る。 そ れは、場 の空 間が有 す る意味 の多様性 を抑圧 す る もので ある。一 方、場 の空 間

はフ ロアの よ うに開放性 があ るわ けで はない。 その空 間 におけ るルー ル を多少 で も承認 で

きる他者 以外 はそ の空 間の メ ンバ ーに なる こ とは困 難な のであ る。そ の よ うな意 味で、 エ

ンク ロー ジャー とフ ロア、両方 の性 質 を併 せ持 った ルー フは、場 の空 間 を形づ くってい く。

次 に、境 界 の差異 か ら記憶 の空 間的性 質 を具体 的 にみ てい きたい。
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3戦 争と地震の博物館にみる記憶の空間的性質 二つの事例から

3-1瀋 陽 ・「九 ・一 八 」歴 史博 物 館

「"9.18"歴史博 物館 は、瀋 陽市 大東 区望花 南街 に位 置 し、"9.18"事 変 の60周 年 の際 に建

て られた。 そ の後 、1997年 に増 築 を開始 し、99年9月18日 、 正式 にオ ー プ ンした。本 館

に掲 げ られて い る館 名 は江 沢民 総書 記 が書 きつ け た もの であ る。敷 地面 積3100平 方 メ ー

トル、建 築 面積12600平 方 メ ー トル、展 覧 面積9180平 方 メ ー トル に も及 ぶ 広 大 な敷地 内

には、本 館、"9.18"事 変残歴碑 、 警示鐘 亭、 勝利 記念碑 な どが建 て られ てい る。 本館 内 に

は、貴重 な歴 史 的写真 約800点 、文 物 ・資料 約500点 が展示 されて お り、か つて東 北 人民

が 無残 に 日本 軍 国主 義 に侵 略 され た後 も、奮 い立 って 反抗 を続 け、勝 利 を収 め た とい う

歴 史絵巻 を物語 っ てい る。 明確 な主題 に基づ い た斬新、且 つ 豊か な展 示 内容 は、教育性 と

鑑 賞性 を一体 化 し、 同 時 に音声 に よる ブー ス別 解 説、 電子 閲覧 室 、マ ルチ メデ ィア コ ン

ピュー ター システ ム及び イ ンターネ ッ トシステ ムを用 いて、 大規模 な現代 的愛 国主義教 育

を呼び かけ、 また 国防教育 基地 の一つ に なって いる」(博:物館案 内板 よ り)。

この施 設 には、[写 真1]の よ うな 「9.18忘れる こ となか れ」とい う当時 の総 書記 江沢 民

に よる書(の 碑)が 、 目立 つ よ うに掲 げ られ てい る。 まさに記憶 を政治 的 に利 用 しよ うと

す る典型 的 な例 であ る。 あるい は、 「正 統 な」歴史博 物館 で ある とい うこ とがで きる。

内 田が お こな った分 析 を参 考 に、 この フ レー ズ を手 がか りに この歴 史博 物館 が もつ 空

間的性 質 を考 えて み よ う。 これ は 中 日開戦 の きっか け を作 った廬 溝橋 事 件 か ら60年 目の

1997年 につ くられた。 とい う こ とは、 中国 国内 の状 況 か ら見 る と、GDPが 前 年比 約10%

増 とな ってお り、経 済成長 を続 けて いる時代 で ある。 おそ ら くこの博 物館 を訪 れ る人び と

の多 くが その経 済成 長の影響 を受 け てい る。

社 会主 義的 な政治体 制 の下で経 済的 に は資本 主 義が広 が りつつ ある こ とで、 国家 は非 常

に閉 じられ た記憶 の空 間 を必 要 と した ので は ない か。 なぜ な らば、資 本主 義 的経 済 は国

家 を こえ うる空 間 を創 出 しうるか ら、 国家 に は国民(人 民)を 国家 につ な ぐ、エ ンクロー

ジ ャーで特 徴づ け られる空 間が不 可欠 だ ったので あ る。

「9.18」が充 溢 してい る この 空 間 は、 最後 に 「忘 れ る な」とい う明示 的 な命令 に よって、

なおそ の閉鎖性 を高 める。 この言 葉 は多 くの人 に開か れてい る とい うよ りは む しろ、 資本
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[写 真1]

主義 経済 の進展 に よ り抽象化 してい く空 間 にあ らか うよ うに、 具体性 を帯 び させ よう とし

て、 閉 じてい ってい る ようにみ える。そ れゆ え、か えっ て博 物館 か めざ してい た記 憶 の可

能性 を掘 り崩 して しまって いる。

この ようなエ ンク ロー ジャー による記憶 の空 間 におい て、生 じる対話 は結 局の ところ上

意下達 に なって しま う。 いみ し くもこの言 葉の書 名 か らわか るよ うに、 とて も硬直 的 な も

のであ る。

3-2台 湾 ・921地 震 教 育 園 区

この 施設 は、1999年9月21日 に発生 した台湾 大地震 の被 災 地 に建 て られ た ものであ る。

その 施設 の ホームペ ー ジに は次の ような 目標 が書 かれ てい る。 目標 は、(1)地 球科 学 と地

震の 知識 を普 及 させ る、(2)地 震 の 共同記 憶 を保存 す る、(3)国 民の 防災救 援 の意 識 を喚

起 す る、(4)地 震研 究 の推進 の助 け となる、 の四つ であ る。

私 た ち は、2004年9月21日 に この地 震 園 区に おい てお こな われ た 開館 セ レモ ニー に参
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加 した。 そ こで 一番驚 か されたの は、死者 の 弔いの場 で はな く、 開館 の祝い の機会 だ った

こ とであ る。[写 真2]の よ うに 当時は、獅 子 も舞 った。

[写真2]

こ こで 私た ちか 目の当 た りに したの は、 イベ ン トとなった記憶 で あ る。 イヘ ン トか行 わ

れ る ことに よって記 隠か形 成 される とい うこ とは、 この空間 を境 界つ け てい るのは、 フ ロ

アであ ろ う。 フ ロアは出来事 が生 起 し、そ の出来事 に よって意 味づ け られる空 間で ある。

したか って、 この施 設 にお ける記憶 は、 その たひ こ とに起 きる イベ ン トに よって特徴 づ

け られ る可 能性 か あ る。 今 回 は、「獅 子 舞」で ある。記 憶 は悲 しみか ら、新 しい記 憶 に向

けての希 望 にす り替 え られてい る。

フロアの空 間に支 え られた記 憶 は、誰 で もメ ンバ ー とな るこ とが で きる。 したか って、

広 か りを もつ こ とが可 能 であ る。 それ ゆ え、 記憶 の伝 播 が伝承 に とって必要 な条件 だ とす

るな らば、そ の よ うな空 間 内で は記 憶 が伝 承 され る契 機 が あ る。 しか し、 フ ロアの空 間

は、 イベ ン トとい う一過性 の ものに よって成 立す る ものであ るか ら、持続性 に乏 しい。 移

ろいや す いので あ る。 したか って、 そ こで生 じる対話 は一 つ の イシ ュー に対 して行 われ、
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その イ シュー に対 して参 入離脱 が基本 的 にあ らゆ る参加 者 に開か れて い るとい う意 味で水

平 的 であ る。 だが、 対話 を規定 す る規 範 は厳 密 では ないの で、必 ず し も対 話 が成立 する と

は限 らない。

むすびにかえて

以上 の よ うに、災厄 の 記憶 を保存 してい る空 間=博 物館 を、 空 間論 的 に考 察 して みた。

二 つ の空 間 は対 照 的な空 間編成 をしてい た。そ れゆ え、 この二つ の施設 で はそれぞ れ違 っ

た公 共性 が生 じるもの と考 え られる。 エ ンク ロー ジ ャーにお いて は、上 意下達 に特徴 づ け

られ る硬 直 的 な公 共性 で あ る。 ここ にお い て対話 の話 題 は、一 義的 に しか決 め られ ない。

そ れ ゆえ、記憶 の伝承 とい う側 面にお いて、 濃密 では あるが単 一 的な意 味が伝 え られる可

能性 が高 まる。 だが、 少数 のメ ンバー しか対 象 にな らない。

一方、 フロア にお いて は、 メ ンバ ーの個 々の利 害関心 に よって公 的 な もの と私的 な もの

との関係 が取 り結ば れる。 それ ゆえ、伝承 におい て不 確 定性 が増 大 す るが 、多様性 が あ る

意味 が記憶 と して伝 え られ る可能性 が増 え る。そ して メ ンバ ー も多様 に なる。

災 厄の記 憶 は社 会的 影響力 やそ こ に関わ る人々や集 団 ・組織 の 「運 命」を左 右す る ゆえ、

解放 の政 治 的 な性 質 を帯 びて い る と考 え られや す い。 しか し、 それ を支 える空 間 的性 質

を み るな らば、 単 に政治 性 だ けで は片 づ け られ ない さ ま ざまな 問題 が 明 らか にな るの で

あ る。

匚せ きよ しひろ ・大阪大学 コ ミュニケー ションデザ イ ン ・セ ンター助手]
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災害 における 「記憶 」と 「対話」

モノとの関係をめぐって

加藤謙介

はじめに

本 グルー プでは これ まで、災厄 をめ ぐる 「記憶」と 「対 話」の関係 につ いて検討 を重 ねて

きた。本稿 で は、 これ までの議論 を引 き継 ぎ、災 害場面 にお ける 「記憶 」と 「対話 」につい

て検 討 を行 う。 第1節 で は、 言説 を通 して社 会 的に構 成 され る 「記 憶 」とモ ノ との関係 に

つ いて、 理論 的背景 とと もに、災 害 とモ ノ との関係 に 関す る事例 を紹 介 し、本稿 の視点 を

整理 す る。 第2節 で は、台 湾集 集大 地震 ・新潟 県 中越 地震 の2つ の災 害 を事例 と し、筆 者

が訪 れ た2つ の場 面 にお けるモ ノ と 「記憶 」の関係 につい て記述 す る。 第3節 で は、 日常 的

なモノが 「記憶」に及 ぼす意 義 につ い て考察 を試み る。

1.問 題 「記 憶 」 と 「対 話 」一 モ ノ との 関係 か ら一

1-1.「 記 憶 」 と 「対 話 」

記 憶 につい ては、心理 学 をは じめ様 々な分野 において研 究 の蓄 積が 進め られて い る。 一

般 的 に、 心理 学で は記憶 につ いて、 「過去 経験 を保 持 し、後 にそ れ を再 現 して利用 す る機

能 で、符 号化(記 銘)、 貯蔵(保 持)、 検 索(想 起)の3段 階 か らな る」(中島他 、1999)と さ

れ てい る。 つ ま り、個 人的 に貯 蔵 され、検 索 ・再生 され る もの として捉 え られて い る。

しか し、 記憶 につい て は、 これ とは異 な る観 点 か ら様 々 な研究 の蓄積 が 進 め られて い

る。 例 えば、 記憶 を、 個 人の脳 内 に おけ る検索 と再生 で はな く、 「想 起 」とい う活動 にお

い て、発 話 を通 して構 成 され る もの と捉 える議論 が あ る(例 え ば、松 島、2002)。 この視

点で は、記憶 の言 語構成 的側 面が強 調 されて いる。 また、 記憶が 集団 にお いて蓄積 され る
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との議 論 があ る(例 え ば、Halbwachs、1950)。 これ ら集合 的記憶 論 では、 記憶 と集合 体 と

の関連 が論 じられ てい る。

この ように、記憶 につ い ては、個 人的側 面 に対 して、言 説構成 的 ・集合 的側 面 を強調 し

た議 論が あ る。筆 者 らのグ ルー プは、 「記憶 」の言 説 的 ・集 合 的側 面 に焦点 を当 て、検 討

を進 め て きた。 そ の成 果の 一部 は、本COEプ ログ ラム2002年 度 ・2003年 度報 告書 内 に論

文 と して収 め られ てい る。 また 、上記 の諸 研 究の 動向 につ い ては、渥 美(2003)等 で詳細

に論 じられ てい る。

これ らの議 論 を踏 まえる と、記憶 は、 人 々 と様 々な集合 体 との関係 や交 わ り、 それ に よ

る集 合体 の全 体 的性 質(集 合性:杉 万 、2001)の 変 容 と密 接 な関 連 が あ るこ とが分 か る。

本 稿 で は、 集合性 同士 の 出会 い を通 して新 た な集合 的行 動 ・コミュニ ケー シ ョンが生成 ・

維 持 ・変容 ・消去 され る過 程 を 「対話 」、 そ して、 その 「対 話」を通 して集合 的 に構 成 され

た記憶 を、 「記憶」と表 記す る。

筆者 自身 は、災 害 をめ ぐる 「記憶 」が集 合 的な 「想起 」とい う活動 を通 してそ の都 度構 成

され て い く事例 を検討 し、 「対話 の場 」の問題 につ い て展望 を述 べ た(加 藤、2003)。 本稿

で も、 これ まで の議論 を引 き継 ぎ、災害 をめ ぐる 「記憶」と 「対 話」の関係 につ いて検 討 を

行 う。

1-2.モ ノ と 「記 憶 」

とこ ろで 、 この ような 「記憶 」は、言説 によっ て無 制 限に生成 される もので はない。 「記

憶 」をめ ぐる集合 的 行動 ・コ ミュ ニケ ー シ ョンにお い て は、 あ る種 の制 約 条件 と しての

「物 的環 境」(楽学舎 、2000)と 「記憶 」との かか わ りが 重要 とな って くる。 モ ノ と 「記憶 」

の関係 につ い ては、Radley(1990)の 議論 が示 唆 に富 んでい る。 こ こで は、矢 守(2003)に

よる解 題 も参考 に しつ つ、 モ ノと 「記憶 」の 関係 につ い て整理 を行 う。

Radleyは 、想起 や記憶 につ い て、そ れ を言語 や言 語的 交通 に還元 して しまう と、記憶 と

モ ノに関す る興 味深 い問題 を看過 して しまう と指摘 してい る。 モ ノは、人 間の記 憶や 活動

と と もに1つ の システ ム体 を形 成 してお り、 人 とモ ノ との 関係 が 、 〈記 憶 システ ム〉とで

も呼 び うる総体 と して 、そ の システ ム全体 に記憶 され る。Radleyは 、 記憶 や 想起 は、 〈記

憶 シス テム〉の機 能 であ る と論 じてい る。 なお、 この 〈記 憶 システ ム〉におけ るモ ノ と(狭

義)の 記憶 との関係 は、 意図 的 な もの と、非 意 図的 な もの が存在 す る。モ ノは、 人 々の記

100 1鱸 製 ξ葛訟霽 羅織 機撮 ㌃i窰i婁銭 緩奪3曾鴛c舅 《αi》i蜜i融零20ζ 矯 囎 尋蕚葬



憶 と想 起 を助 け る実 体 的記録(tangiblerecord)で はあ るが、意 図 的に設 定 され る ような墓

石 や銘板 に加 え、後 年 にな って保全 が図 られ る歴 史的 遺物 の ような もの も存在 す る。

〈記 憶 シス テム〉は、 集合体 にお け る人 とモ ノ との関係 に規定 され る。 つ ま り、集合 体

の特 性 に応 じた集合 的記 憶が 、そ れぞ れ異 な る物 的環境 と結 びつ い て1つ の 〈記 憶 シス テ

ム〉を形 成 し、個 々の集 合体 に存在 してい る。 モノ は、内 的な記 憶 を誘発 す る外 的 な実在

の ように見 えるが、 それ はモ ノにつ いての 一面 的な見 方で しか ない。モ ノ は、 それ を対象

とした現 時点 にお ける会 話(discourse)に よ って意 味が 付与 され る。 また、 モ ノは、 物 的

環 境 の一斑 とな って ネ ッ トワー ク を形 成 し、文化 ・歴史 と一体 化 して存 在 してい る。 〈記

憶 シス テム〉の働 きに よる想 起 は、単 にモ ノ に よっ て喚起 され るの で はな く、 モ ノの世界

が どの ように秩 序付 け られて いるか に依 存 す る。 つ ま り、集合 的行 動が展 開 され るモ ノの

世 界 は、常 に特 定 の文 化 ・価 値 を懐 胎 してい る と言 え る。 人 々 は、 〈記憶 シス テム〉の 中

で生 き、「常 に、 モ ノやそ れが 置か れ た コンテキ ス トをre一丘ame(再 定義)し 、re-order(再

整序)し 続 け る」(矢守 、2003,p5)。

モ ノは、そ の相 対 的 な永続 性 に よって、 意図 的 ・非意 図的 に、 それが かつ て埋 め込 まれ

て い た 〈記憶 システ ム〉を維 持 ・再興 発す る可能性 を有 して いる。 しか し、 モ ノが常 に 同

じ 「記憶 」を喚起 し続 け る ことは あ り得 な い。モ ノ は、特定 の意 味 内容 を懐胎 させ よ うと

す る意 図性 と、 別様 に も解釈 され うる とい う非 意 図性 との バ ラ ンス の 中で、 「記憶 」との

関係 を結 ぶ こ と となる。 こ う した モ ノ と 「記憶 」の 関係 は、記念 碑 やモ ニ ュメ ン トの よ う

な公 共の モ ノにおい て、 よ り先鋭化 して表 れる、 とRadleyは 論 じてい る。

以上 の よ うに、 「記憶 」は、「対 話 」に よって無 制限 に生成 され るので は な く、 モノ の世

界 との 関係 を含 めた 〈記憶 シス テム〉の 中で構 築 され てい くと考 え られ る。災 害 をめ ぐる

「記憶 」と 「対 話」につ いて考 え る際、 「モ ノ」の意義 につ いて注 目をす る必要 が ある と言 え

るだろ う。

1-3.災 害 をめ ぐるモ ノ と 「記憶 」 「震 災 モ ニ ュメ ン ト」

災 害 の 「記 憶 」に関 して も、 モノが 重要 な役 割 を果 たす こ とは多 い。本 節 で は、阪神 ・

淡路 大震 災 の被 災地 内外 にあ る 「震 災モ ニ ュメ ン ト」、 及 び、 それ を め ぐる活動 につ いて

取 り上 げ、 災害 をめ ぐるモ ノ と 「記憶」につ いての論 点 を整理す る。

阪神 ・淡路 大震 災 の被 災地 で は、 発災 以 降、 各地 に様 々な慰霊 碑 ・追悼碑 などが建立 さ
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れ てい る。1998年 頃か ら、 被災 者 や市 民の 有志 が、 そ れ ら記 念物 を 「震 災モ ニ ュメ ン ト」

として取 りま とめ る よう にな り、1999年 に、 その一 覧が 「マ ップ」と して整 理 された。

「震 災 モニ ュ メ ン ト」につ い て、 そ のマ ップ化 の 中心 的役 割 を果 た したNPO法 人 「1.17

希 望 の灯 り」では、 次の ように定義 を して い る[・1]。「そ のモニ ュ メ ン トを通 じて、 震災 を

語 り継 こう とい う意思 を表明 した もの。具 体 的 には、1.パ ブ リ ックス ペー ス(例 えば公 園、

学 校、 道路)に あ るか、 プ ライベ ー トスペ ース(例 えば寺 、神社 、墓 地 、個 人宅)に あっ

て も一 般の 人が見 た り、参 った りで きる よ うになっ てい るこ と、2.そ の形 を問 わない。 立

体 的 で あっ て も平 面 的 であ って も植物 であ って も構 わ ない、3.「震 災 を語 り継 ぐ意 思」を

そのモ ニュ メ ン ト上 か、 近接 した説 明板 な どで説明 して あ るこ と。 それが ない場 合で も震

災 を語 り継 こ う とい う意思 を受 け止 め るこ とがで きる こ とが 望 ま しい」。 これ ら 「震 災 モ

ニ ュメ ン ト」は、2004年12月 時 点で、 被災 地 内外 で236箇 所 に上 ってい る(NPO法 人阪神

淡 路大震 災1.17希 望 の灯 り ・毎 日新 聞震 災取材 班、2004)。

「震 災モ ニュ メ ン ト」につ いて は、今 井(2001、2005)の 論考 が興 味深 い。 今井 は、被 災

地 にあ る 「震災 モ ニ ュメ ン ト」を訪 れ、そ れぞ れ のモ ニュ メ ン トの 内容 に即 して、 そ れが

「対 面 的な生」「対 面的 な死 」「非対 面 的 な生 」「非対 面 的な死」の4つ に分 類で きる と述べ てい

る(今 井、2001)。 また、モ ニ ュ メ ン トの設 立者 につ い て も調査 を行 い、各 々の設 立組 織

(すなわ ち、 モニ ュ メ ン トの設 立 を志 向す る集 合体)に よ って、 モニ ュ メ ン トの 内容 や 意

味づ けが異 な るこ とを論 じてい る。

これ らの分 類 に基 づ き、今 井 は、 各 々のモ ニ ュメ ン トが想定 す る共 同体 の特徴 につ いて

論 を進 めて い る。 例 えば、主 に地域 組織 が設立 したモニ ュ メ ン トには、犠牲 者 の名簿 とと

もにご く簡 単 な言 葉(「やす らか に」な ど)が 添 え られ て いる ものが 多 い。 この よ うな 「対

面的 な死」を訴 え るモニ ュメ ン トは、身近 な人 の死 に対 す る追憶 の秩序 によっ て保 た れ る

共 同性 が措 定 されて い る としてい る。一 方、 公 的 な機 関 が設 置 したモ ニ ュメ ン トは、 「わ

た したち」とい う文言 に始 まる ような言葉 が添 え られ てい る ことが多 い。 こ う したモ ニュ

メ ン トは 「非 対 面 的 な生 」を訴 え てい る。 そ して、 これ らのモ ノ は、 「震 災 を経 験 して、

『特 別 な生』を生 きて いるわ た したち」の共同体 を措 定 し、 それ に よって過去 と現 在 を保 障

し、震 災 を 「忘 れない」とい う未来 を志 向 してい る とされる。

この よ うに、 ひ と くち に 「震 災モ ニ ュメ ン ト」と言 って も、そ の設 立組 織 や内容 に よっ

1 NPO法 人 「1.17希 望 の 灯 り」ウ ェ ブサ イ トよ り。http:〃wwwl.plala.oLjp/monument/kari-1,htm#定 義
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て、想 定す る共 同体 、す なわ ち、「記 憶」の構 築 を志 向す る集合 体 が異 な るこ とが分 か る。

さ らに重 要 なの は、 そ う した モ ノをめ ぐ り、 人 々が どの よ うな 「対話 」を行 うか、 とい う

ことであ る。

こ う した、 「体 面 的な 関係 の 中で、 つ なが りをつ く りあ げて い こ う とす る営 み」(今井 、

2005,p.158)が 、「震災 モ ニ ュメ ン ト」を巡 り歩 く 「震 災モ ニ ュメ ン ト交流 ウ ォー ク」で あ

る。1999年 以 降、 「震災 モ ニ ュメ ン トマ ップ」を もと に、 被災 者 らが モニ ュ メ ン トを訪 れ

る 「震 災 モニ ュメ ン ト交 流 ウ ォー ク」が始 め られ た。2006年9月 現在 で、35回 実 施 され て

い る[*2]。この活動 で は、被 災者 が案 内役 を務 め、地 区 を変 え なが ら数箇所 のモ ニュ メ ン

トを歩 い て訪問す るの が通例 であ る。被 災者 は、モ ニ ュメ ン トを訪 れて 自身の被 災状況 を

話す とともに、 そのモ ニ ュメ ン ト設 立の経 緯 を参加者 に説 明す る。そ の中 で、遺族 、一 般

参加 者が 相互 に交 流 を 図っ てい る。 ウ ォー クの参 加者 らは、 「同 じ立場(被 災者 、遺 族)」

の人 と出会 えた こ との意 義 を強調 してい る(矢 守 、2001)。

「震 災モ ニ ュメ ン ト」、及 び 厂震 災 モニ ュ メン ト交流 ウォー ク」は、災害 をめ ぐる 「記憶 」

と 「対話 」につ い て様 々 な示 唆 に富 ん で い る。 ここ で は、 矢 守(2001、2003)を 参 考 に、

その特徴 を2点 整理 す る。

第1に 、 災害 を記 録 ・記念 す る様 々な 「モ ノ」の特 徴 が挙 げ られ る。災 害 の記 録 ・記念

と して のモ ノ は、常 に、 当該災 害 、 さ らに それ を超 えて災 害 一 般 を指 し示 す よ うな 「類

型 化」と、 災害 に遭 った個 々 の被災 者 の 「固有名 」との 対立 ・相 補 関係 の只 中 にあ る。先

に述べ た震 災 モニ ュメ ン トで も、 「対 面 的 な死」を訴 え る 「固有 名」を明示 した記 録(例 え

ば、個 々の犠 牲者 の名 前 を刻 んだ銘 板 な ど)で あ って も、 そ こ には常 に、 「類 型化 」され

た災害 の記 録 と して のモ ニ ュメ ン トとい う意味 が立 ち現 れ て くる。 「類 型 化」された記 録

ももちろん必 要で あるが、被 災 者個 々人 に寄 り添 う視 点 を取 りた いな らば、モ ノ に込 め ら

れ た 「固有 名」に積極 的 な意味 を付 与 して い くこ とが求 め られる。 「震 災 モニ ュメ ン ト交流

ウ ォー ク」で は、「類型 化 」されが ちな モ ノか ら 「固有 名」を引 き出す 様 々 な例が報 告 され

てい る(例 えば、矢守 、2003)。

第2に 、モ ノ を介 した 「対 話」の重要性 であ る。 「震災 モニ ュメ ン ト交流 ウ ォー ク」では、

い くつか のモ ニュ メ ン トを含 むルー トを参加者 が歩 くのが通例 で ある。 ウ ォークの ルー ト

は必然 的に被災 地 であ るため、 参加者 は、発 災 当初 に被 災者 らが歩 い たであ ろ うそ の道 を

2 NPO法 人 「1.17希 望 の灯 り」ウェ ブ サ イ トよ り。http:〃117kibou.cocolog-nifヒy.com/blog/
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歩 き、 被 災経 験 の一 部 を、 言 わ ば追体 験 す る こ とに な る。 そ の後 、モ ニ ュ メ ン トの前 で

行 われ る被災 者か らの解 説で 、参加 者 らは、 このモ ニ ュメ ン トに どの ような意味 があ るの

か 、 また、 このモ ニ ュメ ン トが立つ被 災地 で何 があ ったの か を知 るこ とにな る。被 災者 ら

は時 に、 モニ ュメ ン トに刻 まれた 「固 有名 」を指 摘 し、 それ を引 き出 す よ うな試 み を行 う

こ と もあ る。 モノ をめ ぐって被災 地 を歩 くこ と、 そ して、被 災者 自身 と 「対話 」を行 う こ

と。 これ らを通 して、参加 者 らは、「この震 災 で被害 にあ ったの は 自分 だっ たか もしれ な

い」との偶有性 が喚起 され るこ ととな る(矢 守 、2001)。 そ して 、 この感覚 こそが 、「対話 」

を通 して 「記憶 」を構 成 す るための重 要 な契機 とな りうる。

この ように、災 害 をめ ぐる 「記憶 」と 「対話」に関 して、 モ ノが果 たす役割 は大 きい。 災

害 に関 わ るモ ノは、 「記 憶」を構成 す る 「対 話」を妨 げ る制 約条 件 にな るだ けで はない。 む

しろ、 あ る特 定 の 「記 憶 」を喚 起 す る ため の 道具 と して の意 義 が 強 くあ る と言 える。 そ

して、 モ ノを介 した 「対話 」を通 して 災害 の 「記憶 」を構 成 して い こ うとす る試み と して、

「震 災モ ニ ュメ ン ト交 流 ウ ォーク」の ような取 り組み はあ る と言 え るだろ う。

と ころ で、 こ こ で紹 介 した 「震 災 モ ニ ュ メ ン ト」は、 公 共 スペ ー ス に建 立 され た慰 霊

碑 ・記念 碑や 被災 した モ ノな ど、比 較的公 共性 の高 い記念 物が取 り上 げ られて いる。 しか

し、被災 者個 々人 に とって は、公共 性の 高い記 念物 だ けでな く、私 的なモ ノ にこそ、重 大

な意 味が 込 め られ てい るので は ない だ ろ うか。 そ こに は、記 念碑 や慰霊 碑 に現 れ が ち な

「類型化 」で は な く、「固有名」が強 く刻 まれ てい る と言 えるか らで ある。

本稿 で は、災害 をめ ぐる 「記憶 」と 「対 話」にお ける私 的 なモ ノ の持 つ意 味 につ い て、台

湾 集集 大地震 、新 潟県 中越地 震の2つ の災 害 か ら事例 を引 き、検 討 を試み た。

2.事 例 災害をめ ぐる 「記憶」と「対話」

2-1.台 湾集集大地震 桃米生態村の事例

台 湾集 集 大 地震 は、1999年9月21日 午 前1時47分 、 台湾 中部 の南投 縣 集 集鎮 付 近 を震

源 と して発生 した。地 震 の規模 を示 す マ グニチ ュー ドは7.6で あ り、 震動 に よる建 物被 害

は、南投 縣 や台 中縣 の山 間盆 地 を中心 に、全半 壊52,000棟 以上 に上 った。 また、 人的被 害

も甚 大 で あ り、1999年10月11日 に 台湾 内 政部 が発 表 した犠 牲 者数 は、 死者2,321名 、 負
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傷者8,739名 に も及 んだ(中 筋 ・塚 本 ・藤 原、2000)。

筆者 らは、2003年12月 ・2004年9月 に、被 災 地 の1つ で あ る桃 米村 に訪 問 した。 桃 米

は、集 集大 地震 の 被災 地 にお け る復興 の成功 例 と して注 目 され 、 日本 か ら も多 くの研 究

者が 調査 に赴 いて い る(例 えば、高 ・渥 美 ・加 藤 ・諏訪 ・関 ・宮 本、 印刷 中)。 筆 者 らは、

同村 にあ る震災 関連施 設 を訪 問す る と ともに、関係者 へ のイ ン タヴ ュー を実 施 した。2003

年12月 の訪 問で は、 桃米村 の震 災博 物館 で ある 「桃 米 九ニー 紀念館 」を訪 問 し、 その展 示

内容 を見 学す る とと もに、 施設 の案 内係 を務 め る 「生態 解 説員 」に、 村 の取 り組 み につ い

て 聞 き取 りを行 った。

「桃 米 九ニ ー紀 念館 」は、 震災 で被 害 を受 けた 地域 の公 民館 を改 装 し、震 災関連 の展 示

物 を公 開 して いる施設 で ある。興 味深 いの は、 この施設 の展示 物 に、村人 の私物 が多 く含

まれて い るこ とであ る。[Figure1]に 示 した よ うに、 明 らか に震災前 まで村 人が 使用 して

いた と見 られ る家具や 電化 製品が 、震 災 を記 録 したモ ノ として陳列 され てい る。 また 、 こ

れ ら展示物 の脇 に は、そ の所 有者 の顔 写真 と彼 らの ことばが合 わせ て掲示 され てお り、そ

れ らが私物 で あ るこ とを強 く示 して いる。

[FigureI]桃 米九ニー紀念館 の展示物

筆者 らは、 これ らの展 示物 の所有 者 に会 うこ とはで きなかっ たが、 それで も、顔 写真 の

つい た これ らのモ ノ には、地 震 に遭 った個 々 の被 災者 の 「固有 名」が 強 く刻 まれて い るこ

とを感 じた 。

これ らに加 えて、 同 施設 で は、豊 か な 自然環 境 や 農機 具 な ど、 村 の特 色 につ い ての展

示 もな されて い る。 「九ニ ー」と、集 集大 地震が 発 災 した 日付 が名前 に含 め られて い るが 、
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その内容 は、 単 に震 災 を回顧 的に振 り返 るだ けの もので はない。 この施 設が 、復興 まちづ

くりの 、言 わば 出発 点 として位 置づ け られてい る こ とが伺 え る。

桃 米 生態村 の復 興 過程 は、 地域住 民 が、外 部 のNPOら と協 力 しつつ 、「村 の宝 」を発見

し、そ れ を活 用 して ま ちづ く りを進 め た こ と に特 徴 が あ る(高 他 、印 刷 中)。 そ こで は、

震 災前 まで省 み られなか った、 しか し村 には存在 していた 豊か な 自然環境 が 、復興 まちづ

くりの中心 と して位 置づ け られ てい る。 この こ とは、復 興 をめ ぐる 厂対 話」の中で、 村 の

物 的環境 に新 たな意 味づ けが なされ てい った こ とを表 して いる。 つ ま り、モ ノが契機 とな

り、桃米村 をめ ぐる 「記憶 」が更 新 された と言 える だろ う。

「桃 米九 ニー 紀念 館 」で は、震 災 に 関す る個 人的 な所 有物 、即 ち、 か つて あ った 自分 た

ち の生活 の記 録 と、現 在進 め られ てい る復興 まちづ く りの 「売 り」で ある 自然環 境が 並行

して展 示 され てい る。公 的な記 念物 では ないモ ノ こそ が、被 災者 自身 に よる復 興 まちづ く

りの出発 点 と して示 され てい る ことは興味 深い。

2-2.新 潟県 中越 地 震 の 事 例

2004年10月23日17時56分 、新 潟県 中越 地方 におい てマ グニチ ュー ド6.8の 地震 が発生

した。 その後 もマ グニ チ ュー ド6ク ラスの余 震が 続 き、被 災地域 に人 的 ・物 的に大 きな被

害 を もた ら した。2005年11月30日 時点 で新潟 県 中越大 震災 災害 対策 本部 が ま とめた とこ

ろ に よる と、 人 的被 害 は死 者51名 、 重軽 傷 者4,795名 、 住家 被 害 は120,410棟 に上 って い

る[・3]。2004年11月 には、 被害 の大 きか った長 岡市 、小千 谷市 、川 口町等 で応急 仮設 住 宅

が3,223戸 着 工 され、 家 を失 った被 災者 が移 り住 む こ と となった。 被災 地 は 日本 で も有 数

の豪雪地 帯で あ り、 冬 の問の家 屋保持 も大 きな課題 とな ってい る。

被災地 で は、発災 以降 、県 の内外 か らボ ラ ンテ ィアが駆 けつ け、救援 ・復 興 に尽力 して

い る。NPO法 人 日本 災 害救援 ボ ランテ ィア ネ ッ トワー クやNPO法 人ハ ー トネ ッ トふ くし

まが 中心 となっ て設立 され た 「KOBEか ら応 援 す る会」、被 災地NGO恊 働 セ ンター等 、 阪

神 ・淡路 大震 災の被 災地 か ら も様 々な団体 ・人 が応援 に駆 けつ けた。大 阪大 学で も、人 間

科 学部 の学 生 を中心 に 『丘omHUS』 とい うボ ラ ンテ ィ アグル ープが 作 られ、2004年 よ り長

3 新 潟 県 ホ ー ムペ ー ジ:新 潟 県 中越 大震 災 に関 す る 情報 よ り。 詳 細 は、 以 下 の ウ ェ ブサ イ トで見 る こ とが で きる。

http:〃saigaLprefniigata.lp/content/lishin/higai.htmI
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岡市 の仮 設住 宅 を中心 に復 興 支援 を行 って い る[・4]。現在 は、 長 岡市 に本拠 を置 く中越復

興市 民会 議[・5]をは じめ、様 々な組織 ・人 々が、被 災 地の復 興 に 向け た各種 の取 り組 み を

進 めてい る。 中越 地震 の復興 過程 にお ける様 々 な取 り組 み、及 びその理 論 的考察 につ いて

は、本 報告書 所収 の渥美 論文 を参照 され たい。

筆者 は、2005年1月 か ら、 中越 地震 の被 災地 で活動 に関 わ るよ うになっ た。特 に、ペ ッ

ト問題 をきっか け に知 り合 った被災 者 との関係 か ら、災害 時 におけ る 「記憶 」と 「対 話」の

重要性 につ いて、 様 々な示 唆 が得 られ た匚・6]。こ こで は、新 潟 県 中越 地 震 にお け る筆 者 の

経験 を、モ ノ と 「記 憶」の関係 か ら記 述す る こ とを試 み る。

筆者 は、 この被 災者 ・Nさ ん か ら、ペ ッ トの トラ ブルにつ いて の相 談 を受 けて いた。 当

初 はまだ雪 の季節 で あっ たため、 筆者 は、長 岡市 中心部 の仮 設住宅 にて話 を聴 い た。Nさ

んか らは、 ペ ッ トの こ とだ けでな く、中越 地方 での生 活 につい て様 々な話 を伺 った。筆者

はそれらを興味深く聞いたが、まずはペットトラブルの解決が先と思い臥黝 の融物関係

の ボラ ンテ ィア らと連絡 を取 って対 応策 を協 議 し、Nさ ん に伝 えた。 しか し、筆 者 がそ れ

な りに対策 を講 じて も、Nさ ん の悩 みが 晴 れる よ うな様子 はなか った。ペ ッ トトラブルへ

の対策 に不備 は ない と信 じて いた筆者 は、 情況 が好転 しない ことに焦 りを感 じて いた。

2005年5月 に入 り、筆 者 は初 めて、 長 岡市 の 中 山間 地 にあ るNさ ん の ご 自宅 を訪 問す

る機会 を得 た。そ こで筆 者 は、Nさ んが震 災前 まで 生活 を して きた風 景 を 目の当 た りにす

る ことがで きた。Nさ んは、 この地 で数 十年 間農業 を営 んで こ られ、震災 の ため に生 活が

大 き く変 わ って しまっ た ことを嘆か れた。

その 後 も、 筆者 は折 に触 れてNさ ん の ご自宅 を訪 れた。Nさ んの ご 自宅 は いわゆ る古民

家 で あ り、筆 者 は その 囲炉裏 端や 自宅 近辺 の畑 な どでNさ ん の語 りを聴 くこ と となった。

件 の ペ ッ トに も出会 う ことが で きた。 そ こで の語 りは、震 災 の話 題 は少 な く、 この地 区

での四季 折 々の豊 かな生活 や、 そ こでのNさ ん の暮 ら しに 関す る事柄 が 中心 とな った。 ま

た、 ご 自宅で あ る古 民家 の保 存 の大変 さについ て も繰 り返 し語 られ、取 り壊 そ うか と悩 ん

でお られ る との話 も伺 った。 筆者 は、Nさ ん とと もにご 自宅 の 片付 け な どを手伝 いつ つ、

様 々 な話 を聴 いた 。 こう した や り取 りを重ね る中 で、筆者 はよ うや く、Nさ んが ペ ッ トの

4
ユ

5

6

駈omHUS』 につ い て は、 以 下 の ウ ェ ブサ イ トに活 動 が 掲 載 さ れて い る。http=〃www.nponiigatajp/jishin/fめmhus/

『中 越 復 興 市 民 会 議 』 につ い て は、 以 下 の ウ ェ ブ サ イ トに 活 動 が 掲 載 され て い る。http:〃www.nponiigatajp/

lishin/index.html

その 際 の 具体 的 なや り取 りにつ い て は、 加 藤(2006)を 参 照 さ れ たい 。
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こ とだけで な く、震 災 に よって この 家 を中心 とす る生 活が大 き く変わ って しまった ことに

悩 んで お られた こ とを理解 で きた。

この事 例 で、筆 者 は多 くを学ぶ こ とがで きたが、 ここで は、モ ノ をめ ぐる 「記憶 」と 「対

話 」の視点 、「対 話」が行 われ る場 につ い て整 理 す る。筆者 は、Nさ んの語 りを2つ の場 で

聴 くこ とが で きた。1つ は、長 岡市 中心部 に位 置 す る仮 設住 宅、 も う1つ は、Nさ んの ご

自宅が あ る地 区で あ る。 実際 に は同 じよ うな内容で あ ったに もかか わ らず、 仮設住 宅 で話

を聴い てい た際 には、筆 者 はNさ んが抱 え る問題 につ い て十分 に理解 をす る ことがで きな

か った。 しか し、Nさ んの ご 自宅 の囲炉 裏端 で、 あ るいはNさ んが 長年 生活 を された 山の

中で語 りを聴 くこ とで、 筆者 は よ うや く、Nさ ん の語 りの意 味 を知 るこ とが で きた。 これ

は、単 にNさ んの語 りを聴 い た回数 が多 いか少 ない か とい うこ とに起 因す るので はな いだ

ろ う。 そ うで はな く、Nさ んの語 りの 中に あっ た もの と 「同 じモ ノ」を見 る経験 を通 して、

筆 者 はNさ んの語 りを、Nさ んの視 点 か ら理解 をす るこ とが で きた と言 え る。 また、馴 染

みのモ ノ に囲 まれて語 る こ とで、Nさ んの言 葉 に よ りリア リテ ィが付 与 され る こ ととなっ

たため とも考 え られ る。

こ う した 「同 じモ ノ を見 る経 験 」につ いて、 や ま だ(1987)は 、 「並 ぶ 関係 」とい うこ と

ばで 論 じて い る。 や まだ は、 自分 と他 者が 「互 い を見 つ め あ うので は な く、 別 の 「もの』

を共 に見つ め る とい うか たちで、 媒介物 を間 には さんでい る こ と」(やまだ、1987、p.151)

が、特 に母子 関係 の強化 を もた らす コ ミュニ ケー シ ョンにお い て重 要 であ る と述べ てい

る[・7コ。筆者 が経験 した中越 の事例 で は、Nさ んの ご 自宅 、及 び被 災地 の風 景 とい う 「同 じ

モ ノ」を媒介 とす る場 、即 ち 「並 ぶ関係 」が 、Nさ ん(が 包 まれ てい る集合 性)と 筆 者(が

包 まれて い る集合性)と の交 わ りを促 進 し、Nさ ん と筆者 双方 を包 む新 た な集合性 の構 築

に寄与 した と考 え られ る。 この こ とに よって、筆 者 は ようや く、Nさ んの語 りを理解 す る

ことが で きたの であ る。

ここで 中心 となっ たの は、Nさ んの 自宅や生 活 圏 とい う、きわめ て私的 なモ ノであ った。

Nさ ん は、震 災前 か ら何 十 年 と生活 を して きたそ の場 で、筆 者 とと もに様 々な 「対 話」を

行 った。 この場の物 的環 境 とな ったモ ノは、2004年10月23日 に起 きたマ グニチ ュー ド6.8

の地震 、 及び その被 害 とい った 「類 型 化」された災 害 を示す の で はな くNさ ん 自身の生 活

や被災 体 験 とい う 「固有名 」が 顕在 化 す る もの で あっ た。 だか らこそ、筆 者 は、Nさ ん と

7 本報告書所収の渥美論文において も、「並ぶ関係」は、被災者 との 「対話」モー ドの1つ であ ると論 じられている。
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の この場 で の 「対話 」を通 して 、「Nさ ん の 中越地 震 」とい う 「記 憶」を、 と もに構 成 す る

こ とがで きた と考 え られ る。 こ こに、「記憶 」と 「対 話」の場 にお ける私 的 なモノ の持つ 意

味が表 され てい る と言 えるだ ろ う。

現在 、Nさ ん は仮設住 宅 で3度 目の冬 を迎 え よ うと され てい る。被 災 したNさ ん の ご 自

宅 は、幸 い に も、 ボ ラ ンテ ィア有志 に よって保存 が進 め られる こ ととなっ た。被災 地の復

興 は、 こ う した個 々 の被災 者 の語 りを聴 き取 り、 「対 話 」の 場 を構 築す る こ とを通 して な

され るべ きであ る ことは論 を俟 た ないだ ろ う。

3.考 察

本稿 で は、 災害 をめ ぐる 「記憶 」と 「対話 」につ い て、特 にモ ノ との 関係 か ら議論 を行 っ

て きた。 まず 、記憶 が脳 内 にお いて保 存 ・検 索 され る もの では な く、言 語的 ・集合 的 に構

成 され る もの であ る こ とを論 じた。 「記 憶」とは、 「対 話」の場 におい て、他 者 との共 同 的

承 認 の 中で構 成 される物 語(浅 野 、2001)で あ る と言 うこ とが で きよ う。 次 いで、Radley

らの議 論 を参 考 に、 「記憶」と 「対 話」にお け るあ る種 の制 約条件 と して の物 的環 境 、モ ノ

の意 義 につ い て論 じた。 「記 憶 」は、 「対 話」に よって 無制 限 に構成 され る もの で はな く、

モ ノを媒 介 とす る 〈記憶 システ ム〉の 中で構 成 され る こ ととな る。 さら に、 「震 災 モニ ュ

メ ン ト」の事 例か ら、災 害の 「記憶 」と 「対 話」にお けるモ ノの役割 につ いて、 「類型化 」と

「固有 名」とい う2つ の軸 を述べ た。 これ らを踏 まえ、 災害 に関す る 「記憶 」と 「対話 」の う

ち、私 的 なモ ノに関 わ る事 例 を2つ 取 り上 げ、 私的 なモ ノが 「記憶」と 「対 話」に及 ぼす影

響 と特 徴 につい て論 じた。

最 後 に、 こ うした 「対 話」を通 して作 り上 げ られた もの、 及 び、そ こにお けるモ ノの 果

たす意 義 につ いて考 察 を試み る。災 害 に関す る 厂記憶」を 「対 話」に よって構成 す る際 に形

成 され るの は、語 り手 と聞 き手 を含 む新 たな集合 性 であ った。 しか し、 この集 合性構 築 に

際 して、予 め何 らかの 共 同性 ・共通 性が 保証 されて い るわ けで はな い。第2節 で挙 げ た2

つの事例 につ いて言 うな ら、筆 者 はそれ まで、桃 米や 中越地 方 に行 った ことはお ろか、 そ

の存在 す ら知 らなか った。 もち ろん、筆 者 自身が被 災 した わけで もな い。 だが、Nさ ん を

は じめ とす る被 災者 に出会 い、 彼 らの 語 りを聴 く中 で、筆 者 に とって集 集大 地震 や 中越

地震 は、 もはや 「他 人事 」で はな くなっ てい る。 これは、被 災者 らと 「対 話」を し、 「記憶 」
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を共 同 で構 築す る過程 で、筆 者 に偶有性 が喚 起 された ためで あ ると言 える。そ して、筆 者

自身 は被 災者 で は ない に もか かわ らず、 彼 らの経 験 を 「他 人事 で はない 」と感 じる よ うに

なった こ とは、筆者 自身が これ らの災 害 の 「当事 者 」(中西 ・上 野、2003)に な った こ とを

表 してい る と言 え よう[・8]。

この過程 で、私 的 なモ ノが 果た す役割 は重 要で ある。筆 者 は、桃米 や 中越 で、 顔写真 が

添 え られ た壊 れ た家電 を前 に して、 また、全壊 指 定 を受 け た 自宅 にお い て、災 害 を め ぐ

る様 々 な語 りを聴 い た。 この 「記憶 」と 「対話 」の場 にお い て、 これ らの モ ノは、個別 の被

災者 の災害 経験 とい う きわめて 固有 の もの を、筆者 に知 らしめ るこ ととなった。 私的 なモ

ノは、 「固有 名」の顕 在化 にあ た って、大 きな意 義が あ った と言 えるだ ろ う。 そ の際 、例

えば 「Nさ んの 家か ら見 た、Nさ んに よって解 説 の加 え られ た風 景 」の ような 自然 環境 も、

「対話 」の 中での 「固有 名」の顕在化 に強い影響 を与 え た と考 え られ る。

ただ し、 「記憶 」と 「対 話」の場 にお いて、 「固有名 」が顕 在化 され る ようなモ ノのみ に価

値 が あ る とか、 「類型 化」され たモ ノは 「記憶」を喚 起す る と強弁 した いわ けで はない。 例

え ば、 モニ ュ メ ン トと して災 害の犠 牲者 の名前 が刻 まれ た銘板 があ った と して、 筆者 が何

の予備 知識 もな しに1人 で臨 んだ と して も、 それが 何 を訴 えたモ ニ ュメ ン トなの か判 断で

きない であ ろ う。 単 に 「固有名 」のみ を示 せ ば よい とい うわ けで は ない。 矢 守(2003)が

論 じる よう に、 両 者 のバ ラ ンス こそが 重要 とな る。 また、単 にモ ノ さえあ れ ば、「記憶 」

が 自動 的 に生 成 され るわ けで はな い。 重 要 なの は、モ ノ を介 して執 り行 われ る 「対 話」で

あ る。 モ ノを介 して、 誰が 、何 を、 どの ように語 るかが 、「記憶 」と 「対 話」の場 にお いて

重 要 とな る。

本稿 で は、「記 憶」と 「対 話」の場 にお いてモ ノが 果 たす 役割 につ い て、 特 に災害 に 関す

る私的 なモ ノ を中心 に論 じた。 しか し、本稿 では、 モ ノが、 「対 話 」を通 した 「記憶 」の構

成 に大 きな役 割 を果 た してい る こ とまで しか検 討で きて いない。 そ もそ も、 災害 の ような

場 面 に関わ る 「記憶 」を 「対 話 」を通 して構 成 してい くことは、被 災地 の復 興 や、 災害経験

の伝 承 とい っ た、 よ り実践 的 な課題 と直 結 してい る[*9]。これ らは、 モ ノの配 置や 「対話 」

のモ ー ドな ど、 広義 の コ ミュニ ケー シ ョンデザ イ ンに関 わ る問題群 と深 く関 わっ てい る。

8

9

デランテ ィ(2006)を 援用す れば、 この ような 「対話」を介 した集合性の構築過程 は、「対 話的 コミュニテ ィ」

を形成することとして も捉 えられるだろう。

災害か らの復興過程 に関する実践的研究につ いては、本報告書所収の渥美論文 を、モノを介 した記憶 の伝承に

ついては、本報告書所収の関論文を、あわせて参考されたい。
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そ こか らは、 モ ノを介 した 「記憶 」と 「対 話」の場 のデ ザイ ンや、 そ こにおけ る研 究者 の関

わ りな ど、新 た な課題 が展望 される であ ろ う。 こ う した、 モ ノを介 した 「記 憶」と 「対 話」

の よ り深 い問題 につ いて は、今 後の筆 者の研 究 テーマ の一つ とさせ て頂 きた い。

[か とうけんすけ ・大 阪大学21世 紀COEプ ログラム 〈イ ンター フェイスの人文学〉特任研 究員]
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医療事故における謝罪 と責任への探求

中西淑美

はじめに

マス メデ ィアに よる報道 にお いて、 犯罪報 道が 、そ の生活情 報 として極 め て高い割合 を

占め る よ うに、医療 事 故報 道 も近 年増 加 傾 向 にあ る。 医 療事 故 は、1999年 の横 浜 市立 大

学 の患 者取 り違 え事件 を契機 に、 医療事 故 報道 が増 加 し(中 居,2004)、 医療社 会 を取 り

巻 く環 境 は、 医療 安全 施 策へ の取 り組 みへ厳 しい視 点 を取 る状 況 とな って きて い る。 医

療事 故 にお いて、 過失 に よって生 じた事 故 のみ を、医療 過誤 と呼 ぶが 、和 田の い う 「医療

紛 争」は、過誤 の有 無 に関 わ らず 、 これ らす べ ての医療 事故 に対 して 、損害 賠償 等 の請 求

を含 めて、 ク レー ム を起 こす もの であ る(和 田 ・前 田,200D。 紛 争解 決 と して の医療 事

故 の損害 に対す る責任 追及 に は、医療 者か らの謝 罪 も含 めた 人間的 な 自然 な反応 と しての

道徳 的 な責任 の取 り方 もあれ ば、法 の世界 に委ね た司法 的 な責任 の取 り方 もある。本稿 で

は、医療 事故 をめ ぐる責任 と謝罪 に焦 点 をあ て、そ の紛争 解 決 にお ける 「対 話 」が もた ら

す可 能性 につ いて考 えて みる こ とにす る。

1.司 法 における民事責任 と刑事責任

まず、 医療事 故 におけ る医療事 故 と医療過 誤 の定義 を、明 らか に して お こう。

医療事 故 とは、 医療の 過程 に起 因す るす べ ての事故 をい う。 医療法 施行規 則第9条 の23

第2項 で は、「行 っ た医療 又 は管理 に起 因 して患者 が死 亡 し若 し くは患 者 に心 身 の障害 が

残 った事 例等 とす る。」と し、 医療 過誤 とは、 法 的責 任 のあ る もの を指す こ とにな る。

次 に、医療 事故 にお ける法 的責任 とは何 か を挙 げる と、民事 責任 追及 、刑 事責任 追 及、

行 政責任 追及 があ る。民事 責任 とは、 当事者 レベ ルの紛 争解 決 に位置 づ け られ る加害者 一
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被 害者 の 関係 であ り、刑 事責 任 は公 的 な国家 レベ ルの加 害者 一国家 の関係 で あ る。 勿論 、

国 を相 手取 った民事 責任 追及 もあ るが、一 般 的 には、 その よ うに線引 きが な され てい る。

また、民 事責任 は、金銭 賠 償 に よる損 害賠償 とい う形 での 責任 を問い 、刑事 責任 では刑罰

とい う形 で責任 追及 を受 け るこ とにな る。行 政 処分 につ いて は、 医師 、歯科 医師 が相対 的

欠 格事 由 に該 当す る場合 又 は医師、 歯科 医師 として の晶位 を損す る よ うな行為 が あ った場

合 に、 医 道 の観 点か らその 適性 等 を 問い、 厚生 労働 大 臣 は その免 許 を取 り消 し、又 は期

間を定 め て業務 の停止 を命 ず る もので あ る(医 師法 第7条 第2項 及 び歯科 医師 法第7条 第2

項)。 つ ま り、資格 に対 す る処 分 と して責 任 追及 され るこ とが行 政 責任[*1]であ る。 ここで

は、医療事 故 にお ける司 法責任 とい うこ とで、 民事責任 と刑 事責任 につい て述べ る こ とに

す る。

1)民 事責 任

医療事 故 に限 らず 、民事 責任 追及 で は、不 法 行為法 に基 づ く損 害賠償 請求 で あ り、金銭

賠 償 を原則(民 法417条 、 同722条1項)と して、過 失責任 原則 を採用 す る民事 不法 行為責

任 を問 う。 この不 法 行為 法 の機 能 に は、損 害填 補 機 能、 予 防機 能、 制裁 機 能が あ り、特

に、損 害填 補 機能 に重点 がお かれ る。不法 行為 法の これ ら三つ の機 能 につ いて は、相互 に

矛 盾す る ところ と共 通す る ところが あ り、社 会 的 には、損 害填補機 能 に重点 をお いて、他

の予防 的機能 、制裁 的機 能 も重視 して、故 意不 法行為 の保 護範 囲の決 定基準 は過 失 と区別

して定 立 されるべ きで ある ともいわ れ てい る(平 井,1992)。 医療事 故 にお い ての民 事責

任 追及 は、 不法 行為 法(注 意 義務 違反 ・結 果 回避義 務違 反)→ 債 務不履 行 責任 とな り、 医

療 機関側 が、 損害賠 償責任 を負 うこ とになる。 この ように、民事 責任 追及 では、債 務不履

行 があ った こ とを、 被害 者側 が立証 す る必 要が あ る。 過失 責任 主義 を取 る以 上、 医療側 に

過 失が なけ れば、損 害賠 償義務 が発 生す るわ けが ない とい う論理構 成 であ る。不 法行為 法

の主た る損害 填補機 能 におい て、被 害者救 済 を第一 に考 えれ ば、損害賠 償 は、原状 回復 の

ための被 害 の填補 に充 当 され るべ きであ り、金銭 的填 補 に とどまる こ とを限界 とす る。 受

けた損 害か ら、事故 を未 然 に防止、 あ るいは類 似の事 故 の損害 を将来 的 に予 防す る といっ

1 行政責任追及には、医業停止 と免許取消 の二種類があ り、2005年 、厚生労働省は医業停止上 限5年 を3年 に変

更 し、免許取消へ と改正 した経緯がある。 医師の行政処分 は、刑事罰が科 された り、医療 ミス を起こしたケー

スが対象で、医業停止 と免許取 消の二つがある。免許取消後 も5年 間は再交付 申請 できない とすることで も一

致 している。
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た防止対 処策 の観点 か らみれ ば、十分 で ある とは言い がた く、現実 での課題 と して提起 さ

れ る部分 が ある。

これ らの こ とか ら、医療 事 故の被 害者 に対 す る真 の意 味で の 「救 済 とは何 か」とい うこ

とを考 え ると き、 国家 的 な救済措 置 は確 立 して いない こ とが わか る。 また、事実 認定 にお

いて も、 医療機 関側 が損 害 賠償 責任 を負 う3要 件 は、① 過失(医 療 行為)→ 結 果予 見義 務

(予見可 能性)→ 結 果 回避義務(結 果 回避 可 能性)、 ②結 果 の発生(傷 害)、 ③ 過失 と結 果 と

の問の 因果 関係 の立 証で あ り、 過失 の要素 は、予 見義務 、 回避 義務 で構成 され、 判例 をも

とに、地 域性 ・医療 機関 の特性 を考慮 した医療水 準 に規 定 され解釈 され る。

この 医療水準 の解釈 には、昨今 の事 故報 道や法 学者 の間で もさま ざまな概 念 があ る。前

述 した ように、民事 責任 の追及 にお いて は、民事 法 に もとづ き、民事 紛争 の解決 を 目指 し

て当該不 法行為 責任 の所在 と内容(損 害賠償 ・原状 回復 ・将来 的 な損 害へ の対処)か ら、不

法 行為 責 任(709条)、 共 同不 法行 為 責任(719条)が 認 め られ る場合 の み に、責 任 の対 象

とな るべ きで ある とされ る。

医療 とい う社 会 的責任 を含有 した医 師 と患 者 関係 に おい て は、 「信 頼」とい う準 委任 契

約 の もとに、患 者 の 自己決 定 に重 きをおい て医療 行 為 は行 われ る はず と、患 者 は 「期待 」

す る。 そ して、 その 「信頼 」に対 す る 「期 待」は大 きい。 この 「期 待」を裏 切 られ た事故 原

因を追究 す る医療事 故被害 者 に とっ て、民事責 任追 及 に よる過 失責任 の原則 を貫 くこ とは、

被 害者へ の真 の救済 とい えるの か、 とい う疑 問 は残 るのであ る。

2)刑 事 責任

民事責任 論 の限界 とい う問題 をふ まえて、 医療事 故被 害者 のなか に は、事 故 の原 因が究

明 で きない こ とか ら、 刑 事責 任追 及 をす る といっ たケ ース が、福 島県 の大 野病 院 の 医療

事 故事件 を きっか け にマ ス コ ミ報道 され る ように なって きてい る[*2]。この事件 を契機 に、

被 害者 の原状 回復 で きない被害 の思 いを、応 報的 に報復 感情 の手段 として刑 事責 任追 及す

るべ きか とい う是非 が、 医療者側 ・患 者 ・家族 側 双方 か ら問 われ る ようにな ってい る。 被

害 にあ われた患 者側 が刑事 告訴 す るのは、何 故 なのだ ろ うか 。本来 な ら、 民事事 件 であ る

以 上、原 則 と して民事 裁判 で、 医療 事 故訴訟 は責任 を追 及 され るこ とが多 か った。 「期 待」

を裏切 られた思 い、 原状 回復で きな い思い の代 償 として、被 害者が刑 事責任 追及 を してい

2 http:〃wwwmed.oLlp/nichikara/f3eimei/nichii,pd£2006参 照 。
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るの は、何故 なの だ ろうか。 そ こには、医療 事故 後の対 応 をめ ぐる さまざ まな「情報 の欠如 」

や 「情緒 的次 元へ の不適 切 な対 応」に よる不信感 が ある(和 田,2001)。

刑事 責任 追及 は、行為 者 に対 す る責任 や非難 の表 明 を通 じ、一 般 国民の規範 意識 の維持

や覚醒 を追 い風 に して 、医療事 故 を、「犯罪 」とラベ リ ングされ た もの に限定 しよう とす る、

刑 法 に よる犯 罪予 防 といっ た前提 に立 ってい る。 この ような刑事 責任 追及 をす る場 合 にお

いて 、留意 すべ き点が あ る。 そ れ は、 前述 した 「情緒 的 次元へ の不 適切 な対応 」にお ける

被 害感 情の 変化 であ る。 被害 者や被 害 にあわ れた ご遺 族 をは じめ、一般 の 人々の抱 く感情

は、個 々の性 格や その事 故 をめ ぐる人 間関係や 状況 に よって、実 に複雑 多岐 の うえ、時 間

の経過 に よって も大 き く変化 す る。 また、マ スメデ ィア に よる医療 事 故報道 の取 り上 げ方

に よって も、報 復感 情 の変 容 を きた しやす い。一 般 に、国民 感情 は、刑事 事件 に関す る限 り、

処 罰 され るほ うでは な く、処 罰す る国家 の立場 にあ るのが 通常 であ る。刑事責 任 は、行為

者 に対 す る応報 で あ り、将 来の犯 罪 防止 にた って お り、 行為 者 の責任 を問 う もの であ り、

法 益尊 重意 識 に基づ く国家 が 問責者 で あ り、刑 罰 を もって責任 を問 う(刑 法38条1項,刑

法39条 、41条)。 この処罰 され る刑事 責任論 には、大 き く、応報刑 論 、一般予 防 論、特 別

予 防論 があ る。近代 刑法 は、 法律上 の処 罰規定 が なけれ ば刑罰 を科 し得 ない とす る罪刑 法

定主 義(憲 法31条 、39条)が 前提 で あ り、行為 者 に 「責 任 が あ る」とい えなけ れ ば刑 罰 を

科 し得 ない とい う責任 主 義 を基 本原則 としてい る(前 田雅,2000)。 刑 事責 任 追及 は、 法

益 侵害 行為 に対す る法 的な非 難の表 明 を通 じて行 われる刑 罰の予 告 と犯罪 の防止 を図 る こ

とで あ り(松 原,2004)、 刑事責 任 追及 を答 責者 へ の責 任非 難 に対 す る応 答 としてみ る(瀧

川,2003)こ と もで きる。 「責任 が そ こにあ り、そ の責任 を とる」とい う内容 を、 問責者 で

ある 国や社会 が、 法 におけ る相 互性 を保 障 しつ つ法益 尊重 意識 の も とに犯罪 予 防を実現 す

る 目的で要講 しよ うとす る もので ある。 瀧川 は、答責 者へ の応答 と しての責任 追 及 におけ

る 「応 答」とは、法 に基 づ く 「他者 へ の正 当化 要求」に よる もので ある とす るが、 それ は、

す べ ての答 責者 におい て、責 任 の意 味 を問 うこ とに なる 「応 答」に な りえ るのか、 疑 問の

残 る点 であ る。

医療 事故責 任 におい て、医療 過誤 すべ て を犯 罪 とす るな ら、法益 を遵守 して 国民の 医療

安 全 を考 えるの は必至 であ る。医療 の質 と安全 にお いて は、事故 防止 と責任 追及 と再発 防

止 とい う三つ の主柱 が あ り、 医療過 誤が すべ て、国家 や社 会が 問責す る応答 の ある ものな

ら、 医師 とい うプ ロフェ ッシ ョンが もつ 職種性 は、社 会 的責任 を も包 含す る こ とか ら、 日

常 の 医療 行為 レベ ル で も、 常 に、 「犯罪 行為 」を念頭 に入 れ る必要 が あ るこ とに なる。 医
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療事 故 にお ける、有 害発 生事象 に関 して、基本 的 に、「犯 罪行為 」として 「医療 行為 」が み

なされ る よ うに責 任追 及 され る こ とが、 答責 者 にお ける 「応 答」で あろ うか。多 くの被 害

者 に とって は、刑 事責任 追 及 よ り も、事 故原 因の 究明 が第 一 なので は ないか。 そ もそ も、

刑事責 任追 及 と事 故原 因の究 明 は、 目的 が違 うので あ るか ら、刑 事責任 を問わ ない とい う

条件 で、 事 故原 因 の究 明 をすべ きで は ない か とい うの が、筆 者 の意 見 で もあ る。 関係 者

は法 的責任 を恐 れ るあ ま り、 逆 に、謝罪 も、事 実 も明 らか に しない とい った こ ともあ りえ

る し、 また、昨今 の産婦 人科 医志望 の激 減 にみ られ る よ うに、 訴訟 の多い診 療科 を回避 す

るとい った偏 りや 、医療 行為 にお け る防御 的 医療へ の流 れ もあ る。 また、個 人情 報保護 法

や、各 種の 法規定 による弊害 もあ る。具体 的 に は、前 述 した大野 病 院の事故 調査 報告書 調

査 資料 の捜査 へ の流用(利 用)の 制 限 をさせ るのか、 とい う問 い と して も現 れて いる。

2.正 義 と責任

福 島の大 野病 院の医療 事故 ケー スで は、一年 以上経 っ て、刑事 訴追 を受 けてい る。責任

を追 及 したい とい う思 いの なか に、 正義 とい う概 念 があ る。 この正義 と責任 につ いて も考

えてみ るこ とにす る。

刑 事 法学 で は、応 報 的正 義 と修 復 的正 義が あ る とい われ て い る。 修復 的 正義 とは、応

報 的司 法 に対す る修復 的 司法 とい う二つ の レンズか ら犯 罪 を理解 す る必 要 があ る と説 く

(Ze比1995)。 また、棚瀬 は、不 法行為 法理 論 にお いて、「不 法行為 法責任 を支 える実質 的

な道徳 的基 礎 づけ としては、大 き く≡:つの ものが あ る(棚 瀬1994,p.9)」 と し、 第一 は、

自由主義 的 な 「個 人的正 義」で、 これ は、不 法行 為 の客観 化 に よって 責任 を明確 に限定 し

よう とす る もの、 第二 は、不 法行為 を社会 全体 か ら集合 的現象 として見て被 害 を均 質化 し

よう とす る 「全 体 的正義 」であ り、第 三が 、「関係 的配慮 」・「了解 可能性 」・「人 格 の尊重 」

とい う三つ の指針 か らな る 「共 同体 正義」で ある。棚 瀬 は、 「自分 と相 手 とが人 間的な糸 で

結 びつ いて い る とい う感覚 、 その つ なが りを大 切 に しよ う とす る意 識 か ら不 法 行為 制 度

の あ り方 を考 えて い くもので あ る」とし、 「不 法行為 を、 加害 か ら回復 まで通 事的 にみ て、

そ の上 で、加 害 者 が、被 害 者 と向 き合 い、 そ の苦 痛 を除去 す る ため に 自分 と して何 が で

きるか考 えて い く、 そ う した不法 か らの 回復 の プ ロセス に関心 を持 つ 」こ とで ある(棚 瀬,

1gg4,pp.16-20)と す る。
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この共 同体正 義 につい ては、刑 事法 で は、前述 した修復 的正 義 に近 いが 、三 つの批 判 を

指摘 されてい る。 ひ とつ めは、不 法行為 責任 は、 契約責任 と違 って、被害 者 と加 害者 の 間

に、前提 と して、常 に、両 者 に関係性 があ る とは限 らない ので、紛 争解決 段 階に、先 の三

つ の指針 にあ る ような 「関係性 」を組 み込 めな い とい うこ とであ る。二 つ め は、 当事 者 間

に関係性 があ れば ある ほ ど、そ の紛争 は、 当事者 間 に共 同体 的 な信頼 関係 を回復 させ るよ

りは、破綻 させ る こ との ほ うが多 い とい う指摘 であ る。 三つ め は、 共 同体 正義 が求 め る人

間 的な 関係 と法 的 な共生 関係 は性 質上成 立 しな い とい う批 判 であ る。この三つ の批判 に は、

前提 と して、法 とい う規範 的責任(負 担 責任 論)を 常 に念 頭 に置い てい る。

責任 の 帰属 や分 配 で、責任 を問い ただす 限 り、答 責者 の求 め る責任 に応 える過程 は、責

任 の中心 的理念 と して責任 実践 を捉 え られ な くなる。 医療 事故 の場合 、 その対象 や知 識や

技術 が時 間軸 で変化 す る状 況の 中で発生 す るた め、 ア ドホ ック なルー ルにお ける責任 につ

い ての被 害認知 や満足 要求 は法益 侵害へ の 追及 は公 益 の枠 内に と どま り、 両 当事 者 の 自己

尊重 な どは喪 失 しやす くな る。 負担 責任 に基 づ く医療 事 故 につい て の責 任 追及 は、常 に、

正常作 動 か らの発 想 で、 その正常作 動 にお ける事故 パ ター ンの 「確 認」であ り、Redundan-

cy(冗 長 性)を 排 除 した もので あ る。 同様 の 医療 事 故 が相 次い で続 くよ うに、 この責任 追

及 は、事 故か らの発想 で ないの に類 似 して いる。

ところで、責任 に は、 ボヴ ェ ンスが 区別 した受動 責任 と能動 責任 があ る(Bovens,1998)。

受動責 任 とは、過 去 に行 った悪 に対す る責任 で あ り、 能動責任 は、 将来 に対 して責任 をと

るこ とで あ る。 ボ ヴェ ンスに よれば、受 動責任 の中心 的問い は、 「なぜ、 それ を したのか」

とい う問い で あ り、 能動 責任 の中心 的 問い は、 「何 を なす べ きか 」で あ る。 これ らの 受動

責任 と能動 責任 が要 求す る もの は、受動責 任 の場合 、規 範 の違反 、行 為 と損 害 の因果 関係、

非難 であ り、能動 責任 の場合 は、規範違 反 の適切 な認識 、帰結 の考慮 、 自律 性 、義務 の真

摯 な受容 であ る とされ る(高 橋,2004)。

また、修 復 的司法 は、能動 責任 で ある といわ れる(Roche&Braithwaite,2001)。 この修復

的正 義 では、 加害 者が 能動 責任 を とれ る よ うな 「場 」をつ くるた めに、 受動 責任 が前提 と

なるが、基 本 的に能動 責任 を志 向す る ことにな り、 応報 的正義 で は、 因果 責任 であ る受動

責任 を志 向す るこ とにな る とい う。 この能動 的責任 と受 動的責 任 につ いて は、 原 因責任 と

反応 責任 の 関係 が あ り(前 原,2003)、 原 因責任 とは因果 的 に責任 が あ る とみ な され る も

の で、反応 責任 とは、そ の損 害 のあ とに、 どの よ うに有 責的 に反応 す るか に関わ る もの と

される。 た とえば、 同様 の死 亡事 故が起 こった ときに、 あ る加 害者 は謝罪 し、被 害者 に癒

1獣鑼翻奪嬢蹴壽蹟農臣浦往s裟鵞3鬱麗奪轟森慧i～敵i縅2e藤 参霊{簿奪



しや赦 しを もた ら し、別 の加害 者 は何 も しなか った とき、原 因責任 は、 どち らの加害 者 に

もあ るが、前 者 は反応責 任 を とった ことにな り、後者 は、 反応責任 を とっ たこ とにな らな

い といった こ とにな る。 つ ま り、受 動責任 は共 通で あるが 、後者 にお いて は、 能動責 任 は

果 た してい ない こ とに なる。責任 の重 さや 困難 さ を意識 す るた めに、次節 で は、実 際の 医

療 事故 か ら、 責任 の行 方 を追 ってい くこ とに しよ う。

3.あ る医療事故か ら

以下 は、新 聞 の ニュー スか らの あ る医療事 故 ケ ースで あ る。 『X大 学病 院、心臓 移植 待

機 中の男性 患者 に装着 されて いた補助 人工心臓 のチ ューブが はずれ 、男性 が死亡 した問題

で、 同大調査 委 員会 は 「一連 の手順 に明 らか な問題点 は認 め られ なか った」とす る報 告書

を ま とめ た、 と発 表 した。 一 方、病 院側 とは別 に警察 はポ ンプや チュ ー ブの鑑定 を進め、

業 務上 過失 致死 容疑 で 関係者 か ら事情 を きいて い る。 調査 委 は外 部 の専 門家2人 を含 む9

人 。報告書 による と昨年○ 月○ 日、補助 人工 心臓 のポ ンプ 内に血栓 がた まった ため ポ ンプ

交 換手 術 を した。 約40分 後、病 室 で 男性 が1人 で食事 中 にチ ュー ブが はず れ、 大量 出血

で 意識 を失 ってい たの を看護 師が 発見。 この ときポ ンプの位置 に不 自然 な点 はなか った と

い う。 チュー ブ はポ ンプの接続 部 に2本 の細 いバ ン ドで締 め付 けてい たのが バ ン ドご とは

ず れたが、 バ ン ドやチ ュー ブ に明 らか な劣化 や損傷 は な く、 固定部分 に問題 が あった可 能

性 は少 ない、 と した。 また、 ポ ンプの交換 はチ ューブ内 に空気 が入 らない よう接合 部 に生

理食塩 水 を注 入 しなが ら行 うが、調 査委 の実験 で は乾 燥状 態 に比 べ、 この場 合 は約 半分 の

力 で抜 けた。 しか し、 生理食 塩水 で濡 らす操作 自体 は 「必 要」と判 断 した。 「接続 部分 に何

らかの外 力 がか か った点 は疑 問 の余 地が な い」としたが、 そ の原 因 は特 定不 可 能 と判 断。

過去 に同様 の報告 例が ない ため、 「事 故発 生 の予 測 は不 可 能だ った」と断定 した』。

た とえば、 このケー スで は、事故 調査 委員会 が、死 亡原 因が不 明で 、事故 発生 の予測 は

不 可 能だ った と断定 してい る。 この ことは、被 害者 に とって は、 どんな感情 を抱 き、 ど う

い う責任 を想 起 させ る だろ うか。 「死 亡原 因 は不 明の 医療 事故 で した 」とい う こ とで、 説

明責任 は果 た されたの か、そ れで、 何 こ ともな く、病 院側 も患者 側 も納 得 したの であ ろ う

か。 その後 の報道 は、Wbb上 での公 開 も新 聞報道 もす べて個 人情 報の観 点か らか不 明 なの

で、 医療 事故 の重 さだ けが伝播 してい った感が 否め ない ケース であ った。実 際、筆 者 と交
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流 のあ る被 害 者原 告会 に は、「何 の ため の報道 な のか わか らない、再発 防止 に役立 ったの

か ど うなった のか さ えもわか らないので は、死 者が 浮 かば れない 」とい った方 々 もお られ

た。 おそ らく、当該 病 院は、この被害者 へ の対応 につ いて は、損 害 に対す る賠償 も含 めて、

手 厚 く十全 に行 われ たに違 いないが 、死亡 原 因の不詳 につ い て、 どの ように、説 明責任 を

果 た した のか、被 害者 は納得 す るに足 りる満足 感 を享受 で きたのか、不 明 であ る。

責任(responsibility)は 、何 か に対 して責任 が あ る場合 、 その責任 を遂 行す るた めの行 動

で あ る。 そ れ に比 べ、 説 明責任(accountability)と は、 責任 に伴 っ て、何 らか の こ とを公

的 に説 明 し、 私 的 に も納 得 で きる説 明 をす る責任 であ る。従 って、 責任 の行 動 に よって

は、説 明責任 を負 うこ とは ない場合 もある。死 因究 明で きなか った理 由 につ い て、説 明責

任 を果 た して、 円満 解決 したので あれ ば、事故 予 防に も役 立つ ような能動 的責任 に基づ い

た と考 えるほ うが容易 であ ろ う。 しか しなが ら、責任 に関 して言 えば、 この医療 事故 の持

つ意 味は、深 い 。何 故 な ら、誰 の何 に対 す る責 任 なのか とい う こ とでい えば、 マス メデ ィ

ア も当該 病 院 も、前 述 した受動 責任 は果 た して も能動 責任 は果 た した といえ るのかが全 く

ブ ラ ックボ ックスの まま に解 決す る ことに なった こ とにな るか らで あ る。

この ように、 日々 の医療事 故報道 は、 まさに、大 衆化 して お り、責 任 に対 す る応答 が不

明の ま ま、発 生 した有 害事象 を通過 してい く。 た とえ ば、 も し、 このケ ースで、 事故発 生

の原 因が特 定 されて、 過失 があ った と しよう。そ うす る と、 この責任 に、 謝罪 とい う重大

な概 念が、 期待値 と して、付 与 され る可能性 が高 くな り、 このケ ースの責任 のあ りかの予

後 を大 き く変 容 させ こ とに な るで あ ろ う。 但 し、 この 謝罪 は、 た だ並 ん で形 式 的 に頭 を

下 げ る とい う平 謝 りの"伝 わ らない 謝罪"で はない。"伝 わ らな い謝罪"は 、 決 して能 動 的

責任 を果 たす ことに繋 が らない か らであ る。そ して 、一種 の道 徳 的で 関係 的な"伝 わる謝

罪"で なけ れば、 反応 責任 であ る能動 責任 にな りえず、 また 、被害 者 の悲嘆 に呼 応す る責

任 の重 さを変容 す るこ と も不 可 能に近 く、 困難 を伴 い やす いか らであ る。

4.紛 争の三層構造

和 田 は、紛 争 の最 も基 底 に あ る コンフ リク トは心理 的 ・情緒 的 な次 元 であ る とい う(和

凪 玉994)。 また、医 療事 故 にお け る紛 争 には、三 層 の構 造 があ り、第一 が、情 緒的 次元 、

第二 が事 実 ・要求 の次元 で、 第 三が法 的 次元 とい われ る。 その次 元 のそれ ぞれ に、 「情 報
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の 開示 」、「賠 償 請求 」、 「謝 罪 要求 」、 「真 相 の 究 明」とい っ た四つ の 要 因が、 複雑 に絡 ん

で くる。

前 述 の医療 事故 のケ ース で言 え ば、 肉親の死 は、 そ れが 自然 に生 じた もの であ って も、

強 い精 神 的 緊張 を もた ら し、や り場 の な い悲 しみ や怒 りに埋 没 され るこ とに な る。 そ し

て、死 因が究 明 で きな か った り、過 失 が疑 わ れ た りす る ような状 況 で は、 そ う した感情

が次 第 に拡大 して くる。 しか もそ の際 、医療 者 側 や相 手方 に不 信 感 を抱 かせ る ような態

度や不 遜 な態 度、 受容共 感の ない姿 勢 は、 直 ちに紛争 を激化 し爆 発す る こ とに な りやす い

(Vincent他,1994)。 この ような感情 に、被 害の認 知が加 わ れば、 受動 的責 任 を希求 し、行

為 と損 害へ の因果 関係 に固執 し、非 難 を繰 り返 す ように なる。死 因究 明が不 詳で も、受動

責 任 を追及 しない のは どん な場 合か とい う と、応 報的 で はな く修復 的 な考 えで、能動 責任

へ 受動 責任が 移行 した と きで ある。

前 節 で述べ た よう に、修復 責 任 が能 動責 任 で ある こ とか ら、 この 能動 責任 が果 た され

な けれ ば、被 害者 は、そ の悲 嘆体 験 か ら、紛 争 は激 化 し爆 発 して 法 的次元 まで表 出行 動

が起 こ され る ことにな る。前述 の医療 事故 のケ ースで は、死亡 の事 故原 因不 明 とい う説 明

に、 こ うした激化が なか った のか も しれ ない とす れ ば、そ れは、何 故で あ ろうか。お そ ら

く、 肉親 の死 亡 とい う予期 しな い非 常事 態 に生 じた情 緒 的不安 定 を納 め た のは、 相手 方

であ る当該病 院の 日常的 な関係性 や、事 故後 の真摯 で誠 意の あ る姿勢 や対 応 であ り、 それ

らが、被 害者 の不 安 を解消 し沈静化 し受 容 して いった手段 の ひ とつ に は違 い ない。被 害者

は、「死」や 「障害 」に受容 可能 な積極 的意味 を見 出そ うと して、苦 悩 し、受 け入 れて もら

えない と きに、紛 争 として激 化拡 大 して表 出 され てい く。

この ように、法 的次 元や通 常 の紛 争解 決 では、感情 を扱 わ ない とされ るが、情緒 的次 元

で の 「被 害体 験」の心 理的 受容 ・共 感が な され なけれ ば、仮 想 的解決 を して も、紛 争 はい

つ で も噴 出す る。表 面的 な 「謝罪 」や 「賠 償請 求」に捉 われ るこ とな く、原状 回復 で きない

被害 の修復 と しての責任 、つ ま り、応答 責任 、能動 責任、 説明 責任 として 、答責 者 と問責

者 が きちん と向 き合 って、 三つ の次 元 で 「応答 」して い くこ とが 、真 の責任 実践 なの であ

る。 そ の際 に、 初 めて 「謝 罪」は、 「謝罪 」と して、心 に響 く、最 も有 効 かつ和 解 につ なが

る効 力 を発 揮す る こ とになるの であ る。
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5.謝 罪 と責任

アメ リカで は、 謝罪 をす る ことで、訴 訟が減 少す る とい う多 くの報 告が あ る。 勿論、 謝

罪 に よって 、す べ ての 紛争 が解 決 す るの で は ない し、全 て の訴 訟 が減少 す るわ けで も な

い。 また、金 銭賠償 額が 定額 に収 ま るとい う保 障 もな い。 医療過 誤訴 訟 に限 らず 、初期 の

紛 争対 応 と して、対 決 の姿勢 で は、 ます ます紛 争 は激 化 し拡大化 す るので、 その後 に、 い

く ら謝 罪 して も、 当事者 には、紛争 構造 が 出来上が って しまってお り、行為 に対 す る責 任

に対 して だけで な く、 あ らゆ る責任 に対 す る対 価 としての謝罪 が立 ち はだ か り、 簡単 な謝

罪 で は、そ の牙城 は び くとも しないので あ る。 謝罪 を求 める責任 は、 時聞が 経 てば経つ ほ

ど、 その責任 を追 及す る姿勢 か ら、 厳 しくな り、そ のた め、 これ と比 例 して謝罪 のハ ー ド

ル も高 くなる。酷 い場合 には、謝罪 す る ことで、逆 に、憤 慨 させ るこ とに もなる。医療 事

故 にお いて、 早期 の謝罪 は もち ろんであ るが、 謝罪 に対す る内容 、 タイ ミ ング、 いつ、 誰

が、 どこで、 どの よ うに、 どうや って 、行 うのか の具 体 的 な相 手 に対す る受容 ・共感 と

して表 出 され なけれ ば、 謝罪 はそ の効果 としての意 味が ない。有 害事象 発生 か ら、あ るい

は、単 な る事 故発 生か ら、時 間が経 つ ほ どに、 前述 した責任 の 数 々が 、輻輳 す る ような形

で存在 して くるか らであ る。

被 害者 の五 感 には、 能動 的責任 ・受 動 的責任 とい う対 置 と、原 因責 任 と反応 責任 とい う

対置 が重奏 して、 五感 と して、匂 い、見 え、肌 に触 れ感 じ、味 わ い、鳴 り響 いてい る。謝

罪 には、常 に、受 容 と共感が 必須 条件 であ る。 コ ンテ クス トを理解 しない 、表 面上の 中途

半端 な謝罪 は、訴 訟 で もや っか いな こ とに な りやす い ので留意 す る必 要が あ る。 しか しな

が ら、早 期の 謝罪 は絶対 に必要 で ある。 謝罪 が責任 へ の応 答 として、心 に響 くため には、

初期対 応 時の謝罪 におい て、 病 院の 中枢 部が 、一列 になって、 た だ頭 を垂 れ る行 為 として

で はな く、心 か らの悼 み を伴 う謝罪 と して、謝 罪行為 が相 手の承 認過 程へ の覚醒 を伴 う連

続 性 を持 つ もので あ る こ とが 必要 であ る。 ゼア の修復 的責任 とは、 誰 が被 害 を受 け たの

か、被 害 を受 けた者が 必要 とす る もの は何 か、そ れ らは誰 の責任 か 、何 の原 因か、 この事

件 で は誰が 当事者 な のか、適切 な紛 争解 決の プ ロセ ス とは何 なのか、 が相手 へ の承 認過 程

へ 連続 す る真 の責 任応 答 で あ る。 ま さに、 これ らを 「問 い」に してい る相 手へ の 「責任 概

念 」に届 かな けれ ば、謝罪 とはい えな いので あ る。 事故対 応 の通過 儀礼 と して の謝罪 で は

な く、 責任へ の応 答 と して の謝罪 が、 ま さに、相手 の五 感 に響 くのであ る。
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そ して、注 意せ ねば な らないの は、 これが、 まだ、 十分 な謝罪 で はない とい うこ とで あ

る。事 故直後 の謝 罪は、 どち らか とい う と、比重 的 には、社 会儀礼 と しての社 会へ 向け た

要素が 強い謝 罪で あ る。 その ため、対 話が 進 んで時期 がた った時期 で の謝 罪 は、 きちん と

した被 害者 の求 め る 「応答 」に寄 り添 った、 個 人へ 向け られ た意 味づ けの あ る謝 罪が 重要

であ る。す なわ ち、患者 や家族 とい う被害 者 に とっての謝 罪は、 フェイス ・トゥ ・フェイ

スの個 々の気 持 ちや背景 に応答 す る ことが重要 なの であ る。謝罪 は、 この よ うに、 「対話 」

の 中で生 きて くる。 そ して、 謝罪 は、 そ の対 話 の 「過程 」の なか で こそ、 は じめて、 きち

ん と した意味 づ けを もった謝罪 とな りうるので ある。

6.「対話」が もたらす謝罪や責任への応答

「申 し訳 あ りませ ん」に は、 その個 々の行為 に対 して の謝 罪 と、そ の場 や社 会 に対 して

の 謝罪 、そ して、 その相 手 方 に対す る 関係性 の謝罪 、 の三謝 罪 があ る。 「対話 」が もた ら

す 「場」に は、 「場 の力」が ある とい う。 過去 に対 す る受 動 的責任 や原 因的責 任 も さるこ と

なが ら、 能動 的な修復 的責任 へ 、 この三つ の謝罪が 反 映 され なけ れば な らな い。 これ らの

謝 罪が 、相 手 に響 くため に は、三 つ の謝 罪 が、 能動 的責 任 と して 立脚 す る ため に、相 手

に とっての謝 罪 にな る必 要が あ る。そ のた めに は、相手 に対 しての6つ の 自問 自答 が必 要

にな る。 まず、 「相手 の損 害 を理解 で きるの か」とい う自問 を して、相 手 の立場 や 気持 ち

を理 解 す る ように ど うす れば いい か を考 える こ とが前提 にな る。次 に、 「相手 に 自分 の非

を認め てい る のか」とい う 自問 を行 い、 罪 の認識 をす る。 そ して、「相 手 はす ぐに謝 って

ほ しい のか 」とい う 自問 を し、 三つ の局 面か らの謝 罪 をす る。 さ らに、「相 手 は損 害 に対

す る弁償 を してほ しい のか 」とい う 自問 を行 い、 そ の うえで 、「何 故、 こん な過 ちを犯 し

た のか」とい う原 因究明 に対す る自問 をす るので あ る。最 後 に、 「二 度 としない ため には、

何 を どうすれ ばい いのか 」とい う今 後 の対 策や 再発 予 防に対 す る 自問 を行い 、相手 への 関

心 を掴 んで その相 手が 潜在 的 に持 って い る問い に 「応 答」して い けば、謝 罪 は、修復 的 責

任 に通 じ、 法的次 元 に も表裏 一体 として通 底 してい く。

法律 には、実務 の 中での 限界が あ る。 応報 的懲罰 シス テムで はな く、繕 いの思想 と して

の修復 的 な試み の援用 が、この責任 や謝罪 へ の 「応答 」プロセ ス を可 能にす る。 「対 話」は、

謝罪 や責任 を、相 手 の責 任規 範や責 任原 因、答 責者 、問責 者、責 任対象 、責 任負担 といっ
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た要 素 の織 りなす 現実 に、安 価 に迅 速 に責任 実践 の プロセ ス と して 「応答 」して い くひ と

つの方 法 であ る。

医療 安全 には、1)対 話型(ケ ア型 の裁判 紛 争処 理 制 度)制 度、2)無 過失 賠償 制 度、3)

事 故 報告 制 度 ・情 報 分析 ・還 元制 度 ・提 言制 度、4)再 教育 制 度 の四つ の柱 が あ る。 この

四つ の柱 を支 えるのが 、修復 の思想 ・ケア の倫 理、修 復 の思想 で あ り、そ の有機 的運用 が

医療紛 争予 防や再 発 防止 に繋 が る。完全 な る解 決 な どあ り得 ない ところか ら、修復 責任 へ

の 「応 答 」と して メデ ィエ ー シ ョンは始 ま る。そ の 「応 答」と して の 「対話 」は、 日常 的 な

対 話 の場 で も、法 廷 の場 の対 話 で も、 そ こ に集 う人 々や 言語 や言 説 を通 じて 、「応 答」し

なが ら、 差異 を認 めつ つ、 そ れぞ れ の輻輳 す る責 任 を問 うて い く。 つ ま り、相 手 の 関心

の ある疑 問に、 ひ とつ ひ とつ きちん と、対 話 とい う過程 を通 じて 「応答 」してい く過程 が、

責任保 障 と して の法理解 に とどま らない、 「責任 へ の意味 の問 い」へ の個 々の動態 的 な 「応

答」とな ってい くので あ る。

おわ りに ～ 「対話」がもたらす可能性

謝 罪や責 任 を引 き出す 「対 話」は難 しい。 中立性 を保 つ こ と、将 来に 向けて考 え る こと、

そ して、 両当事者 に とっ ての課題 ・問題 は何 か、責 任追 及 とは何 か、 と考 える こと も、紛

争 当事 者 間で は難 しい。 また、法 的枠組 み に拘 らす に選択 肢 の創造 か ら選 択肢 の連合 をし

て、 「選択 」を 目指 す ことは混乱 す る。 しか しなが ら、「対 話」の過程 にお いて は、小 さな

問題 を見 つめ直 す こ とか ら、小 さな達成 感 ・信 頼 感 を創 る こ とはで きる。 当事 者の主 張 を

受 けなが ら、相 手の 主張 を考 えて、肯 定的 に模 索 す る姿 勢が あれ ば、状況 を打破 す る可能

性 が あ り、 通 じ合 う論 点や 両者 が納 得 で きる意 見 や理 由 を通 して、 「対話 」を厭 わ なけ れ

ば、「共 通基 盤 」か らの 問題 の共 有 も創 りだす こ と もで きる。 た とえ、背 景 や価値 観 が共

有 で きな くて も、相 手の 「問い」の共 有 は可 能で あ る。

「対 話」は、 言 葉 は関係 性 の 中 で創 られ、相 手 の 感情 に届 く。 関係 性 が あ るか らこそ、

紛争 が起 こ るので あ り、 関係 性 がな い偶 発 的 といわれ る交通事 故 にお いて も、紛 争状 況や

そ の紛争 の過程 にお いて、 関 わ りを通 して 、 自ず と関係性 はで きてい る。 実 は、そ の場 そ

の場 で 、関 係性 は動 態 的 に排 他 的 に創 られ て い るので あ る。 「対 話」とは、対 峙 す る相 手

との間 でで きる唯一 の最小 の共 通基盤 行動 であ る。
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医療 へ の不 信や 信頼 回復 が語 られ る とき、多 くの場合 、 医療 事故 の 頻発 が その 背景 に

ある。 それ は大 部分技術 的 ・制 度的 問題 で ある。 元 々、 医療者側 も患 者側 も、 「救 い たい、

治 したい 」、「救 って も らい た い、 治 りた い」とい う協働 基 盤 が あ る。 医 師 と患 者 の関係

は、 「信用 」レベ ル と しての 関係や 「信 頼」レベ ル としての 関係 の いず れ に捉 え よ うと も、

医療 の不 確実 性 は避 けて通 れず、 医療事 故 につ い ては、落 胆 ・失望 な どを味 わう リスク は

常 に存 在 してい る。 医療 事故 にお け る 「謝罪」や 「責任 」にお いて問 うべ き こと とは、相 互

理解 のた めの 「対 話」の過程 か ら創 出 され る、 各当事 者へ の様 々な 「応 答」の可能性 なので

あ る。

[なかに しとしみ ・大阪大学 コミュニケー ションデザ イ ン ・セ ンター特任講師]
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哲 学 カ フ ェ探 究

活動とインタフェイス

本間直樹/高 橋 綾/松 川絵里/樫 本直樹

は じめに

本稿 は、「哲学 カフ ェ」を 「ともに考 え、 議論 す る」とい う哲 学 の社 会 的実践 、新 しい活

動 のかた ち と して描 くとと もに、 この哲学 的議 論 の実 践 ・活動 が、そ れ以外 の活動 の イ ン

タフェイ ス と して果 たす 役割 の可能 性 につい て考察 す る。 まず、 フラ ンス にて 開花 した哲

学 カ フェの歴 史 と形 式(1)、 そ して、 哲学 カフ ェの社 会的 背景(2)に つい て簡 単 に述べ 、

次 いで、社 会 的実践 と活動 の観 点か ら哲 学的議 論 お よび哲学 カ フェ を考 察す る(3)。 さ ら

に、 実際 に行 われて いる実践例 を通 して、哲学 カフェが活 動 と して どの よ うに人 々の なか

で営 まれ てい るのか を具体 的 に考察 す る(4)。 最後 に、 これ まで の まとめ と、 さ らに広 い

社 会 的観点 か ら哲 学 カフ ェの活動が どの ように位 置づ け られ るのか につい て論 じる。

1.哲 学 カ フ ェ に つ い て

1-1.哲 学 カ フ ェ の 歴 史

哲 学 カ フ ェは、 フ ラ ンス ・パ リで偶 然 に生 ま れ た。哲 学 カ フ ェの創 始 者 とい わ れ る

マ ルク ・ソー テ(MarcSautet)は 、1992年 の あ る 日、 彼 の仲 間 と とも に、 当 時 ドイツ や

オ ラ ンダで試 み られ始 めた 「哲 学 カ ウ ンセ リ ング(哲 学相 談 室)」 につ い て計 画 を練 る た

め に、 この カ フェ に集 まる こ と に した。 当 日、彼 らが カフ ェ に行 く と、「こ こで 哲 学 討

論 会 が あ る ら しい」とい うラ ジオ放 送 を 聞 きつ けた 人 た ちが集 まっ てい た。 そ こ で ソー

テが 即興 的 にアニ メー タ(進 行 役)を 演 じた のが 、哲 学 カ フェ の始 ま りで あ る。 そ の後 、

哲 学 カ フ ェ はパ リか ら世 界 各 地 に広 が り、 アメ リ カ、 ドイ ツ な ど各 地 に定 着 して い く
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(Sautet,1995諞1996,1998)。

「哲学 カ フェ」は、 欧米 に広 ま ってい る 「哲学 プ ラクテ ィス」(philosophyinpractice)と 呼

ばれ る諸活 動 の一形 態 と して位 置 づ ける こ とが で きる。「哲 学 プ ラクテ ィス 」とは、専 門

家や研 究者 のみ に よって独 占 され るもの と しての哲 学 では な く、広 く社会 の なかで実 践 さ

れ る哲学 のあ り方 を模 索す る運動 で あ り、哲 学書 に記 され た言葉、 既存 の知識 か ら出発す

るので はな く、 対話 の参加 者が 日々の 生活 や社 会 につ いて考 え る問題か ら哲学 的 な対 話 を

始 め るこ とが 共通 す る特 徴 であ る。 ソー テが始 め よ うと して いた哲 学 カウ ンセ リング(哲

学相 談所)は 、1981年 ドイ ツにお いて哲 学者 のア ーヘ ンバ ッハ に よって創 始 された と言 わ

れ てい る。 哲学 カフェ は、偶 然 の成 り行 きに よって哲学 カウ ンセ リングか ら派 生 し、 しか

も、哲 学 カ ウンセ リ ングよ りも急 速 に世 界 に広が った。 日本 で は、2000年 前後 か ら、 ソー

テ の活動 を知 って関心 を もった人 々や 「哲学 プラ クテ ィス」に関心 をもっ た哲 学研 究 者 に

よって、哲 学 カ フェが 行 われ るよ うにな った。

1-2.哲 学 カ フェ の形 式

現 実 に行 われ てい る哲 学 カ フェ は実 に多 種多 様 で あ るが、哲 学 カフ ェの最小 限度 の共

通要 素 と して、(1)場 所、(2)議 論 のテー マ、(3)進 行 役(animateur/飴cilitator)が あげ ら

れ る。

【哲学 カフェが行 わ れる場所 】

哲 学 カ フ ェが 行 われ る場 所 と して は、 カ フェ、 図書館 、研 修 室(セ ミナー ル ー ム)、 書

店、 地域 の コ ミュ ニテ ィルー ムな どが あ げ られ る。基本 的 には誰 もが 自由 に出入 りで きる

場所 で あ り、飲 食が許 され てお り、堅苦 し くな くリラ ックス して議 論の で きる場所 であ る

ことが求 め られ る。参 加者 の参加 形態 として は、 途 中の出入 りが可 能 な任 意 の参加 が原則

で あ り、参 加費 は特 に な く、 カフ ェな どで は参加者 は飲 食費 のみ を負担 す るこ とが ほ とん

どで あ る。

開催 形式 と して は、 カフェや公 共空 間で お こなわれ る独 立型 の哲 学 カフ ェ とともに、映

画上 映や ダ ンス ワー ク シ ョップ、 展覧会 な どの後 や(フ ランスの 「シ ネフ ィロ」、 日本 で の

「アー ト哲学 カフ ェ」)、研 究会 な どの イベ ン トのなか で行 わ れ、 その イベ ン トと関連 あ る

テ ーマ につ い て議論す るイベ ン ト寄生 型の哲 学 カ フェの二通 りが あ る。
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【テー マ】

哲学 カ フェで は、 その 日話 し合 わ れる テーマ が問い の形 で提 示 され るこ とが ほ とん どで

あ る。 テーマ や問 い はあ らか じめ進行 役 な どに よって 決め られ、 その テーマ に関心 を持 っ

た参加者 が集 まる場 合 もあれ ば、当 日、そ の場 で参加 者 によって提 案 され、決 め られ る場

合 もあ る。

哲 学 カ フェのテー マ、 問いの特 徴 として 、特 殊 な知識 を持 って いない と答 え られ ない よ

うな専 門 的 な問い は避 け られ る。 また 、「ハ ウ ツー」的 問い、 経験 則 の応用 や 実験 に よっ

て答 え られ る問い はふ さわ し くない。1.日 常 生活 と関連 す る もの、2.誰 もがそ れ につ い て

考 える こ とが で きる もの、3.人 間 に関 わ る普遍 的 で根 本的 な問い で あ るこ と、が 望 ま し

い。[*1]

応 用型 の哲学 カフ ェと して、物 語、絵 画 、映画 、 ダ ンス な どを鑑 賞 した後 で、 そ れ らの

作 品の なか にテーマ を読 み取 り、そ れにつ いて議 論す る哲 学 カ フェ も行 われ てい る。 この

場合 、 テーマ や問 いは言葉 で はな く、作 品 を通 して提示 され る。

【進行役 のい くつか の タイプ】

哲 学 カ フェに とって、進 行役 の役割 は きわめ て重要 であ る。進行 の仕 方は一通 りでは な

く、参加 者や テーマ 、行 われ てい る国、文化 や進 行役 の個 性 な どに よって進行 の方法 は異

なる。

フラ ンス型(ソ ー テ とそ の後 継者)の 進行役 の場 合 、一 人一 人の発 言 者 と進行役 の問答

が 中心 となる。発言 者 は参 加者全 員 に向 けて とい うよ りも、 主 に進行 役 にむ けて話 しか け

る。進行 役 は、発言 者の それぞ れの意 見 に一つ一 つ反論 した り、一緒 に考 えた り、他 の発

言 者の 意見 との関連 を解説 した りす る。 この場合 は、進 行役 と発言 者の 一対一 の討議 、進

行 役 を要 に した一対 多 の議論 形態 が とられ る。 他 に は、 い わゆ る 「フ ァシ リテ ー タ」に徹

す る進行 役 も見 られ る。 この タイ プの進行役 は、 自分 では積極 的 な意見 を表 明せ ず 、あ く

まで発言 者 の発 言 を助 けた り、発 言者 どう しの意 見 を噛み合 わせ た りして、参加 者 どう し

の対話 を促進 させ る ことに中心 をお く。そ の他、 上記 二つ を明確 に区別 す るこ とな く混在

させ る者 、議 論 をコ ン トロー ル しない、マ イ クを回す だけ で、整理 も介 入 もま とめ もしな

い放任型 、 また参加 者の 一人 にな るか、恣 意的 な形で介 入 を加 える進行役 もいる。

1 著 者 た ち が 最 近 行 っ た 哲 学 カフ ェ の テ ー マ に つ い て は 、http=〃www.ca艶philαlp/activities/activities_cp3.htm1を 参

照 され た い 。
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2.哲 学カフェの社会的背景

2-1.欧 米 に お け る哲 学 カ フェ

哲学 カフェが偶 然 に生 まれた とす れ ば、それ は どの ような条件 の も とでそ うな ったの で

あ ろ うか。そ の条 件 の一 つ に、「カフェ」の もつ社 会歴 史 ・文化 的 背景 が あげ られ る。何

よ りも、 ヨー ロ ッパ の十 七後 半世 紀 か ら十八 世紀 にお い て、 「市 民社 会」(市民 的公共 圏)

の成 立 にお いて カ フェが果 た した役 割 を無 視す る こ とはで きない。[・2]

また 、パ リが培 うカ フェ文化 の 土壌 が あっ た

こ とも無視 で きな い。パ リに は、 映 画の上 映 と

討論 を行 う シネ クラブや シネマ カ フェ、詩 な ど

文学 作 品 を朗 読す る文学 カフ ェな ど、芸術 を中

心 に人 び とが集 ま り、交 流 を行 う複 数の活 動 が

数多 く存 在 してい る。新 聞や 公共 ラジオ な どの

メデ ィア におい て、芸 術 と哲 学 に関す る批 評が

政治 ・経 済 と同等 に扱 われて い る とい うメデ ィ

ア的環 境 が あ る こ と。 そ う した環 境 の な か で、

文学 と も関連 の深 い 哲学 を論 じるた めに 人び と

が集 まっ た とい うこ と、 また精神 分析 の影 響 の

根 強い フラ ンス文 化 の なか で は、 哲 学 カウ ンセ

リ ングは受容 されず 、 む しろ哲学 カフ ェの方 が

[写 真1] 哲 学 カ フ ェ"発 祥"の 地 カ フ ェ ・デ ・フ ァー ル

(パ リ、 バ ス テ ィー ユ 広 場)

2一 ハーバマ スによると、十七世紀にロン ドンに登場 した 「コー ヒーハ ウス」やサロ ン、会食会は、「社 会的地位 を

度外視す る社交様式」あるいは 「対等性の作法」(が出現 したこと、教会や国家の権威か ら自由に討論 し、すべ

ての人が討論に参加で きるような場 であった。(Habeτmas,1990)カ フェで は意見交換 や討論、さ らには、その

議論の内容 を伝える政治新聞に媒介 されなが ら、国家 との対抗関係のなかで、公的なことが らについての議論

が形成 され、「政治的公共圏」が誕生 した。
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新鮮 に受 け止 め られた こ とは 当然 の成 り行 きで あっ た ように思 われ る。[・3]さらに、 こう し

た哲 学 カ フ ェの 流行 が、 国家 や 文化 圏 を単位 とす るので は な く、 「都 市 」を単位 と して飛

び火 的 に広 が った こ とも注 目されるだ ろ う。 ソー テの活動 を基 盤 に して作 られ たウ ェブサ

イ トの 「リンク集」を見 れ ば、 ヨー ロ ッパ の各都 市 に飛 び火 的 に広が った哲学 カフェ の様

子 を伺 い知 るこ とが で きる。[・4]

上 記 の ヨー ロ ッパ の カフ ェ文化 とは異 なっ た アメ リカで の新展 開 に も少 し触 れ てお こ

う。 『ソクラテ ス ・カフ ェに よう こそ』の著者 、 ク リス トフ ァー ・フ ィ リップス は、(哲 学

教育 を大 学で受 け、 学位 を もった)哲 学 者で は な くフ リー ラ ンス の ライ ターであ り、 アメ

リカ国内 を歩 き回 りなが ら各地 で 「ソク ラテス ・カフ ェ」を開い てい る。(Philhps,2003)彼

は ソーテ とは異 な り、大 学の研 究者 と積極 的 に交流す る と もに、 カ フェ以外 の さま ざまな

場所(老 人 ホーム で、デ イ ・ケ ア ・セ ンター で、刑務 所で 、ホス ピス で)で 哲 学の議 論 を行 っ

てい る。 こ こに貫 かれ てい るの は、社会 の民主 主義 的な構 築 とい う目標 の ため に哲 学が必

要 であ る とい う信 念 と 厂哲学 的 な奉 仕 活動 」へ の意志 であ る。 民 主主義 と教 育 の徹底 を説

くジ ョン ・デュ ーイの影 響下 、「子 どものた めの哲学 」の プロ グラム を創 始 したマ シ ュー ・

リップマ ンの も とで学 んだ経 験が あ り、 ソクラテス を人生 の模範 とす る フィ リップス の姿

は、 「哲 学 カフ ェ」のあ る一 面 を よ りラデ ィカル に実践 す る例 と して注 目され る。

2-2.日 本 に お け る受 容 と実 践

日本 にお け る哲 学 カ フェの"輸 入"は 、 まず ソーテ の著書 が翻 訳 出版 される こ とか ら始

まる(1996年)。 そ して大学 の哲 学界 のな かで、哲 学 プ ラクテ ィス に関心 を もつ研 究者が 、

哲学 カフ ェを開始 す る(2000年)。 またソー テ の書 を読 んで哲 学 カ フェ を試 み た人 た ちが

3

4

フ ラ ンス に お い て は 、 こ う した 市 民 活 動 と して の 哲 学 カフ ェ は 、 マ ス メデ ィ ア に よ る好 奇 の 目 と非 難 に晒 さ

れ る。 また、 エ ドガ ー ル ・モ ラ ンな どの例 外 を 除 い て、 フ ラ ンス哲 学 界 にお い て は黙 殺 され る。 しか し最 近 で

は 、哲 学研 究者 を招 い て の議 論 、 国営 ラ ジオ 局 を通 じて の実 況 放 送 な どの新 た な試 み も続 け られ て い る(パ リ、

ダニ エ ル ・ラ ミ レズ な ど)。

各 都 市 の 哲 学 カ フ ェ活 動 に つ い てのURL。 フ ラ ンス/パ リ("P睡os"wwwphios.or… グindex.html)、 ベ ル ギ ー/ブ

リ ュ ッセ ル(users.skアnet.be/skア80245)、 イギ リス/ク ロム フ ォ ー ド(dialspace.dial.pipex.comll.1.hurstlc爵phi.htm)、

ス イ ス/バ ー ゼ ル(www.viavia.ch/ph亘osophes/)、 ドイ ツ/デ ュ ッセ ル ドル フ(www.c醜phio.de/)ド イ ツ/ベ ル リ

ン(Kop蝕erkBerlin.de)、 日本/大 阪 実 験哲 学 カフ ェ(tetsuga㎞ca甸p/)、 カフ ェ フ ィロ(www.c曲p贓ojp)
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現 れ る(2001年)。 これ らの動 きは現 在 まで も続 いて い る。 なお、 こ こでは 出版 界 と大 学

が 普及 の役割 を果 た してい る点 が特徴 といえ る。

他 な らぬ筆者 た ち も、大 阪大 学臨床 哲学研 究室 を 中心 に哲 学 カフ ェの実践 に当初 か ら参

与 す るほか、 フ ラ ンス、 ドイ ツ、 イギ リス の進行 役 との積 極 的 な交 流 を行 ってい る。以下

の考 察 は、 こ うした実践 を通 じて得 られた知 見 も交 えて行 われ る。[・5]

3.社 会的実践 と 〈活動〉としての哲学カフェ

哲 学 カ フェ は、 カフェ な どの社会 空 間 にお い て行 われ る。 そ う した事 実 だ けを も とに、

哲学 カフ ェを 「実践 」とみ なす こ とは もち ろん不 可能 で はな い。 しか し他方 で、 大学 に代

表 され る 「知」の空 間 と哲 学 カ フェの よ うな社会 的活 動 とを 「理論 」と 「実践 」とい う対立

の もとで抽 象 的に考 察す る ことは様 々な理 由か ら有効 とは言 いが たい。 本章 では、哲 学 カ

フェの 活動 を正 当 に評価 す る ため に、 「実 践 」とい う観 点の重 要性 をあ らた めて確 認 した

後 に、哲学 カフェ を 「社会 的実践 」お よび 〈活 動〉として位 置 づけ る ことを試み る。

3-1.実 践 に つ い て

【実践 の定義 】

社 会科 学 な どの 分野 にお い て積 み 重 ね られ た 「実践 」に関す る議 論 を踏 まえ、 まず実 践

とは何 か につ い て ご く簡 単 に述 べ てお こ う。以 下 におい て問題 の焦点 となる実践 とは、 つ

ね に身体 と状 況 を と もな いな が ら知 を生 み 出 し、 運用 ・伝 達す る行 為一 般 の こ とを指 す。

そ れは いわ ゆ る理 論(テ オ リア)に 対 置 され る もの と しての実 践(プ ラク シス)で は ない。

知 識 な しの実 践 はあ り得 ず 、逆 に、 知識 を駆使 す る理 論 の構 築 も知識 の運用 とい う点 にお

いて実践 の一 形態 で ある とみな され る。

5 筆者 たちによる哲学カフェの活動 は、2000年 、大 阪市 「應典院」におけ る哲学カフェ開催 に始 まり、以後、大

学 の 「研究室」か ら独立 して哲学的対話を推進す る組織 「哲学 コミュニケーシ ョンkikumimi」 を発足(2001年)、

2005年4月 に 「Ca驚Philo(カ フェフィロ)」(代表本聞直樹)と して改組 し、哲学 カフェのほか、 カフェ以外 の場

所 での哲学の対話 ワー クショプ(「ソクラティクメソッド」や独 自に開発 した対話ゲームを用 いた対話)、 「こど

もの哲学」に取 り組 んでいる。(www.ca飴philαjp)
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【遂行 され る知識】

G・ ライ ルは、実 践 にお ける知 のあ り方 を二つ に区別 す る。 一つ は"㎞owingthat"(～ と

い う こ とを知 る こ と)と 呼 ばれ 、事 実 や命 題、 規則 を事 実 内容 と して 知 って い る こ とで

あ る。 もう一つ は"㎞owinghow"(や り方 を知 るこ と)と 呼 ばれ、 それ を使 い こな して、 あ

る事柄 を遂 行す るこ とで あ る。 チ ェス とい う実践 におい て、 名人 はチ ェス のル ー ルや定

石 、過 去 の対戦 を知 識 と して知 ってお り、 それ を実 際 のゲー ムの なか に 「適 用 」す るの で

はな い。名 人は定石 や ルール をい ちいち参照 して、 そ こか ら次 の一 手 を繰 り出すの で はな

く、実践 とい う単一 の行為 をうま く行 って い るだけで ある。 ルー ルや定石 とい う"㎞owing

that"が 先 にあ り、 実践 はそ れ を適用 す る場 所 な の で は ない。 む しろ ル ー ルや 定 石 の方

が、実践 の なかか ら浮 かび上 が る もの であ る。チ ェスが 上達 した い と望 む人 は、"㎞owing

th乳t"だけ を蓄 積 して も無 駄 であ り、 む しろ ゲー ム をす る ことの なか でそ れ を学 ぶ こ とが

必 要 であ る。「実践 に知 識 を応用 す る」とい う言 い 方 は適切 で はな い。 む しろ、 知識 は実

践 と一体 で あるか、 実践 か ら取 り出 され る もので あ る。(Ryle,1949,p.27)「 行為 の効果 的 な

実践 が 、む しろ実践 の ための理論 に先 行す る。」(p31)

【実践 の共同性 】

実践 に関す る もう一つ の 論点 は、 実践 は一人 で は な され ない とい うこ とであ る。 それ

は、 同 じ行為 が複 数の人 々の あい だで単 に繰 り返 される こ とを意味 す るので はな く、た と

え一 人で 行 われ て も、そ れ は他 者 に向 けて な され て いる とい う意 味 で共 同的 な もの で あ

る。[・6]ところで、 この 実践 の共 同性 は、 あ る規 則 に合致 して行 為す る こ とが、 一人 で はな

され得 ない 、 とい う意味 での抽象 的 な共 同性 を意 味す るだ けで はない。 こう した共 同性 を

構 成す る他者 や人 々は抽象 的 に想定 され る存 在 で はな く、 ともに発 話や 行為が 遂行 され る

場 と身体 と歴 史の なか に具体 的に状況 づ け られ てい る。 いか な る実践 もそれ に先行す る状

況 に対す る応答 で ある。

【社 会的 実践 と学習】

こう した具体 的 な社 会状 況 の なかで 行 われ る実践 は 「社 会 的実践 」と呼 ばれ る。人 は あ

る ことを共 に行 うなかで、 知識 を共有 す る。お茶 を飲 む、椅 子 に座 るとい う、 取 るに足 ら

ない ような些細 な行為 でさ え、 それ に対応 す る知 識 を含 んで い る。 共 に行 うこ とは、学ぶ

とい うこ との原 点で あ り、 すべ て の社会 的実 践 の基本 とな るこ とが らであ る。 ところで、

6 規 則 と行 為 に 関す る ヴ ィ トゲ ン シ ュ タイ ン以降 の 議 論 、Kripke(1982=1983)な どを参 照 の こ と。
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「知識 」と 「教育 」を考 え る文 脈 にお いて、 学ぶ こと/学 習 とは 自分 の外 にあ る(身 体 と場

所 を持 たな い)情 報 や知識 を個 人 が 「摂 取 ・内化 」す る こ とと捉 え られ が ちで あ る。 情報

や 知識 は、本 や教 え る者 の頭 のなか に存在 し、学 ぶ者 はそ れ らか ら与 え られ る知識 を受 け

取 る だけの受 け身 の存在 とされてい る。

これ に対 して、近 年、学 習 を 「社会 的実践 へ の参加」とい う観点 か ら捉 える試み があ る。

(Lave&Wenge坦991)何 か を学 ぶ こ と、何 かが で きる ように なる ことは、 身体 ・場 所 ・歴

史 を持 った社会 的実 践 に 「参 加す る」プロセス で ある。 いか な る知 識 も、 身体 とと もにあ

る場 のなか で発揮 され る ものであ る。学習 にお いて 問題 とな るのは、個 人が 知識 をいか に

効 率的 に 「内化 」す るか では な く、 ある実践 に、他 人 とと もに 「参 加」す るこ と、 その なか

で まわ りの人 々や学 習の 資源 との関係 を どの よ うに組 織 し、変容 させ てい くか とい うこ と

だ と捉 え られ る。

社 会 的実践 の観点 を導入 す る ことに よって、概 念操作 や論 理的 判断 な ど知 的 と見 な され

る活動 か ら、技 術 あ るい は身体 運動 を駆使 す る活 動 まで幅広 く実践 と して捉 え るこ とが で

きる。社 会の なか で実際 に展 開 され てい る どの ような実践 を見 て も、必 ず実践 の場 と実践

へ の参加 者か らなる コミュニ テ ィが あ るこ とが分 か る。会社 や研 究機 関、哲学 カフ ェ、育

児 サー クル、趣 味 の集 ま り、イ ンターネ ッ トを介 した情報 交換 もそ の よ うな 「実践 コミュ

ニ テ ィ」(W6nger,1998)に 数 え入 れ る こ とが で きる。 この ような実 践 コ ミュニ テ ィの特徴

と して は、専 門化 あるい はオー ソ ライズ された知 識 と技 能が 共有 され てい るこ と、 評価 の

システ ムが確立 して い るこ と、実践 を媒 介す る人工 物(発 行物 、教室)が あ り、コ ミュニテ ィ

へ の入 ロ と出 口(メ ンバ ー シップ)が は っ き りしてい る ことをあ げる こ とが で きる。[・7]

3-2.実 践 と して の思 考 と議 論

【よ き議論 を営 む とい う実践 】

「哲 学 」は、 その歴 史 的展 開 のな かで、 様 々 な人 々に よっ て様 々 な形 態 を もって実践 さ

7 社会的実践へ の 「参加」の観 点においては、参加の具体 的な手 がか りや媒介 となる状況 の細 部、そ して参加

によって生 み出 され るもの(媒 介物)に 関す る視点 が重要 とな る。 とくにウェ ンガーは、「参加」と 「物 象化

(rei丘cation)」は相 互補完的な関係 にある と述べ ている(Wenger,1998,Chap.1)。 実践の物象化の例 として、道具、

シンボル、物語、用語、概念があげ られているが、大学や学会の研 究活動 においては、雑誌な どの発行物の果

たす役割が極めて大 きく、 これを通 して正統な知識、評価、メンバー シップが確立 されている。
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れ て きた。例 えば、 古代 ギ リシアに おい て ソク ラテス は、思 考 を吟 味す るこ と を 「対 話 」

にお いて実 践 し、 いか な る文書 も残 さなか った。そ して、対 話 を書 き、 読 む ことを通 して

と もに考 える とい う実践 を歴 史的 に拡張 した のは プラ トンであ る。[・8]

口頭 の もので あれ、 文書 を介 した もの であ れ、対話 あ るい は議 論 を遂 行す る なかで、 思

考 を吟 味 しなが ら展 開す る こ とは、哲 学 の実践 を特徴 づ けてい る。 なかで も学 問 と しての

哲 学 は、人 々の あいだ でな され る誤 っ た推 論や思 考過 程 を見 分 ける とい う動機 と営 み にそ

の起源 の一 つ を もっ てい る。 ア リス トテ レス に由来 す る 「論理 学」の生 成 とそ の役割 もそ

の一 つで ある。 論理 学 は議論 に おい て遂行 され るべ き推 論 の形式 化 と体系 化 を 目指 した。

しか し、ライルの指摘 す る よ うに、「人 々は彼[ア リス トテ レス]の 論理 学 を学 ぶ以前 か ら、

いか に して誤 りを避 け、いか に して誤 りを発 見す るか とい う ことを知 ってい た」の であ り、

私 た ち は論理 学 の規 則 に直接 言及 す る こ とな しに、 実 際 に議 論 を して い る。(Ryld949,

p.30)む しろ、 論理学 の形 成 と ともに、そ れに よって形式 化 され た もの(知)を いか に実践

す るか とい う、問題 が派生 的 に生 じ、 同時 に、形 式化 され た知 をまず 身につ け、そ れ を間

違 えず に使 用す る、 とい う 「教 育」の課 題 も生 まれ たの であ る。 しか し他 方で、 議論 す る

とい う実 践 を出発点 に考 え るな らば、 そ もそ も、 「正 しい思 考過程」(推論 ・論証)を 抽 出 ・

確 定 した うえで、そ れ らをあ る ことが らに適用す る こ とだ けで事足 りるので はな く、 実際

の議論 の遂行 にお いて正 し く考 え るこ とが よ り重 要 な課 題 とな るはずで あ る。[*9]

【文書 を介 した議論】

ところで、 「概念 」形成 と思 考過 程 の形式化 は、議論 され るべ き問題 を適 切 にマ ーク し、

継続 して よ り精 緻 に考 えるため に必要 となる手続 きで あ る。学 問 として の哲学 は、 この手

続 きを精 緻化 ・複雑 化 す るこ とに よって、 「専 門性 」の要求 され る実践 を生 み 出 し、 「哲学

研 究」とい う実 践 を分化 させ た 。 こ こで 「書 く」とい う実 践 の導入 が 果 たす役 割 は極 めて

重 要 であ る。 ともに考 え議論 す る とい う実践 は、文 書 を書 く とい う実践 形 態 を通 じてそ

れ 自体で 自律 した営 み とな り、公 開文 書 を通 して の議論(論 文作 成 とそ の評価)や 、(誰 と

8

Q
ノ

ソクラテス と「ソクラテス対話篇」成立の歴史については、納富(2005)を 参照のこと。

近年、「論理 的思考」「批判的思考」が再評価 され、多 くの出版物が出 されているの も、 こうした ことに対する

反省が なされていることを意味 しているだろう。野矢(1997)、 伊勢 田(2005)な ど。 これ らの 「トレーニ ング」

は何か に活かされ ることを想定 されていることは間違いないが、いつ誰 に対 して どのように活かされるべ きか

が二次的なこととして扱われてい る。実践 の状況が さほど重視 されていない、 というこの事実は注 目に値する

だろう。
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話す こと もな く)読 んで考 える とい う 「読 書」とい う実践 へ と展 開す る。言 うまで もな く、

文書 を介 した議 論 とい う実践 の あ り方 は、「学 問研 究」の 自律 的 な活動 に とって必 須 の も

ので ある。[・10]

【議論 の レパ ー トリー】

すべ て の哲学 の概念 や理論 は歴 史的 に形成 され、 議論 され、 文書 を通 じて伝達 されて き

た もので あ る。 哲学 の歴 史 を学 ぶ こ とは、哲 学の テー マ に関す る非常 に豊 か な議 論 の 「レ

パ ー トリー」を身 につ け、 それ を新 た に現在 にお いて新 し く活 用す るこ とを学 ぶ こ とを意

味す る。つ ま り、 哲学 の議論 に熟達 した者で あれ ば、 これ ら概念 や理 論 につい て単 に知 っ

てい る(知 識 を所持 してい る)だ け でな く、 それ らの知 識 を議論 の レパ ー トリー として時

と場合 に応 じて 自由 に変 形 し、活用 す るこ とがで きる。 ライ ルに よれば、 議論 に熟達 した

者 は、機械 的反 復 を行 うの で はな く、「か つ て一度 も構 成 され た こ との ない よ うな種類 の

もの 」、 「知 的革新 」を 自 ら遂 行す る。 例 え ば、「不 明 瞭 な形 で提 起 された論 点 を改 変す る

用 意が あ る、多義 的 にな らない よ うに警 戒 した り、 逆 にその多 義性 を利用 す る機 会 を伺 っ

た りす る、 容易 に反証 しうる ような推論 に頼 らぬ よ う心 を配 り、反論 に機 敏 に対 応 し、議

論全体 を 目標 に 向けて操 縦 す る ように構 えて い るこ とな ど もそ うした特徴 で あ る。」(Rγ1e,

1949,p.56)[*11]

10

11

今 日学 問研究 にとって当た り前 となっている様式、すなわち、以前 になされた どの議論に どう貢献す るのか、

という議論ス タイル、議論の現場にいない者や別の場所で言われたことについての正確な言及(「引用」とい う

スタイル)は 文書の使用に よってはじめて確実な ものとなる。 このように思考過程の形式化 と伝達は、文書が

なければ、極めて困難である。哲 学に限 らず、文書 を介 した議論を中心 とする学問研 究(文 学系の研究)は 、

「原典」を何度 も捉 え返 して論 じる(解 釈する)こ とを重視する。

またオングによれば、「哲学 も、思想史 も、声の文化の研究 にはほ とんど貢献 していない。哲学、な らびに、

すべての科学 と 「諸技術arts」(アリス トテレスの 『弁論術』の ような、手続 きに関する分析 的研究)は 、書 くこ

とにその存在 を負 っている。つま り、それ らは、素手の人間の精神 によってではな く、 ある技術technologyを

利用す る精神 によって生み出 された ものであ り、その技術 は、精神過程それ 自体のなか に深 く内面化 され、同

化 されて きたのである。」(Ong,1982,p.350)後 で述べ るように、 この指摘 は哲学 カフェの実践 と役割を考える

上で極 めて重要である。

このほか、文字 と文書が コミュニケー ションにおいて果た した役割に関す る社会 システム論的考察 として

は、NiklasLuhmann(1997)(2章)お よび、大黒岳彦(2006),『 〈メディ.ア〉の哲学:ル ーマ ン社 会システム論の

射程と限界』,NTT出 版(第2部)を 参照の こと。

ライルはこうした能力 をその人の 「性向disposition」と考 える。 しか し、 田辺(2003)の 指摘 のように、 ライル

は、実践の能力を個人の もの と考え、共同の実践あるい は状況のなかでの実践 という観点か ら十分 に考察 して

いない。
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【哲 学の議 論の特徴 】

現 在 に至 る まで 「哲 学」と して語 られ 、書 かれ た もの を包 括 的 に定 義す るこ とは非常 に

困難 であ るが、少 な くとも、哲学 の議論 を他 の議論 か ら区別す る特徴 と して、次 の2点:1.

人 間や世界 に関わ る普遍 的 な問い を立 て、そ れ に答 え よ うとす るこ と[・12]、2.こう した問

い と答 えにお け る、 定義 や論証 の プ ロセスそ の もの を常 に重視 す る こ と[・13]、をあ げる こ

とが で きるだ ろ う。前 者 につ いて は、議 論 と思 考 の対象 に議論 ・思考 す る者が含 まれ る こ

と、 後者 につい ては、 議論 と思考 の プロセス ある いは手続 きそ の ものを議 論 と思考 の対 象

にす る こ と、 とい う点 にお いてそ れぞ れ 自己言 及的 であ る ことが大 きな特徴 となる[・14]。

この ような特徴 を備 えてい るが ゆえ に、 哲学 の議論 は、 日常 の こ とが らか ら抽象 的 な問題

まで 、幅広 い主題 を議 論の対 象 とす るこ とが で きる。つ ま り、哲 学 の議 論 は、議論 される

対象 の種類 や性 質に よって規 定 され るので はな く、 議論 の仕 方 と営 みその もの に よって哲

学的 とな るので ある。

3-3.「 社 会 的 実 践 」として の 哲 学 とそ の多 様 性

【実践へ の参加 】

さ らに、哲学 にお ける思考 と議 論 を、 その実 践へ の参 加 とい う観点 か ら考 えて み よ う。

人 はいか に して哲 学、 その思 考 と議論 を学 ぶ のだ ろうか。一 つ には、大 学 に通 い、 講義 を

受 け、 教員 か ら指 導 を受 け、研 究会 や学会 に所属 し、論文 を書 く、す なわ ち哲 学研 究者 に

な る とい う道が ある。 また これ とは別 に、個人 的 に哲 学書 を読 み、考 え、仲 間 と議 論す る

とい う道が あ る。

社 会 的実 践へ の参 加 とい う観 点 か ら哲 学研 究者 の 活動 を見 た場合 、論 文生 産 、学 会活

2

3

1

1

14

こうした問いかけは多 くの仕方で可能である。存在、真理、認識、心、意志、自由、善、愛、規範、正義な ど。

例えば、デカル トの 「方法的懐疑」や フッサールの 「現象学 的反省」な どをあげることができるだろう。同様に、

多 くの哲学者はこのプロセスそのもの を問題にし、 さらにその問題の仕方 について論争 を繰 り返 してきた。

この 自己言及性ゆえに、高度な概念操作 とその熟達が要求されることが しば しばであ り、それがいわゆる哲学

の思考の 「難解さ」の原因 ともなってい る。そ してまた、思考の対象 と手続 きのこの 自己言及が、思考 を遂行

する状況(身 体 ・歴史 ・場)を 無視する ことの構造 的な特徴 となっていることにも注意 したい。例えば、二十

世紀の哲学、現象学 と分析哲学はそれぞれ 「意識」と 「言語」とからなる純粋 な自己言及の思考空間 を発明した

が、後にそれ らを状 況づける歴 史 ・身体 ・社会 を自らの 問題 として組み入 れることを余儀 な くされ たといえ

る。(Rort弊1982=1985)
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動 、教育 におけ る知 識 の伝 授 な ど、 その ほ とん どが大 学 とい うコ ミュニテ ィに共通 す る慣

習 に則 った もので あ る。 こう した慣 習の存在 は、学 問 としての内容 の多 様性 を保証 す る う

えで不可 欠 と もい え る。他 方 で、一般 に研 究者 の コ ミュ ニテ ィで は、細 か な専 門領域 に対

す るア イデ ンテ ィテ ィ形成 が 要 求 され、 そ れ に よって研 究 や議 論 の仕 方 が制 約 される の

が特 徴 であ る。そ の限定 され た、 同質 なコ ミュニ ティの なかで、 先行研 究 をふ まえて、 自

分 な りの新 しい論点 や解釈 を出す こ とが問題 となる。学 位付 与機 関や学会 は研 究 に対 す る

オー ソライゼ ー シ ョンの機 関 と して機 能 してい る。

論 文 を書 くこ とを中心 に据 えた研究 者 コ ミュニテ ィにお いて は、 文書 を読 み書 きす る と

い う実践 が最 も重視 され る。 この ような コ ミュニケー シ ョンにお いて特徴 的 であ る と考 え

られ るの は、議 論の相 手 として 、研究 者 コ ミュニテ ィにお ける読者 とい う前 もって選別 さ

れた読み 手、発 話者 の分 身 と しての理 想的 な理解 者(「理性 的存在者 」)を想定 し、議 論 は、

そ うした理想 的 な読 み手 たち に よるコ ミュニケ ー シ ョンに対 す る信 頼 と期 待 を もとに して

行 われ る。

【様 々 な実践形 態】

他 方 で、大学 以外 の場所 で、 一人 で哲学書 を読 んだ り、他 人 と議 論 した り、 情報 交換す

る とい う実践 もあ り、そ こで は と きに極 め て高 度 な知 的活 動 が展 開 され る の も事 実 で あ

る。 これ らは、読書 とい う文化 的実践 を背 景 に した、書 か れた もの を思 考の素 材 とす る活

動 であ り、 なか には出版物 を通 じて知 的生 産 の活 動へ と参加 す る もの もあ る。 近年 、 イ ン

ター ネ ッ トを介 した文書 の コ ミュ ニケー シ ョンが、社 会の なかで大 きな役 割 を果 たす よ う

にな り、 「イ ンター ネ ッ ト ・コ ミュ ニテ ィ」にお け る実践 の展 開が注 目され る よ うにな っ

た。「電 子掲 示板」や 「メー リング リス ト」とい う技 術 に よ り、 よ り円滑 な情報 交換 が容易

にな り、独 立 した実 践 の媒 体/空 間が登場 す るこ ととな ったが、逆 に、 身体 と発話 を通 じ

た交流が ないため に既存 のス タイ ルをそ の まま適 用す る こ とがで きず、 これ らの技術 に適

応 した、 新 しい議論 実践 のス タ イルが模索 されてい るのが注 目され る。[*15]

【哲 学 カ フェ とい う実践】

これ に対 して、哲 学 カフ ェは上記 の ような実践 と連 続す るが、 異 なる新 しい実践 と参加

15 こうした 「ネッ トコミュニティ」上の実践 を支 えるもの として、参加者がネ ッ ト以外で顔を合わす とい う「オ

フライ ンミーティング」が コミュニティ内の円滑なコ ミュニケー ションにとって大 きな役割 を果 たしているこ

とも無視 できない。顔 と声 とい うメディアが コミュニケー ションにおいて特有の役割 を担っていることは興味

深い事実 である。
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のか たち を描 こう と してい る。哲学 の実践 とい う点 にお いて、哲学 カフ ェは、 よき議 論 を

営 む とい う哲 学 の原点 に立 ち帰 る動 きの 一つ と見 なす こと もで きるだ ろ う。具 体的 な こ と

が ら、 日常 の こ とが らを題材 と出発 点 に しなが ら、 ともに考 え、 よき議 論 を営 む とい う単

純 な 目的が そ こでは追求 され る。

哲 学 カフ ェは、研 究者 コ ミュ ニテ ィで の研 究 会、教 育 機 関で の授業 と同様 に、 「人 々が

ある場所 に集 まるこ と」を活動 の基本 と してい る。 しか し、カ フェ とい う場 所 の性質 か ら、

参 加者 の背 景や 動機 は様 々 であ る こ とが想 定 され る。毎 回参 加者 が変 わ る場 合 もあ り、2

時間 か ら3時 問ほ どの 限定 され た時 間の なかで 議論 を行 う。大 学で の実践 の よ うにテキ ス

ト、専 門的知 識 を用 い た緻 密 な議論 は こう した制 限上 難 しく、 その場で 参加者 か ら発 せ ら

れ る言 葉 だけ を思考 や議論 の素材 にす るこ とにな る。 す なわ ち、文書(そ の読解 能力 も含

む)と い うかた ちで固 定 された知 識 をあ てに して議論 す るこ とが極 めて困 難な状 況 のなか

で議論 する こ とが求 め られ る。 この よ うに、大学 、研究 者 コ ミュニテ ィでの実践 が、 文書

中心、 文字 文化 の特 徴 を持 つ の に対 し、哲 学 カ フェは 明 らか に口頭 文化 、「声 の文 化」の

特徴 を持 っ てい る。匚*16]

また、声 の文 化 の なか で も、 「講演 」や 「演 説」とい う一方 向 的 な情 報伝 達 とは異 な り、

哲学 カフ ェでは、参加 者全 員 での議論 が 中心 で ある。議 論へ の参加 も強制 で はな く、 自発

性 に まか されてい る。誰 もが発 言者 に もな り得 る し、聴 衆 に もな り得 る とい う議 論空 間で

ある。

【参 加者 の同 質性 と異 質性 】

哲学 カフ ェは、あ る特 定 のカ フェで継 続 して行 われ るこ と も多 いが 、議論 へ の参加 は、

継 続 的な もの とは限 らず 、一 時的 あるい は不 定期 な参加 が 中心 とな る。 この よ うに哲 学 カ

フェ は、様 々な意味 にお いて制度 化 されて いない、 極 めて不安 定で 一時 的な実践 の活動 で

ある こ とが わか る。 これ が 「新 しい実践 のか た ち」を意味 す る とす れ ば、そ れ はこの 実践

が 単 に 「新奇 な もの」で あるだ けで な く、研 究者 コ ミュニテ ィや、教 育機 関、 「カルチ ャー

16 オ ングは 「声 の文化 にもとつ く思考 と表現」の特徴 として、1.累 加 的 ・非従属的、2.累 積 的 ・非分析的、3.冗

長ないし多弁的、4,保 守的ない し伝統主義的、5.人 間的な生活世界へ の密着、6.闘 技的 な トー ン、7.感 情移入

的あるいは参加的、8.恒 常性維i持的、9.状 況依存的 ・非抽象的、をあげてい るが(Ong,1982=1991,pp.82-124)、

哲学 カフェにお ける発言のなか にはこう した特徴 を備 えた ものも少 なくない。

また、哲学カフェにおいても、発言をホワイ トボー ドに書 き上げてい くとい うような形で、文字 にして書き

留 めることを効果的に用いる場合 もあるが、それ も文字通 り 「その場 限 り」の補助手段であるにすぎない。
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セ ン ター」に代表 され る営 利 の講座 開設 と大 きく異 な り、そ のほ とん どが 自発 的 かつ 自律

的 な活動 によ って営 まれて い るこ と と、(そ のた め に)そ の活 動 の評価 が 、前者 の ような

制度 化 され た組織 活 動 にお け る基 準 か らな され る こ とが ない(な され 得 ない)、 とい う こ

とにあ るだろ う。

哲 学 カフェの 活動が 描い てい る もの は、 メ ンバ ー シ ップが要 求 され、 同質 な研 究者 の問

での み可能 であ る ような高 度な議 論で はな く、む しろ不安 定 で開か れた空 間で 、哲学 的 な

思考 と議論 を実 践 す る こ との 新 た な可能 性 で あ る。 また、 それ は知 的 ニ ーズ を個 的 に満

たす ようなサー ビス の提 供 で もない。個 人が 自らの意志 に基づ いて参加 す る、 「市民活 動」

であ り、文 字通 り 「ボ ラ ンテ ィア」の活動 で ある。[*17]

哲学 カフェの参加 者 は、多様 で あ る。 多様 であ るだ けで な く、毎 回変動 す る。 つ ま りい

つ も多様 であ る とは 限 らず、 あ る とき には 同 じ社 会 的属 性 を共 有す る者 たち が多 数 を 占

め る こと もあ る(し か し、 議論 を通 して その ような集 団の なかの多 様性 もあ らわに なる こ

ともあ る)。 哲 学 の知識 の豊 か な者、 哲学 以外 の研 究者 、会場 にた また ま居合 わせ た者 な

ど、様 々 であ る。参 加 者の動機 も一定 では な く、様 々で あ り、期 待 され るこ とも様 々であ

る。 こ う した参加者 の多 様性 は、哲 学 カフ ェの企画 の仕 方、つ ま り、議論 のテ ーマ を どの

ような もの にす るか、 テーマ を予 め告知 す るのか、 どこで開催 され るのか、 どうい う機 会

で行 わ れ るか(単 独 開催 か、 あ るイベ ン トに併 設 され るか)、 時 間帯、 天候 な どに依存 す

る。 しか も、こう した こ とは企画す る者 の予測 を裏切 るこ ともあ る。 また 、一般 に 「哲 学」

とい う名前 に集 まる人 々が何 を期待 す るのか 、 とい うこ とも状況 の一 つ とな る。 さ らにそ

こで は、単 純 に哲学 の議 論 の 「素 人」と 「熟 達 者」とい う対 立だ けが生 じる だけで は ない。

仮 にこの対 立が生 じる として も、様 々 に起 こ りうる対 立 の一つ にす ぎない。 参加 す る者 た

ちの社会 的属性 は様 々であ るがゆ えに、個 々の発 言 のや りと りの なかに、実 に様 々 な対 立

(年齢、 性別 、職業 、分 野)が 見 え隠れす る。

17 菅と山下(2002)は 、「震 災ボランテ ィア」の活動を、「市民社 会」や 「公共性」とい う理念に よって先導 され る

ものではな く、様々な具体 的課題に応 えてい くなかで生成する 「市民活動」として位置づ けている。5章 で述べ

るように、こうした 自発的活動 とい う特徴 は、「公共的空間」にお ける議論と活動 を考察するうえで重要 である。
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3-4.議 論 の実 践 知

【実 践 を積 み重 ね る とい う こと】

哲学 カフェ とい う状 況 で は、 よ き議論 を営 むため の 「方 法論 」は存在 しない。 方法 が欠

如 してい る とい う よ りも、 方法 とい う もの が適 切 な場所 を もつ こ とが ない 。[・18コこう した

状 況 にお いて よ き議論 を営 む ため におそ ら く唯一可 能 な こと としては、議 論す る とい う実

践 を繰 り返 し、そ のなか で よき実 践 を ともに見つ けて行 くこ としか な い。 哲学 カフェ にお

いて は、 どこで、 どうい う人 々が、誰 に対 して、 どうい う場合 に、 とい う状況 は、無 視す

るこ とはで きない、議 論 の構 成要 素 とな ってい る。 こ うした状 況 を障害 や制約 として、否

定 的 に意 味づ け る こ ともで きるが、 そ れ もまた状 況 に対 す る判 断 の一 つ にす ぎない だ ろ

う。哲学 カ フェは、学 問研 究へ と方 向づ け られ た実 践 では ないので 、学 問研 究 にお け る基

準 をそ の まま適用 して、す な わち、実践 の外 部 に位 置す る基準 か ら評価す るこ とは、 必ず

しも必要 で はない。

社 会 的実 践 の観 点 か らす れ ば、 人 々が実際 行 うこ とをその人 々 自身が そのつ どどの よう

に観察 し意 味づ けてい るの か、 を考 える こ とが 重要 とな る。 「理性 的 存在 者一 般」で は な

く、具体 的 なあ る人が あ る状 況 におい て考 え るこ と、 「考 え るこ と」を欲 して いる人 々が、

実 際 に実践 に参 加 しなが ら、何 を考 えるの かが常 に 出発 点 とな る。

哲学 カ フェにお いて は、一人 一人 が 自分 の考 え を言葉 にす る こ と、お 互い の意見 を よ く

聴 きなが ら議 論 を共 同で作 ってい くこ とが実 践 にお いて 目指 され る。 そ こで は、 た とえ一

人が緻密 な論理 を構成 した り、哲 学 史の知 識 を駆使 して概 念 を導入 した り して も、他 の人

にそれ が理解 で きなけれ ば、 そ して 、議論 に貢献 で きなけ れば意味 が ない。つ ま り、 知識

を もつ/も たない、 が議論 を決 定す るの では な く、 よ り参加者 の 関心 を動 か し、議論 が活

性 化 され るこ とが よ り重 要 となる。

また、哲 学 カ フェは、す で に知 ってい るこ との反復、 共有 され る ことの確 認 、 自分 の話

した い こ とを まず吐 き出す ことな どか ら始 まる場合 も多 い。 この、 いわ ば議 論へ の助 走

18 「方法」が適用 されるためには、適用 のための地な らし、条件整備が不可欠 である。議論の 「方法」が仮 に存在

す るとして も、そうした方法が実践 されるためには、すでに適切 な方法 を文字通 り身につけた人たち(例 えば、

思考 の訓練 を経た研 究者)、 すなわち実践 コ ミュニテ ィの存在が前提 となる。方法お よび方法論 とい うもの を

実践 という水準に定位 して考えるならば、やは り 「実践 を積 み重ね ること」によって しか方法は身につか ない

というあ りふれた見解 に落ち着か ざるを得 ないだろ う。
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段 階 と も言 える状態 は、 見か け以上 に重 要 な ものであ り、 そ こか ら(主 に進 行役 の助 け に

よって)徐 々にお互 い の考 え をつ きあ わせ た り、 違い を確認 した りす る こ とが始 まる。哲

学 カフェで は、 こ う した参 加者 が 自分 た ちの思考(考 え方)そ の もの に 目を移 し始 める瞬

間 を どの ように作 り出すか が問題 となる。 時に は、研 究会 な ど同 じことが らに関心 があ る

人 々だ けが集 まる場所 や、属 性 が同 じ人の集 団で哲 学 カフ ェが行 われ る場合 もあ るが、哲

学 カ フェにお いて、個 々の発言 が出 され始 める と、そ の集 団で共有 され てい る と思 われ て

い る ことが、 その場 で改 めて吟 味 され、問 い直 され るこ とにな る。

以 上の ことを考 える と、哲 学 カ フェで は進行 役 の果 たす役割 が非常 に大 きい。 様 々な人

が集 う場 で議論 を作 り深 めてい く進行 役の振舞 い は、 さ まざまな実践 知 か ら構 成 されてい

る。

【熟達 者 としての進行役 】

ある社会 的実践 におい ては、 その実践 に長 けた熟 達者 と、新 た に参 加 した新参 者 が存 在

す る。 そ の実践 に参 加 す るな かで、 新参 者 が熟 達者 に近 づ い てい く。[*19]熟達 者 か ら新 参

者へ 知 が伝 達 され る とす れ ば、 それ は ともに実践 す る ことの なか で しか生 じる こ とは な

い。 熟達 者 の役 割 は、 新 参者 に知 識 を手 渡 す こ とで は な く、 新参 者 の実 践へ の アクセ ス

を、様 々な資源 を使 って適切 に組織 す る こ とに ある。

大 学 におい ては、教 師、先 輩研 究者 がそ の役 割 を果 た して お り、哲 学 カ フェにお いて は

進行役 や一 部の 議論 の熟 達者 が それ にあた る。 他 の実践 とお な じ く、 哲学 カフェの進行 役

は カフ ェの参加 者 に知 識 を 「与 え る」の で はな く、 参加 者が 思考 ・議 論 に参加 で きる よう

に、 資源 を適切 に利 用 して参 加(ま ず は発 言 してみ る こと)へ の アクセ ス を助 け る。哲 学

カフェの進行 役 は哲学 の教 師、研 究者 であ る必 要 はな い。 確 かに専 門家 は知識 をス トック

し、 それ を自 ら使 用 して見せ るこ とはで きる。「実演 」とい う仕方 で実 践 を見 せ る こ とは

不 可 欠で ある。 しか しそれ が、 その実践 の場所 におい て、 他 の参 加者 にも実践 で きる もの

で なけれ ば有 効 に機能 しない。 さもな けれ ば、哲 学 カフ ェは進 行役 の 「独 演 会」となって

しま うだ ろ う。

【様 々な制約 の なかで で きる こと】

テー マ設 定 と問 題 の限 定:哲 学 カフ ェは、 カフ ェな どの社 会生 活 の 空 間で行 われ るた

19 レイヴとウェンガーはこれ を、実践への 「周辺的参加」か ら 「十全的参加」への移行のプロセスで起 こるこ とと

考える。(Lave&W夸nger[1991])
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め、哲 学 カ フェ とい う出来事 を枠 づ け るのは時 間の制 限 だけで ある。参加 者 の人数 も多 い

ため、 全員 に均等 に発言 の機会 を与 え るこ とは難 しい。限 られ た時 間で、参加 者 のニー ズ

を満 た しつ つ、議 論 を深 め る ことが で きる ようにす るため に、 問題 を限定す る ことが重要

であ る。 と くに議 論の 出発点 とな り、参加 者 の動機づ け ともなる問い や主題 の設 定は かな

り重要 な意味 を もつ 。

発言 か ら意 見の複 数性 をあ ぶ り出す:発 言が あ る一 部の 人 に偏 って しまうこ とは、参加

者 の数 か ら結 果す る避 けがた い事 実 であ る。哲 学 カフェ におい ては、 すべ ての参加 者 に平

等 に発 言権 を与 える こ とが 目的で はな く、発 言 した者 が どれだ け問い やテ ーマそ の ものに

貢 献で きるか どうかが よ り重要 となる。 ただ し、 知識 の多寡 や長 く喋 る ことに よって他 の

発 言 を圧 倒す る人、何 度 も同 じ発言 を繰 り返す 人 に対 して は、発 言 の制 止 を求 め る、発

言 の要 点 をま とめ て も らうな どして、他 の人の発 言や参 加 を維持 し支持 す る配 慮が 必要 と

な る。 と くに(属 性 が同 じ人 の集 団で の哲学 カフ ェの よ うに)参 加 者 の意見 が一 つ の方 向

だけ に集中す る と判断 され る場合 、 ある いは、 その集 団 のなか で共有 されてい る(と 信 じ

られ てい る)こ と を確認 しよ う とす る方 向に向 か う場 合 には、進 行役 は発 言者相 互 の言葉

や意見 を丁寧 につ きあ わせて、 共有 され てい るはず の意見 のなか にあ る意見 の複数性 をあ

ぶ り出 し、 また時 には 自分か ら違 う意見 を放 り込む な どして、意見 の複 数性 をあ らわ にす

る。 とくに 「発 言」の一様 性/多 数性 か ら 「意見」の複 数性 をあぶ り出す ことは思考 を吟味

する きっか け と して重要 であ る。

即興 性:3-3で 述べ た ように、哲 学 カ フェは様 々 な偶 然 的 ・偶 発的 要素 を許 容す る。 こ

う した偶 然性 や 偶発 性 を排 除せ ず、 そ れ を利用 し、議 論 をつ くる こ とが 進行 役 に求 め ら

れる。 と りわけ、議 論の展 開 に即 興 的 に対応 で きる技 能 は重 要で あ り、例 えば、進行 役 は

参 加者 に よって適宜繰 り出 される具体 例や 日常生 活 の話 題 に対 して、議 論の レパ ー トリー

(哲学 の概念 や理論 を含 む)を 柔軟 に変 形 させ て応 答 させ る こ とを行 わ なけれ ばな らな い。

この柔軟 さと即 興性 は、 哲学 的な議 論に とっ て必 須 の要素 であ る と考 え られ るが、 それ は

実 践の なかで しか培 われ る こ とが ない。[*20]

20 哲学の教育を受ける ことは、哲 学的な問いに関する議論の レパー トリーを学 び、そ のレパ ー トリー を活用す

るこ とを意味 している。その意味では、哲学的な議論の素養を得 ること、大学で哲学を学ぶことは有用 ではあ

る。 しか し、 レパ ー トリーの習得 は、議論においてその柔軟 な適用あるいは変更、修正が できなければ、硬直

した知 の壁 を構築す ることに もなって しまう。そ うした柔軟で即興的な対応 の技術は、議論 とい う実践 におい

てそれがいかせるか とい う実践知 に属する。

鰺 驫蹴と齶蠶 143



144

議論 を演 じる/演 出す る:進 行役 は、単 に参加 者 の意見 を拾 うだけ では な く、時 に は 自

身が吟 味 を演 じて みせ、議 論 の手本 とな る こと も必要 であ る。参加 者が 多い場合 には、進

行 役 と よ く発 言す る参加 者 との間 での一対 一の 議論 にな る こと もしば しば であ り、議論 を

す る者(演 者)と そ れ を見 る者(観 客)と い う形 で参 加 の仕方 が分 か れ るこ と もあ る。「自

発性 」を重視 す る哲 学 カフェ におい て は、 こう した場 へ の多様 な参加 の仕 方が 生 まれ る こ

とは重 要 であ る。 他 人の 議論 を聴 きなが ら考 える こ とを楽 しむ参加 者 も少 な くな いので 、

一 つ の参 加 の仕 方 を強要 しな い場 の設 定、 席 の配 置 に も気 を配 る必 要 があ る。(加 えて 、

「観客 」の示 す微 細 な反応 に注 意 を払 い、 「観客 」にあ えて発 言 を振 る とい う行為 も必要 で

ある。)

この ように哲 学 カフ ェにお い ては、 議論 を見 せ る、演 じるな どの 「演 劇 的」要 素 が極 め

て 重要 な意 味 を持 つ 。進行 役 は議 論 の面 白 さ(思 考 が吟 味 され深 ま る瞬 間)を 演 じる、演

出す る こ と(異 な る意見 を見 える ように させ、 議 論 させ る)こ とも とき には行 う。 また、

こ う した議 論 の面 白 さが演 じられ る ため には、 進行 役 だ け で は な く、 熟 練 した参加 者 、

「論客 」が 大 き く寄 与 す る場 合 もあ る。 同 じ場所 で 続 けて行 う場 合 に は、毎 回 あ るい は頻

繁 に参加 し、議論 を盛 り上 げる人 々 たちが い る。(こ うい った人 は後 に進行 役 をす る場合

もあ る。)ま た、一 回 き りの会 の場 合や 、(「性 」、 「死」、「不幸 」な ど)発 言 す る ことが容易

で はな い と予想 され るテ ーマ を扱 う場 合 には、話 題 を提 供す るゲ ス トを立て て、そ こ を中

心 に議論 を組 み立て て行 くとい う形態 もあ り得 る。(こ の場合 、ゲ ス トの発言 時 間は短 く、

あ くまで話 題提 供 に留 まる もの なけ れば な らな い。)

進 行役 自身 の個性 や属性 を利用 す る:様 々な人 が集 う場 所 で行 われ る哲 学 カフ ェにお い

て 、進行 役 は完全 に 「ニ ュー トラル」な存在 で はあ りえない。 つ ま り、 人格性 を捨象 した

抽象 的 な存 在 として機 能す るこ とは不 可能 で あ る。 参加 者 は何 らかの属 性(女 性/男 性 、

未婚/既 婚、 年齢 な ど)を 進行 役 に付与 して話 しだす 。 こ うした参加 者 の構 成 や場 に応 じ

て付 与 され る属性 を拒 絶す るの では な く、 うま く利用す る こ とが で きれ ば望 ま しい。哲学

カフェ で は、 進行役 の 「個性 」も重要 な要素 となる。 す でに述べ て きた よう に、 議論 に お

い て遂行 され る哲 学的思 考 は、個 人 的営 み であ る必要 は ない。 進行役 は、 自 らの偏 り(社

会 的属 性 、 自然 的傾 向性 、 癖、 性格)を 脱 ぎ捨 て る 「振 り」をす るの で は な く、 む しろ、

そ れ らを 自覚 的に演 じ直す こ とに よって、恊働 の思考 の吟味 に乗 り出す こ とがで きるの で

あ る。
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3-5.〈 活 動 〉とし ての 哲 学 カフ ェ

【実践 はそ れ 自身の ため に行 われ る】

10名 か ら50名 近 くまでの参加 者 が集 うこ と もあ る哲学 カフ ェは、合 意形 成や 集団 の意

思形 成 に極 め て不 向 きで ある。一 人一 人の発 言 を基 本 とす る哲 学 カ フェにお いて、交 渉や

調 停が 成立 す る余地 は な く、多 数 の参加 者 の なかで も発 言者 があ る程 度限定 され るので 、

進 行役 の 「独 断」が なけ れ ば、 テ ーマ の決定 も、 発言 者 の指名 も、発 言 時 間の制 限 も不可

能 で あ る。 これ らの こ とか ら、哲 学 カフ ェが何 か(合 意形 成や 社会 問題 の解 決)の ため の

手段 と して成 立す るの は、極 め てあ りそ うにな い と思 われ る。 こう した なかで進 行役 と参

加 者が 目指 す こ とが で きるの は、 目標(答 えや合 意)に 効 率 よ く達す る こ とで はな く、「議

論 や思 考過程 そ の もの を楽 しむ こ と」であ る。 そ もそ も実践 一般 が何 か別 の 目的の ため に

役 立 つ とい うもので は な く、 そ の実 践 のた め に行 うとい う 自己 目的 的な性 格 を持 ってい

る。(チ ェ スをす る とい う実践 は なにか それ以 外 の他 の 目的の ため に行 われ る もので はな

いの と同 じ意 味で哲学 カフェ もまた、 それ 自身 の楽 しみ の ため にな され る。)

【参 加の 変容 と新 しい 〈活動 〉】

「参加 として の学 習」とい う観 点 か らは、新 参 者 が熟 達 者 に近 づ くこ とが参 加 の 目標、

到 達 点 だ と考 える こ とがで きるが(Lave&Wεng鉱1991)そ れ だ けで は十 分 で はない 。新

参 者 が熟 達者 を模 倣 し、 そ れ を 自分 の行 為 と して反 復 し引 き写 す こ とを行 うの みで あれ

ば、 これ まで共有 されて いた もの を超 えた新 しい方法 や技術 、技能 が生 まれ る ことや、熟

達 者 の代 替 わ り、 活動 の変 化 が起 こる こ とが説 明 で きない。匚・21]たしか に、 哲学 カフ ェに

お い て は、 すべ ての参 加 者が 議論 の 熟 達者 に な るこ とを 目指 してい るわ け で はない 。 ま

た、 こ うした熟 達者 に向 か うベ ク トルだ けで は活動 と して の広 が りや 自律 性 は生成 され る

こ ともない。

エ ンゲス トロー ムは、 学習 は 自分 の行 ってい る こ とに対す る反省 が起 こ り、 学習者 の主

体性 が増大 す る こ と、そ れに ともなって参加 や活動 の変 容が起 こる拡 張 の プロセス であ る

と考 え た。(Engestr6m,1999)実 践 に参 加 す る新 参者 は、 あ る実 践 に魅 せ られ て い る もの

の、そ れが どうい うことなの かは理解 で きない でい る。 手本 に盲 目的 に従 い、 熟達者 の実

21 そのほか、エ ンゲス トロームによる 「実践 コミュニテ ィ」論へ の批判点 として、権威を問いに付す、批判、革

新、変化の開始など 「外へ と向かう運動」が欠けていることがあげられている(Engestr6m,1999,p.12)。
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践 を模 倣す るのみ であ る。 この段 階で は、 外的 な 「条件 」に対す る固定 的 な 「操 作 」の獲得

が起 こ ってい る。 さらに ここか ら、学習 者 は自分が無 意識 的 にお こなって いた操作 が、 あ

る課題 や状 況 に取 り組 む一 つ の 「方法 」であ る こ とを認 識 し、そ の方 法 の成功 や失 敗 を評

価 し、 方 法 を適用 す るの に適 切 な場 面 を選ぶ ように なる。学 習者 は与 え られ た 「目標 」に

対 す る よ り柔軟性 、一般 性 を伴 う 「行為 」を獲 得 し、 「学 習 の学習 」(メタ認知)の 段 階 に入

る。一般 的 には学習 はこの時 点で達 成 された と考 え られ るが、エ ンゲ ス トロー ムはそれ で

は十分 で ない と考 え る。 この段 階 で も、 なぜ 自分が その 問題 を解 か ねば な らないのか、 自

分 の学 習が置 かれ て いる文脈 につ いての 反省 は起 きてい ない。 エ ンゲス トロー ムは学習 の

よ り進 ん だ形 態 と して、 この 自分 の学習 が置か れて い る文脈 につ いて の反省 とそ の組 み替

えがお こる段 階 を考 える。エ ンゲ ス トローム は この学 習段 階の特 徴 と して、 主体 が提示 さ

れた問題 を解 くの で はな く、 「問題 や課題 その ものが創 造 され」る こ と、主体 が 「この 問題

の意義 と意 味 はなにか、 私 はなぜ これ を解 か なけれ ば な らない のか、 この 問題 は どうや っ

て生 まれて きた もの なの か、誰 が、 どん な 目的で また誰 の利 益 の ため に考 え 出 した もの

なの か」(p,178)と い う問い を もつ こと、対象 が主 体 の外 にあ るの で はな く、 「対象 システ

ムはそ の 中に主体 を含 む もの」(p.179)と な るこ とを挙 げて い る。 第三 の段 階で は、 その 実

践 は 自 らの 「動 機」に対 して行 う 「活 動」とな ってい る。エ ンゲ ス トローム は この 第三の学

習段 階 のあ り方 と して、学 習者 の主体 性が 漸進 的 に増加 し、 「活動 が次 第 に社 会的 に なる」

(p.186)こ とが起 こる ことに着 目す る。匚*22]

哲 学 的議論 の実践 の場合 、議 論の なか で思考 の吟味 が学 ばれ るので あるが 、 この吟味 と

い う実践 を自分 の もの とす る とい うこ とは、単 に課 された か らや るの では な く、 なぜそ れ

が 必要 か を理 解す るこ と、吟 味や 反省 の対象 が 自己 や議 論 に とって外 的 な もの で はな く、

自分 や 自分達 の議論 を含 む よう になる こ と、 自分 達 の実践 を 自分 達の もの として振 り返 る

こ とが で きる ようにな るこ とを意味す る。

哲学 カフ ェの 初期 条 件 と して あ るの は、 参加 者 の(そ の テ ーマ に 関心 を持 ち、 来 た い

か ら来 る とい う)「自発 性」と 「複 数性 」であ る。[・23]そこか ら議論 がス ター トす る。 まず は

個 々に テーマ につ いての 自分の 考 えを話 し出す こ とか ら始 まる。進 行役 は、 その発 話 を受

22

23

ベイ トソ ンは、第三の学習段階(学 習皿)を 個人 レベ ルで問題 にしたため、その際 にはそれまで獲得 されて き

た もの、 自分の アイデ ンティティともい えるそれまでの文脈が崩壊 の危機 にさらされるような事態(ダ ブルバ

イン ド状態〉から起こる爆発的飛躍を問題 にした。

複数性 は最初か ら目に見 えるものではない。3-4で 述べ たように、それを顕わにすることか ら対話が始 まる。
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け取 りなが ら、他 の意見 と関連づ け、立 ち止 まって 問い を投 げ かけ た り、言葉 を定 義す る

よう要請 した りす る。 この段 階で は、 それぞ れが言 いた い ことを言 ってい るだ けで、一緒

に議 論 を作 って い くとい うモー ドには なって いない 。進行役 の介 入 は様 々な意見 が行 き交

うなか で流 されて しまうこ と も多 いが、 ふ と した きっか けで参加者 の なか か ら、 自分 の思

考 や発 言や 議論 に対 す る反省 的 な関 わ りが うまれ る こ とが あ る。 「自分 が こうい う ことを

考 えてい たん だ、 と改 めて分 か りました。」「自分 の今 の発言 は先 ほ どの方 の発 言 と こうい

う関係 にあ るので はな いか。」「私 たちの 議論 は、一 部 に偏 って いて、 他 の可能性 を見 逃 し

てい た ので はな いか。」とい う ような 自らの思考 や 自分 達 の議論 に対 す る反 省 的 な発 言 が

参加者 か ら出 るこ と。 そ こを きっかけ に して、全 員 でい ままで の議論 を 自分達 の もの とし

て振 り返 り、 これ か ら何 を論 じるべ きか、 とい うよ うに議 論 自体 に対 する反省 が生 まれ る

ことが あ る。 この とき初 めて議 論が 参加者 の もの とな り、共 有 され る。 議論す るとい う実

践 が参 加者全 体 に引 き受 け られる瞬 間で ある。哲 学 カフ ェが 目指す もの とは、 初期 条件 と

して の複数性 か ら議論が 共有 され、 それ を全 員 で 自分 達の もの として反省 し、 吟味 す るこ

と、 「共 同性 」が生 まれ る こ とであ る。

と きに議 論の最 中や感想 と して 「人そ れぞれ 、い ろい ろな意 見が あ るのだか ら」、 「い ろ

い ろな意見 が聞 け てよか った」とい う声 が 聞か れ るこ とが あ る。 こ うした言葉 は時 と して

単 なる相 対性 や複 数性 の認識 に止 ま り、共 同性 を作 り上 げる こ とを妨 げる方 向 に機 能す る

場 合が あ る。 ここで問題 に なって いる共 同性 とは、 同 じ意見 を全 員が 共有す る こ とで はな

い。議 論の なか に異 なる意見 があ り、 なおかつ 異 なる個 々の意見 が ば らば らにあ る こ とで

は な く、議 論 を私 た ちの もの として作 り上 げ てい くなか で、 自分 とは異 な る意見 を介 して

(あるい はそ れ を構 成 的 な もの と して含 み込 む仕方 で)自 分 の 意見 を もう一 度 反省 し、発

見す る こと を参加 者が行 うこ とを意 味す る。

哲学 カフェが 目指す もの とは、参加 者 たちが 議論 と吟味 の集 団的 な主体 とな るこ と、 そ

して、 それ が参加 者の参 加の仕 方、 活動 の担 い方の変容 を生 み、新 た な活動 として展 開 さ

れて い くこ とで ある。単 に 自分 の言 いた い ことを言 うので はな く、議論 に反省 的 に関 わる

ようにな った参加 者 は、 哲学 カ フェの なかで議 論 を 自ら評価 し、 そ こか ら自 らテーマ を提

案 した り、 自分 で進 行役 を行 っ た り、 新 た な場 所 で哲 学 カフ ェを行 な う よ うに なる。 ま

た、以 下の報 告 で述べ られ る ように、 も とも とは別 の活動 に寄生 して始 まった哲学 カ フェ

が、 もとあ った活動 か らべつ の活動 と して 自律 的に運 営 される よ うになる こ ともある。哲

学 カフ ェの参加 の プ ロセスで は、初 発 の参加 者 の 「自発性 」が 実践 に参加 す る こ とのなか
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で 「主体性 」とな り、 参加者 が活 動 を積 極的 に担 い、新 た な 〈活動〉へ と接 続す る こ とが起

こる。[*24]

こう した 〈活動 〉の生成 と広 が りは、 大 げ さな もので あ る必 要 はな い。例 えば、哲 学 カ

フェで行 われて い る議論 が面 白い か ら とい う理 由で 頻繁 にや っ て くる ように なる こ とや、

知 り合 いや友 人 を誘 うこ と、方 法論 は よ く分か らな くて も とにか く自分 た ち もや ってみ よ

う と思 い、 自分 で哲学 カ フェ を開 くこ とな ども く活動 〉と して の広が りと言 える。[*25]ささ

や かで は あるが 、持 続的 で地域 を越 えた 〈活動 〉の生 成 とい うものが あ る。 そ して 、哲学

カフ ェは多様 な実践解 を許 容す るの で、以 上で述 べた 「主体性 の増 大」や 〈活動 〉の生成 の

仕 方 も様 々で あ り得 る。匚*26]

また、 エ ンゲス トロ ー ム に よれ ば、 活 動 の 拡 張 には、 それ を媒 介 す る もの、 と りわ

け 「人工 物 」が 重 要 な役割 を果 たす。 議論 自体 は活 動 として 目に見 えな い もの であ るが、

「テー ブル」と 「席 」は 「と もに座 り飲 食 す る」とい う行為 へ の参 加 を促 す。 その 意味 で哲

学 カフェ は カフ ェ とい う場 が なけれ ば、 活動 で は な く単 な る討論 会 で しか ない。 テー ブ

ル、 席、 コー ヒー カ ップ はす べ て、 「語 り合 う場 」と しての カ フェ にお ける拡 張 の ツー ル

と して機 能 してい る と言 える。 さらに、進行役 もまた、 進行役 の 身体 動作 と声 を拡張 の メ

デ ィア と して 自覚 して利用 す るこ とに よって、単 な る意 見の整 理役 で はな く、物 理 的な媒

介者 と して も機 能 してい る。

以 上 に述べ て きた よ うに、哲 学 カ フェ は、 専 門家 の知識 を社 会 に適用 す る場 で も、 「素

人」に知識 を授 け る場 で もない。 そ こで起 こって い るこ とは、人 々が哲 学 の議論 の実践 に

参加 す るこ と、 その なかで参 加者 が哲学 的思 考や議 論 を 自分 たち の もの として引 き受 け る

24

25

26

こう した参加 と活動 の拡張のあ り方 を考察するには、上記の ようにボラ ンテ ィア活動論 が参 考となる。 また

エンゲス トロームは、 こうした新 しい く活動〉の例 として、1981年 にアメ リカで七人の こどもに よって始めら

れた、大統領に核 軍縮 を求 める手紙を書 くという活動の例を挙 げている。この 「核 軍縮 のための こどもキャン

ペ ーン」はアメリカ中に飛 び火 し、 さらには ヨーロッパ にまで広が った。その活動 の広が りのなかにおいてこ

ども達 は、核軍縮のキ ャンペー ンとい う活動をこえて、「大人か ら干渉されないこどものグルー プの運動」ま

で発展 させたのであ る。

そもそ もヨーロッパの各都市、さらには 日本に哲学 カフェが広が ったの もこの拡張の結果であった と言えるだ

ろう。 日本での哲学 カフェ も、 ソーテの活動 を直接知ることなく、 とにか くやってみ ることか ら始め られた。

上に述べた ような、参加者が議論 と吟味の集団的主体 となること、哲学的体験 の深化が参加者の なかで起こる

こ とは、哲学 カフェ(あ るいは哲学的対話)の 究極の形 ともいえるが、 さまざまな制限がある哲学カフェでは

それが常 に起こるとい うわけではない。
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こ とに よって、哲 学 が 〈活動 〉となる こ とで あ る。 カフ ェとい う媒体 に よっ て広が る この

活動 は、 見か けの上 、す な わち、実 際 に活動 の主体 とな らない者 の 目に とって は 「お しゃ

べ り」と区別 され る もので はない か も しれ ないが、 参加 者 自身}と体 感 され る ささやか な違

い として生 起 してい る。[*27]

4.哲 学カフェの多様 な実践形態か ら

哲 学 カフェ は多 様 な実践形 態 を とる。 通常 行わ れる哲 学 カフェの よ うに、喫茶 店 な どに

参加 者が集 まる ことで成立す る独 立型哲 学 カフ ェや、絵 画 をか こみ なが ら、 また映画 や演

劇 を鑑賞 した後 に行 われ る、い わば イベ ン ト挿入型 ・寄 生型 の哲 学 カ フェな どがあ る。 以

下 では、 ある育 児サ ーク ルを舞台 にお母 さんた ち中心 に行 わ れてい る カフェ、 そ して 自然

観察 会 と組 み合 わせ て行 われた哲 学 カフェ を紹介す る。 もち ろん、 これ ら二 つ を もって哲

学 カ フェの もつ特 徴 を表現 す る とは言 えな いが、実 際行 われ てい る臨場 感 は感 じて頂 け る

の で はない だ ろうか。 そ れ とあわせ て個 々 の状 況 を通 して見 えて くる 「哲学 カフェ」の特

徴 につい て考 える。

4-1.育 児 サ ー クル で の哲 学 カ フェ

神 戸 の育 児 サー クル 〈グ リー ング ラス〉で は、 普段 、 就園 前 の子 ども(0～3歳 児)を も

つ母 親 た ちが 集 ま って、親 子一 緒 に遊ぶ 「親 子活 動」と、ベ ビー シ ッター に子 ど もを預 け

保育 の専 門家 を囲ん で悩み を相談 し合 う 「お しゃべ りサ ロ ン」とい う活動 が行 われて い る。

こ こでわ れ われ が哲 学 カ フェ を始 め たの は2004年1月 。 偶然 、哲 学 カフ ェの存 在 を知 り

興 味 を もった 〈グリー ング ラス〉の メ ンバ ー の紹介 で、 試 しに 「子 育 て に必 要 なお つ き合

い」とい うテー マで 行 った ところ、 「面 白か っ たの で またや りた い」、 「もっ と色 ん なテー

マ でや ってみ た い」とい う声 があ が り、 月 に一度 のペ ース で続 ける こ とになっ た。毎 回欠

27 こうした違いを固定 し、多 くの人 に見えるものにするためには、文字というメデ ィアを利用するほかない。こ

の論文 も含 め、哲学 カフェについて書 くことは、矛盾を背負 った行いとならざるを得 ない。哲学に限らず、対

話 を遂行することと、対話 について書 くことは、互いに相容れることのない本質的 に異なる活動である。
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か さず参加 してい る人 もいれば、 仕事 な ど他 の用事 が ない と きだ け参加す る人 、特 に興味

の あ るテー マの 回だ け参加 す る人 もい る。 これ まで扱 った テーマ は、 「自分 の時 間/家 族

の時 間」、 「怒 る こと と叱 る こと」、 「許せ な い平等」、「正 直 なのは よい こ とか?」 、 「お 金が

あれ ば幸せ か?」 な ど。 テー マは参 加者 の関心 に沿 って用意 されるが、 育児 に直接 関わ る

もの もあ れば、 一見 なんの 関係 もな さそ うな もの もあ る。

【お しゃべ りか ら対 話へ 、 問いの機 能】

〈グ リー ングラス〉での哲 学 カ フェは、「いつ も上 の子 だけ を叱 って しま う」、 「近 所 の人

との 関係 が うま くいか ない」とい った、 普段 のお しゃべ りで な され るよ うな参加 者 の具体

的 な悩 み か ら始 まるこ とが多 い。 話が テーマ か らはずれ た り、 ち ょっ と した冗談 が飛 び 出

した りす るこ ともある。その ような哲学 カフェ にお ける 「遊 び」の部 分 も楽 しみつつ 、参加

者 は進 行役 とと もに時 お り自分 たちの話 の どの部分 が どの よ うに テーマ に関 わるか を反省

し、再 びそ の論点 か らや り直 す。哲 学 カフ ェが どの瞬 間 も哲学 的で あ るわけで は ない。わ

れわ れが実 際 に体 験す る哲学 的思 考 はむ しろ瞬間 的な ものだが 、参加 者 はそれ を普段 のお

しゃべ りの延長線 上 にある もの と して楽 しんで いる。その きっか け とな るのが問い であ る。

育児 サー クル で よ く行 わ れる悩 み相談 会で は、 それぞ れの悩 み に対 して知識 や経験 に基

づ く具 体的 な ア ドバ イスが求 め られ るが 、哲学 カフェで重 要 なの は知 らない こ とを知 るた

めの 問 いで は な く、 知 って い る こと を改 め て問 うよ うな問 いで あ る[・28コ。 た とえば、 「ど

うした ら 『ママ友』と仲 良 くで きるのか?」 とい う悩 み に対 して、悩 み相談会 で は 「子 ども

のた め に我 慢 してつ き合 っ た方 が いい」とい った ア ドバ イス が得 られ るが、哲 学 カ フェで

は こ うしたや り取 りに対 して さらに、 「『ママ友』って何?」 、 「『ママ友』とつ き合 うこ とが

どの よ うに子 ど ものた め になるの か?」 、 「なぜ 母親 は子 どものため に我 慢 しなけれ ばな ら

ない のか?」 、 「『ママ友 』は友 達 なの か?知 り合 い なの か?」 、 「友 達 っ て何?」 とい った

問いが投 げかけ られ る。

28 Kopf網rkBerlin「 ソクラテ ィック ・ダイアローグの方法論」では、 ソクラテ ィック・ダイアローグにおける最初

の問いは 「知識 を求 める問い(㎞owledgesee㎞ngquestion)で も、 「答 えが わかってい る問 い(knowinginadvance

quesiton)」(試験 の問い)で もな く、前 もって知っている何かにつ いての問いであるとしている。

「最初のソクラテス的問いは、それにつ いて知識 を持 っている問いである。そ の問いは ダイアローグを通 じて

明らかにされ、吟味 されるであろう知識を前提 としている。 また同時にソクラテス的問いは知識 を求める問い

でもある。それは、暗黙のうちにあった知識 を明 らかにすることによって、明確で吟味された知識を探求す る

ことを意味す る。」(『臨床哲学7』p.84)
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この ような 問い は、悩 み相 談(に

お け るQ&A)を 成 り立 たせ てい る

隠 れ た 前 提 に参 加 者 の 目 を向 け さ

せ る。す る と、 普段 か ら情報 交換 や

悩 み を相 談 し合 っ て い る馴 染 み の

者 同士で も、通 じて いるつ も りだっ

た言 葉が通 じてい なかっ た り、各 人

が 異 な る前提 を も とに 話 して い た

りす る こ とが 明 らか に な る こ とが

少 な くな い。 た とえば上 記 の 「マ マ

友 っ て何?」 とい う問い か らは、 あ

る人 は 「子 ど もが らみ の 友達 一 般 」[写 真2]お 母さんのカフェ

のつ も りで話 してい たの に対 し、あ

る人 は 「子 ど もが らみ の友達 の なかで も特 に近所 の公 園 などで会 う友達 で、 幼稚 園や習 い

事 で会 う友達 は入 らない」と考 えてい た こ とが わか った。 また、哲 学 カ フェで は 自分が 何

気 な く放 った言 葉 につ いて改 め て考 える こ とで、新 た な発 見 や前 提へ の気づ きが もた らさ

れ る こと もあ る。 は じめの うち「友 達 には 自分 の友 達 と子 どもが らみ の友達 と二種 類 あ る」

と言 って いた人 が、 「マ マ友 」につ いて説 明 をす る うち に、 自分が 自覚 して いた よ り細 か

く友 達 を分 類 してい た ことに気づ いて驚 く場 面 もあっ た。 この ように、 問い を きっか け に

参加 者 か ら 「自分 は こ うい うふ うに考 えて いた んだ1」 とい う驚 きの声 があ が るこ とは よ

くあ るこ とで ある。 問いの機 能 は、参加 者 を立 ち止 ま らせ、普段 当然の もの と して受 け入

れ てい る思 考や 判断 の前提 に 目を向 け させ るこ とにあ る。哲学 カ フェの この ような特徴 を

捉 えて 「様 々な意 見 を聞 くこ とが で きるだ けで な く、 その意 見の根 幹 にあ る考 え方が わか

るよ うになる」と説明 す る参 加者 もい る。

とはい え、 この よう な問 い さ えあ れ ば哲学 的 対 話 が可 能 に な る とい う わけ で は ない。

「友 達 って何?」 、 「なぜ子 どもの ため に我 慢 しな けれ ば な らな いの?」 とい った疑 問 は、

日常 にお いて も全 く現 れ ないわ けで はないが 、そ れにつ いて深 く考 え る前 に流 れ去 って し

まう。同様 に、哲 学 カ フェにお いて も現 れ た問い のほ とん どが深 く追求 され るこ とな く流

れ去 って い く。 一 回 の哲学 カ フェの 間 にい くつ もの問 いが 立 ち現 れ るが、 そ の なかで 参

加者 を立 ち止 ま らせ るの はほん の一握 りで ある。 それ は、書 かれ た言 葉 とは ちがっ て、時
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間の流れ の なか にあ る対話 にお いて は当然 の こ と。た った数 時間 の哲学 カ フェ(育 児 サ ー

クルで の哲学 カフ ェは、実 質1時 間半)で すべ ての前提 を問 い返 し、すべ ての 問い に答 え

るこ とは不 可 能で あ る し、 そ の必要 もな い。 〈グ リー ング ラス〉の哲 学 カ フェで は いっ た

ん流 され た 問い を、 ある程 度議 論が 進 んで か ら、 誰 かが もう一 度拾 い上 げ る こ とが あ る。

い っ たん は流 された 問い に立 ち止 ま る とき、 われ われ はす で に先 ほ ど問 いが 流 され た と

き とは異 な る新 しい文脈 の なか にい る。そ して 「なぜ あの ときは この問 いが見逃 された の

だ ろ う」と新 しい文 脈 か ら古 い文脈 を見 つ め なお す こ とが で きる。 ときには一 回の哲 学 カ

フェのあ いだ に同 じ問いが 二度三 度 と新 しい文脈 で現 れ るこ ともあ る。哲 学 カ フェにお け

る対 話 は議 論 を緻:密に積み 重ね て進 む ような もので はないが 、わ れわれ はそ の都度新 しい

文脈 で現 れる問 い を道標 に、 自分 た ちの議論 をふ り返 る ことがで きるの であ る。

【進行役 の役 割】

問 いは参 加者 か ら出 され るだ けで な く、 しば しば進行役 か らも投 げか け られ る。特 に育

児サ ー クルでの哲 学 カ フェの ような馴染 み の者 同士 の対 話で 、進行役 の 問い かけ は、普段

の会 話 の流 れ とは異 な る流れ をつ くるの に一役 買 っ てい る と思 われ る。 われ わ れの 日常

会話 は、様 々な前提 を もとに成 り立 ってい る。哲 学 カフ ェで は まず 、そ の前提 の存在 に気

づ く必要 が あ るが、す で に前提 を共 有 して しまって い る(よ うに見 える)育 児 サー クル の

メ ンバー 同士 では気づ きに くい。 そ の ような状況 にお いて、 育児 サー クル に属 せず 、育児

サ ー クルで 共有 され てい る と想 定 され てい る前提 を共有 してい ない進 行役 の問 い かけ は、

参加 者 に とって 自分 た ちの会話 が数 々の前提 の上 に成立 してい る ことに気 づ くきっか け と

なる。

た だ し、 そ れ は進 行役 が ニ ュー トラル な立 場 に立 つ とい う こ とで は ない。 哲学 的対話

は、抽象 的主体 によっ てな され るの で はな く、常 に生 身の人 間 に よってな され る。 進行役

も、そ の場 にい る参加 者 との閧係 のなか で付 与 され る社 会的属 性 を脱 ぎ捨 てる こ とはで き

ない。育児 サ ー クル での哲 学 カフ ェの場 合 、進行役 の 問いか け は、未婚 で子 どものい ない

女性 の発言 と受 け取 られ、 その こ とに よる経 験不足 か ら くる疑問 と見 な され てあ っ さ り流

されて しまうこ ともあ る。

だが、 その場 で偶然 与 え られ た社会 的属性 を うま く利 用 して複 数性 を生み 出す こ ともで

きる。そ れ は、 参加者 が 自分 たちの発 言 を見 つ めなお す きっか け とな りうる。与 え られ た

社会 的属性 を進 行役 が積極 的 に引 き受 け、「母親 」とは異 なる立場 、と きには参 加者 が 日々

接 して いる 「子 ども」に よ り近 い立場 を演 じる こ とで、進 行役 の 問いか けが、 「自分 た ちの
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発 言 は他 者 か らみ る とどう映 るのか」と、 自分 たち 自身 の実 践 を見つ め なおす きっかけ に

な る。進 行役 はそ の場 にい る参 加者 との 関係 のなかで付 与 され る社 会 的属 性 を脱 ぎ捨 て る

こ とはで きないが、 その偶 然性 を捨象 す るので はな くうま く利 用 して議論 に生 かす こ とも

で きるので ある。

この よ うな進 行役 の役割 は、 育児サ ー クルで は際立 って いる ものの、 哲学 カ フェにお け

る普遍 的な役割 で ある と考 え られ る。 進行役 が わ ざと、あ る意見 の反対側 の立 場 を演 じる

こ とに よって、参加 者が他 者 の視 点 を介 して 自分 た ちの議論 を反省 す る きっか けをつ くる

こ ともある。

また、 進行役 の 問いか け につ いて は、熟達 者 として の進行役 の役 割 も指 摘す るこ とが で

きる。 〈グ リー ングラス〉の哲 学 カ フェ で は、 進行 役 の問 い も他 の問 い と同 じよ うに流 さ

れ るこ とが多 いが、 進行役 の 問いか け をきっか け に、参 加者 か ら も次 々 と積極 的 に問いが

出始 める。3章 で述 べ た よ うに、 哲学 カフェの 参加者 は実 践へ の参 加 を通 して参加 の仕 方

を身 につ けて ゆ く。哲 学 カ フェで は どん な基 本 的な前 提 を も問わ れ る可 能性 が あ るこ と、

そ して普段 はわ ざわ ざ問 い返 さない よ うな会 話 を成 り立 たせ てい る前提 を問 う ことが思考

の突破 口 とな りうる ことを、進行 役 は対話 の なか で 自 らの振 る舞 い を通 して参加 者 に伝 え

る ことが で きる。そ してそれ は、対話 の なかで参 加者 とは異 な る立 場 を演 じる進行役 の役

割 と無 関係 では ない。参加 者 は、進行 役 と同 じよ うに問い を生み 出 しなが ら、 しだい に自

分 た ちの議論 に対 して反省 的 まな ざ しをもつ こ とがで きるよ うにな るだろ う。

【場 をつ くるこ と】

限 られ た メ ンバ ー だけ が参加 で きる育児 サ ー クル での哲 学 カフェ は、「カ フェ」が 象徴

する 「誰 もが出入 り可能 な人 の集 まる場 所」とい う条件 に反す るよ うに思 われ るか もしれ

ない。 だが実 際 にす べ ての人が 出入 り可能 な場所 を用意 す るの は困難で あ る。 幼い子 ど も

を抱 える母親 の立場 に立 ってみ る と、 街の カフェで さえ完全 に開 かれ た空間 で ない ことが

わか る。 ベ ビー シ ッ ター もいず 、子 供用 の椅 子 や メ ニ ュー もな い カフ ェ は、 母親 たち に

とって非 常 に入 りづ らい空 間であ る。 また、通常 、哲 学 カフ ェが行 われ る土 日は、 お母 さ

んた ちに とって最 も忙 しい時 間で もあ る。 だか らこそ 、通常 の哲学 カフェ とは別 に母 親 た

ちの ための哲 学 カ フェを用 意す る意義 が あ る。 〈グ リー ング ラス〉で の哲学 カフ ェは、「お

しゃべ りサ ロ ン」と同様 、平 日の午前 中、 お もち ゃとベ ビー シ ッターの用 意 された 隣…室 に

子 ど もを預 け て行 われ る。実践 を志 す 者が いつ で も活動 に参加 で きるた め に、 実践 の場、

すなわ ち実践 のため の環境 が いつ もそ こにあ るこ とが大 事 であ る。 それ を実現 す るため に
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は、 育児 サー クルの ような他 の活 動の 環境 を利用 しなが ら実践 の場 をつ くって い く必 要が

あ るので は ないだ ろ うか。

〈グ リー ングラス〉での哲 学 カフ ェの参加者 は普段 か ら情報 交換 した り悩 み を相談 し合 っ

て い る馴染 み のメ ンバ ー だが、哲 学 カ フェで は通 じて い るつ も りだった ことばが通 じて い

なか った り、各 人 が異 なる前提 を も とに話 してい た こ とが 明 らか に な る ことが少 な くな

い。 そ の こ とは、厂母 親 」とい う一見 同 質 的な集 団 も、 もと も と年齢 、職 業、 趣 味、 経験

の多 様 な 入た ち の集 ま りで あ るこ とを思 い起 こ させ て くれ る。 育 児 サー クル での 哲 学 カ

フェは、 た とえ物 理 的 に開 かれ た空 間でな くとも、対話 の過程 で参加 者 の多様性 が浮 か び

上が っ て くる こ とに よって、 〈開 か れた対 話〉が可 能 に な るこ とを示 して い る とい えるだ

ろう。

また、 この哲 学 カフ ェに参 加 してい るの は基本 的 に 〈グ リー ング ラス〉の メ ンバ ーだが、

最近 で は、 子 ど もがす で に幼 稚 園生や小 学生 に なって いった ん育児 サー クル を離 れ た人た

ちが参 加す るこ とも多 い。 これ は、悩 み相談 で は具 体的 な ア ドバ イス を得 られ る反面 、知

識や 経験 の豊富 な 「先 輩マ マ」は一 方 的 に教 え るば か りで学 ぶ こ とが少 ない の に対 して、

知識 や経験 だ けでは答 え られな い問い を扱 う哲 学 カ フェで は、 「先輩 ママ」も得 る もの(前

提 へ の気づ き、 視点 の変換)な どが あ るため だろ う。 この こ とか ら、将 来 的に は保 育 の専

門家 や保育 師 も加 わ って、一 方的 な知識伝 達 では ない新 しいや り取 りが生 まれ る可能性 も

考 え られ る。育児 サー クル で行 われる哲 学 カフ ェは、実践 の環境 をつ くるこ とに関 しては

育 児サ ー クルに寄 生 しなが らも、参加 者 がそ の場 で新 しい実践 をつ くって ゆ く自律 した活

動 で ある といえ るだ ろ う。

4-2.自 然 観 察 会 の な か で の哲 学 カ フ ェ

各地 で さ まざまな 自然 観察 会が 開か れてい る。 自然観察 会で は、 ふつ う主催者 と参加 者

が一緒 に決 め られた コース を散策す る。 その なかで 参加者 はそ こ に生 息す る植物 や鳥 な ど

の説 明を聞 いた り、実 際に手 に とって観 察 した りす る。最 近で は、単 に知識 を見 聞 きす る

だけ でな く、 参加 者が実 際 に 自然 にふれ る こ とを重視 す る傾 向 が強 い ように聞 く。 こう し

た 自然観 察会 は、 身の 回 りの 自然 の大 切 さの再認 識す る こ と、環境 問題 へ の意識 の根付 き

な どを 目的 として い る。 それ に対 し、わ れわ れが行 った 自然 観察 会 に哲 学 カフ ェを組み 込

む試 みは、 自然 観察 会 の行程 に参 加者 同士 が く対 話 〉す る時 間 を設 けて は どうか とい う提
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案で あ り、 自然観察 会 のなか で参加者 が ま さに今 見て きた こ とや歩 きなが ら思 った こ とを

ふ りかえ り自分 の言 葉 に して みる こ と、そ してそ こか ら参加 者が ともに考 える ことを 目的

としてい る、 といえ る。 で は実 際 に見 てみ よう。

そ の哲学 カ フェ では まず参加 者 に 自然観 察会 の感想 を述 べ て もらう ことか らは じめた。

「しん どか った」「い ままで知 らなか った植物 が見 れて よか った」といっ た感想 か ら 「なんか

安全 な 自然 の なか を歩 いて い る感 じが した 」とい った意見 まで。 さま ざま出 された感 想や

その 感想 に対す る意 見 な どを通 して、 参加 者 に く問 い〉の形 に して も らう。今 回選 ばれ た

〈問 い〉は 厂自然 の 〈こわ さ〉とは何 か」で あ った。 この 問 い につ なが るエ ピソー ドは次 の

よ うな もの であ った。 ある池の前 で立 ち止 ま った参 加者 が、池 の底 が コ ンク リー トで出来

てい るこ とに気 づ いた。 その周 りにいた参加 者 の一人 は何 も疑 問 に感 じなか った に もかか

わ らず、 別 の参 加者 はそ の池 は人工物 であ り、 自然で は ない と憤 りす ら覚 え た とい う。つ

ま りこの二 人 の間で は何 を く自然〉と考 えるの か とい う点 で食 い違 ってい る。 この後 、哲

学 カ フェで はいろん な意見 が行 き交 う。「われわ れの まわ りに本 当 の 自然 なん てあ るのか」

「人工物 で あろ う とそ こで 自生 して いる植 物 に とって はや は り自然 な ので はない か」「誰 に

とっ ての安全 や こわ さなのか」。 では、 こう したや り取 りの なかで 進行役 は何 を して い る

のか。 こ こで進 行役 に求 め られ てい る ことは、 あ くまで も参加 者が 感 じた ことを言葉 にす

る こ とを促 し、 たん な る感想 や意見 に終 わ らない よ うに手 助 けす る補佐 的 な役割 で あ る。

つ ま り 「先 ほ ど発 言 された 人 と今発 言 され た人 との く自然〉とい う言葉 は同 じ意 味です か」

「〈こわさ〉って脅威 の こ とです か、 それ と も 〈恐 れ〉に近い ものです か」な ど。 また、 まさ

に今 見 て きた経験 を重視 す る この カ フェ は、参 加者 が 自然 観 察会 中 どこで立 ち止 まっ た

か、何 を眺 めた のか、 そ の時誰 と隣…り合 ってい たの か な ど偶然 的要 素 が強 い。 その ため、

「も しあ なたが そ の場 に居合 わせ た ら どう感 じた と思い ます か」といっ た よう に別 の参 加

者 の発言 を促 し、参加 者 同士の違 い を引 き出す こ とな どが求 め られる。 つ ま り、進行役 に

は偶 然性 を切 り捨 てる ので はな く、 む しろそれ を生か しつつ対 話 の要素 としてい くよ うな

気 配 りも求め られ るだ ろう。 もちろ ん こう した参加 者 と進行役 のや りと り、そ して参加 者

同士 のや りと りが 〈問い〉に対す る 〈答 え〉に必ず しも結 びつ かない か も しれ ない し、 それ

はわれ われが少 し考 えれ ば思いつ くよ うな意 見 なのか もしれ ない。 しか し、あ えて他 人 に

対 して言 葉 に してみ る こ とによって、 参加者 はそ の 〈問 い〉に、そ して 〈自然〉とい う言葉

に立 ち止 ま り、 い ままで 自分 が抱 いて いた 自然 に対 す るイメ ージが他 人 と食い違 うとい う

経験 を してい る、 とい える。そ して こ こか ら従来 の 自然 観察会 との違 い も見 えて くるよ う
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に も思わ れ る。 自然観 察会 のなか での哲 学 カ フェは この ような営み であ る。

【場 をつ くる こ と】

おそ ら く、 われわ れが行 った哲 学 カフ ェを組み 込ん だ 自然観 察会 も従 来の 自然観 察会 も

そ の 目指す ところが大 き く変わ る とい うこ とは ないで あろ う。 わ れわれ は今 まで に さまざ

まな情報媒 体 を通 して、 自然 にふ れ る ことの大切 さや、 環境 問題 の重要性 な どを感 じて い

る。 そ して従来 の 自然 観察会 も、 知識 や具体 的 な体 験 を与 える こ とを通 して、 観察会 後の

参加 者 の行為 が それ まで と変 わ るこ と、 つ ま り 〈知識 と実践 の一致 〉を期 待 してい る。た

だ、 この報 告 を書 い てい る私 自身 も自然 観察 会 に実 際 に行 って感 じた こ となの だが、 従来

の 自然観 察会 の もつ 問題 はその なか で参加 者 が常 に 〈受 け身〉な もの と して置 か れて い る

とい うこ と、 そ して そ こでの知 識 の移転 が 〈一方 向的 〉であ る とい うこ とにあ る。 自然観

察会 は、 ある意 味 で は旅行 な ど と同様 に、週 末 な ど を利 用 して 日常 の空 間か ら非 日常 の

空 間に出 かけ る とい う実践 であ る。参加 者 は 自然観 察会 が終 わる とその ま ま 日常生活 に戻

る。 その 日常生活 の なかで は、単 に見 聞 き した知識 は埋 もれ て しまい、何 らか の行為 の変

容 に結 びつ か ない こ とが多 いの では ないだ ろ うか。 それ は、 われ われが 自ら疑 問 に感 じ自

分 で調べ た こ とと、 誰 か か らそ れ とな く聞い た こ と と どち らが 記憶 に残 って い るか とい

うこ とを考 えれ ば理解 で きるだ ろ う。つ ま り、 自然 観察会 の なか に哲 学 カ フェ とい う場 を

設 け るこ とは、 そ の こ とに よっ て、環境 に対 して、 また 環境 につ いて考 える ことに対 し

て、参 加者 が主体 的 に関わ る場 をつ くる とい うこ とを意 味 してい る。 この哲学 カ フェの参

加 者 に注 目 してみ る と、参加 者 はそ こで 単 に 自分の 思い を述 べ てい るだ けで はない。確 か

に比較 的最初 の発 言 はそ うい う傾 向が強 いか もしれ ないが 、他 の参加者 や 進行役 か ら問い

返 される こ とを通 して、 参加 者 は 自分 が 「本 当の」や 「こわ さ」とい う言葉 を どうい う意味

で使 ってい るのか 、何 か ら得 た情報 を前提 に話 を してい るのか 、 またそれ が本 当に 自分 の

意 見 なのか とい った よ うに、 つね に反省 を求 め られ る。 そ して そ こか ら自己の発言 に対 す

る吟 味にお わ らず 、他 の人 々か ら出 された言葉 に対 す る吟味、 そ して他 の人 々 との吟 味 と

い うこ とが可 能 にな る。 つ ま り、 自然観 察会 のなか に哲学 カフェ を組 み込 む こ とが、 環境

につ いて考 え る場 、つ ま り一 定の 時間 と場 所、 そ して具体 的 な 自然 を前 に して考 え る場 を

つ くる、 とい うこ とになるの であ る。そ して その よ うな場 にか かわ る ことを通 じて、参加

者 が実 生活 にお いて、例 え ば環 境負荷 をかけ ない生活 を心 が ける といった行為 の選 択 につ

いて、 その選択 肢 につ いて 自分 で考 え、 主体 的に選択 す る とい う こ とにつ なが るか も しれ

ない。
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【参加 の変容】

で は、そ の ような場 を維持 して い く上 で何 が 必要 とな るのだ ろ うか 。 まず 、そ の もっ と

も基礎 にあ るの は参 加者 の 自発性 で あ り、 また複 数 の人が参加 す る とい うこ とで ある。 自

然 観察 会の なかで の哲学 カ フェの場合 、 その カフ ェに参加 しよ うと決 めた時 点で 、参加者

が 自発 性 を持 っ ている と考 えて よい。た だ、参加 者 の 自発 的な参加 が 、そ してそ うした 自

発 性 を もつ 人が複 数参加 すれ ば、哲 学 カフェが 成 り立 つの か といえ ばそ うでは ない。 そこ

か らさ らに参 加者 の関 わ り方 が問題 とされ、参 加者 が対話 の主体 とな り、 その場 に主体 的

にかか わ ってい くこ とが 求め られ る。で は、 ここで言 われ る主体 的 なかか わ りとは どうい

うこ とであ ろ うか。 そ れ は単 に対話 に積極 的 に かか わ る、多 く発 言 をす る とい っ た こ と

では ない。 そ うで はな く、個 々の参加 者が 進行役 や他 の参加 者 とのや り取 りを通 して、参

加 者 自身が考 え、 そ してその ことが 共同 で考 える こ とへ とつなが って い くよ うなかか わ り

の ことであ る。つ ま り、 単 にその場 のや りと りか ら自己の発 言やふ るまい を吟 味す るだ け

でな く、そ の場で起 こってい る ことを 自己の こ とと して引 き受 け、 吟 味 してい くよ うな共

同的 なかか わ りが期 待 され る とい える。 もち ろんそ れぞれ の参加者 によっ てその かか わ り

方 に温 度差が あ る とい うこ とは事 実 であ る し、 また、哲 学 カ フェのな かで発言 す る/し な

い を含 め、 その場 に どうい うかか わ り方 をす るか とい うこ とは参加 者 の 自由であ る。そ の

意味 で、哲学 カフ ェを成 り立 たせ る基礎 に参加 者の 自発 性 があ る ことに変 わ りはない。 た

だ、上 で述べ た よ うな主体性 は は じめか らあ るわ けでは な く、対 話 を通 して、そ して その

場 にかか わる こ とに よって生 まれ る もの であ る。そ れゆ え、進行役 は個 々 の参 加者 に対 し

て対話 への 参加 を促 し、そ して参加 者 は進行役 や他 の参加 者 との関 わ りを通 して 、そ の場

の担 い手 となる こ とが重 要 なので ある。

そ して この こ とか ら、 この 自然観 察会 のな かに哲学 カフェ を組 み込 む もっ とも重 要 な意

義 も見 えて くる。 つ ま り哲学 カフェ を経験 す る ことに よって、参 加者 の参加 の形 態が 自然

観察会 お よび哲学 カフェに参加 す る前 と後 で変 わ ってい る とい うことであ る。私 は先 に従

来の 自然観 察会 の 問題 と して、参 加者 が 〈受 け身〉な もの として置か れて い る ことを あげ

たが 、 〈参 加 の変容 〉に よっ て参加 者 は、 自然 に対 し、 また さま ざ まな状 況 に対 して、今

まで とは違 った かかわ り方 をす るこ とが 可能 とな るか も しれ ない。 もち ろん、哲 学 カフェ

を行 った ら必ず 〈参 加 の変容 〉が起 きる とい うので は ない。 しか しそ の可 能性 に は言及 で

きる ように思わ れ る。
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【交 わ りの場 】

しか し、そ うなる と この哲 学 カフ ェは、結 局 は何 か の 目的の ため の手段 では ない のか、

例 えば環境 保護 、そ して従 来の 自然観 察会 の改 善 を 目的 とす るの であ り、考 える こ とや吟

味す る こ とそれ 自体が 目的 であ る とい える のか、 とい う批 判 が向 け られ るだ ろ う。 この点

につ いて考 え る と、確 か に、 結果 として、何 らか の 目的 に対す る手段 と して理解 され うる

側 面 があ る ことは否定 で きない。 この哲 学 カフ ェは事 実 として 自然観 察会 の なか に位 置 し

てい る。 しか し、 そ こで何 が行 われて いるの か を考 え るな らば、参加 者が まさに今見 て き

た こ とを言 葉 に し、発 言す る こ とであ り、 それぞ れの発言 が何 に依拠 してい るのか、 そ し

てそ もそ も何 が 問題 なのか を 〈自分 が〉そ して 〈共 同で〉考 える こと.それ 自体 で あ る。何 も

この哲学 カフェ は環境 だ けを テーマ にす る もの では ない。 自然 観察 会 を材料 に 「幸福 」や

「社会 」とい ったテ ーマ、 そ してそ もそ も 「なぜ 自然 を守 らなけれ ば な らないの か」とい う

自然観 察会 の前提 をも問い直 す こ とが で きる。 この哲学 カ フェは、 その意 味で 自然観 察会

か ら自律 した活動 と してそ れ 自体 を 目的 と しつ つ、 自然観 察会 の活動 をそれ まで とは違 う

形 で拡 張す る とい うあ り方 をあ わせ もつ 、そ うい う活動 としてあ る。 そ して この 自然観 察

会 と哲 学 カフ ェのそ れぞれ が 自律 した活 動 であ りつ つ一緒 に行 うとい うこの アイデ ア 自体

が重 要 であ る。[・29]つま り、 自然観 察会 とい う活動 の なか に哲 学 カ フェ とい う別の 空 間 を

つ くる こ とが、 本来 〈自然保 護〉とい う価値 を共有 す る人 々が集 まる場 所 で あっ た 自然 観

察 会 を、そ の価 値 を共有 しない人 々、 またその 活動 に今 まで参加 しなか った人 々 との接 点

を生 み出す場 に変 え、 また非 日常 の事柄 と して捉 え られが ち な環 境 問題 と 日常の生 活 との

接 点 を生 み 出す場 に変 える だろ う。哲 学 カ フェは、 いわ ばあ る活 動の なか に空 白をつ くる

こ とに よって 、異 な る考 え方 を もつ 人 々の、 また 日常 と非 日常 の交わ りの場 所 と して機 能

す る。 自然観 察会 に哲学 カフェ を組 み込 む とい う試 み も、 環境 にかか わ る事柄 つ いて考 え

る ことそれ 自体 を通 して、 われわれ 自身 の 日常生 活 に接 続 して い くよ うな対 話の 回路 をつ

くる、 そ うい う実践 の一 例 であ る。

哲 学 カ フェを組 み込 む とい う一つ の工夫 が、 その活 動の前 提 を問い 直す こ とを含 め、 問

題 に対 す るさ まざま な見 方 を生 み 出 し、 またそ の 問題 を考 え るその人 自身 に引 きつ けて考

29 自然観察会 に哲学 カフェを組み込む とい う試みは、実際の ところは じまったばか りであ り、それほ ど回 を重

ねた ものではない。それゆえまだ試験的な段 階にあ り、具体的な内容は改善 してい く余地 は数多 くあると思わ

れ るが、 自然観察会 と哲学 カフェを トータルとして企画 し運営することを通 して社会 のなか にこ うした場 をつ

くってい くこと、 またこうした場があることが重要 であ る。
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える ことを可能 にす る。そ して実 際、環 境 問題 に限 らず 、社会 には多 くの問題が あ り、そ

う した問題 に取 り組 む さ まざ まな活 動が あ る。 自然 観察 会 の なか で の哲 学 カフ ェを事例

に、 それ以 外 の活動 におい て も同様 の試 み を行 うこ とによ って、新 しい活動 をつ くってい

くこ とが重 要で あ る。[・30]

4-3.ま と め

以上 、二 つの実践 例 か ら見 えて くる哲学 カフェ の特 徴 を まとめてみ よう。

1)哲 学 カフェ におけ る議論 は どの瞬 間 も哲学 的で ある わけで はな い。 自己吟味 にせ よ反

省 的思考 にせ よ、哲 学的思 考 はむ しろ瞬 間的な もので あ る。 しか しそ れは常 に 日常会

話 の延長 線上 にあ り、哲学 カフェ はそのつ なが りを重視 す る。

2)哲 学 的対 話 は抽象 的 な主体 に よって な され るの では な く、常 に生 身の人 間 によっ てな

される。 それ ゆえ哲 学 カフェ は、個 々の参加 者 に付 随 する社 会的属 性 や偶 然 的要素 を

捨象 す るので はな く、反省 の きっか けや対象 と して生 か しつつ 議論 を行 う。

3)哲 学 カフェ は、 実践 の場 をつ くる こ とに関 して、 さ まざ まな活 動 に寄生す るな ど多様

な実践形 態 を とるが 、内容 的 には 自律 した活 動 として あ る。 それ は他 の 目的 に依 拠す

る もの では な く、 その活動 を通 して参加 者 自身 が活動 の主体 とな り、新 しい参 加 の仕

方 を獲 得 してい くこ とが重 要 となる。

4)具 体 的 な企 画 ・運 営 それ 自体 が重 要で あ る。 よ り具 体 的 には、そ うい う場 をつ くり、

維持 してい くため に、企画段 階 か らかか わ り、 テーマ 、時 間、地理 的状況 、 ター ゲ ッ

トを考 え、そ れ に合 わせ た広報 を行 うこ と、そ して参加 しや すい環 境 のセ ッテ ィ ング

(会場 の手 配、飲 み 物 の用 意、机 の 配置 な ど)を す る こ とが 重要 で あ る。既存 の活動

に寄生す る場合 に は、主催者 側 に企画 の意 図 を理解 して も らい連携 を怠 らな い ことな

ど も求 め られ る。

もちろん これ ら四つ の特 徴 は、 あ くまで も二 つの実践 例 か ら見 えて きた もので あ り、 さ

らに多 様 な実 践例 を検討 す る ことに よ り、哲学 カ フェ を考 え るための素材 が 引 き出せ るで

あろ う。

30 他 の事 例 と して、「H本 ホ ス ピス ・在 宅 ケ ア研 究大 会 」(2001一)、 「Kavcaap(エ イズ に 関す る アー ト/文 化 プ ロ グ ラ

ム)」(2004,2005)、 「中之 島 コ ミュ ニ ケー シ ョ ンカ フェ 」(駅建 設 に と も な う都 市 文 化 提案 イベ ン ト)(2006)な ど。
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5.哲 学 カフェは社会のなかで どの ような活動 としての意味 をもつのか

以上 の考察 を踏 ま え、最 後 に、哲学 カフ ェが社 会 のなか で どの ような活動 として位置 づ

け られ るのか をあ らため て考 えてみ よう。

5-1.社 会 的 実 践 と 〈活 動 〉に 関 す る一 般 的 意 義

どの よ うな哲 学的 な議論 も社 会的実 践 と して営 まれ る。つ ま り、哲学 的議論 を志 し、実

行す る 人た ちが お り、 そ の人 たち が現実 に活 動 す る場 が社 会 の なか にい くつ も存 在 す る。

大学 の哲 学研究 者が 行 う議 論 もまた、 学研 究機 関あ るい は学 会 とい う形 態の もとでの研 究

者 コ ミュニテ ィにお け る社 会的 実践 に数 え入 れ られ る。 哲学 カ フェは、 あ る部分 で は研 究

者 コ ミュニテ ィにお け る実 践 と連続 しなが らも、 議論 実践へ の参加 の新 しい かた ちを描 こ

う としてい る。 こ うした新 しい実践 の生 成 と分化 に 関 して は、1.進 行 役 を中心 とす る 「実

践 コ ミュニテ ィ」の形 成 と、2,〈活 動〉の ための 「拡 張 のメデ ィア」としての 「カ フェ」的時

空 間の ア レ ンジメ ン トの二 つ が重 要 な役割 を担 う。[・31]この二 つ の こ とが らを さ らに具体

的 に考 えるた めに、次 の三 つの点 を確 認 してお きたい。

1.実 践 を積 み重 ねる こ と(実 践 知 を共有 す る コ ミュニテ ィの形 成):哲 学 カ フェの実 践

を支 える のは、 進行 役 を中心 とす る議 論 とい う実践 の積 み 重 ね にほ か な らない。 進行 役

は、 参加 者 が思 考 や意 見 を吟 味す るの を助 け る コーチ であ り、 対話 や 吟味 を演 じる模 範

的 なパ フ ォーマ ーで もあ るが、進行 役 ただ一 人が議 論 に熟 達 す るこ とは逆 に意 味 をな さな

い。 実践 の積 み 重 ねの な かで 、実 践知 の 共有 、実 践へ の参加 を生 じさせ な けれ ば、実 践

の社 会的 な広 が りは な くなって しまう。議論 や進行 の マニ ュアルや モデ ル を作成 し、そ れ

31 ウェ ンガー らの 「実践 コミュニティ」論 とエ ンゲス トロー ムの 「活動理論」は相互に補い合 う視点 をわれわれ

に提供 している。(Cole,1996=2002)哲 学カフェにおいては、進行役を中心 とする議論参加者は 「実践 コミュニ

ティ」を形成 し、ある種 の求心 的な実践を志すが、常連ではない一 回限 りの参加者たちは必ず しもこの コミュ

ニティに 「帰属」するわけで はない。他方で、哲学カフェは多様な参加形態 を許容することに より、「望めばい

つ でも参加 できる議論」という 〈活動〉として も広 が りを見せ ている。なお、 カフェ という空間を特徴づ けて

いるのは、 「飲食 とお しゃべ り」とい う口の文化/口 の実践 であ り、広 い意味 での オー ラル コミュニケーシ ョ

ンであ る。
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を も とに 厂教 育」を試み る ことは、 もしそ れが可 能で あれ ばそれ な りに有効 か もしれない。

しか し、た とえ実 現可能 で ある と して も、 それ はあ くまで も実践 に とっての数 多あ る補助

の一つ で しかな く、実践 の代 わ りにな るこ ともない。単 純で はあ るが、議 論 を学ぶ には実

際に議 論 をす る しかな い。 マ ニュ アルや モデ ルが うま く機能 しない とす れ ば、 それ が活動

の外 に位置 す る外 的要 素 となっ て しま うため で ある。[・32ユむ しろ、実 践へ の参 加 に 関 して

は、活動 の要 素 となる 厂遊 び」や 厂ゲーム」に類す る ものが重 要 な役 割 を果たす 。[・33]

2.実 践 の場 を作 る こ と:哲 学 カ フェが 〈活動 〉として社 会 的 に拡張 してい くため に は、

実 践 を支 え る熟 達 者 た ち、 固定 され ず 自由 に交 替 で きる 「進 行 役 」た ち(実 践 コ ミュ ニ

テ ィ)の 存 在 だ けで な く、 拡張 た めの メデ ィア(=媒 介)が 不 可 欠 で ある。 そ のメ デ ィア

となる の は、 こ う した多 様 な参 加 を許 容 す る場、 す な わち、 実 際の 「カフ ェ」あ るい は、

カフェ に類 す る機能(飲 食 と会話:口 の実践)を もつ場 を設 け、維 持す るこ とであ る。実

践 を志 す者が 、いつ で も活 動 に参 加 で きるため に、実践 の場 がいつ もそ こ にある こ ともま

た必 要 であ る。 と りわ け、 哲学 カ フェの活動 にとっ ては、大学 機 関や企 業のセ ミナ ー室の

ように、公 的/私 的 に整備 され た環境 で は な く、 「カフ ェ」に象 徴 され る よ うな、 日常 生

活 や他 の活 動 と連続 した空 間 に人 々が 集 ま るこ とが 重 要 とな る。[・34]つま り、 身 の周 りに

あ り、 参加 しよ うと思 えば参加 で きる、「草 野球 」的 な フ ィール ド、 「空 地」が提 供 されて

い る とと もに、 そ う した 「空 地」にお いて 人 々の活動 を媒 介す る もの 、 コー ヒー、 テー ブ

ル、椅 子 とい う文 化的道具 に新 しい意味 が与 え直 される ことが必要 となる。

3.実 践 への参 加者 の 自発 性 か ら自律 的活動 へ と拡張 す る こと:哲 学 カフ ェにお いて は、

参 加す る/し ない 、発 言す る/し ないは参加 者 に任 され る。 こう した 自発 性か らなる実践

32

33

34

逆に言えば、実践の状況 を記述することもまた、それ 自体実践 の一部 となる、 とい えよう。 この ことをヴィ ト

ゲ ンシュタインは、「あ る規則への従い方 を記 した規則……」という ものが完結せず無 限に続 き得 ることを通

して考察 した(Wittgenstein,1953)。

筆者た ちは対 話 を楽 しむための ロールプ レイゲーム作成 も行 い、それ を哲学 ワー クショップの場で用いてい

る。その一つが 「ソクラテスの対話 ゲーム」である。

厳密に言 えば、ある場所 と時間帯 を設定することは、その場と時間 に来ることがで きない人々を原理的に排除

して しまう。 その意味 では哲学 カフェは、「理想的」な公共空間に該当するのではない。 しかし、仮 にその よ

うな理想 を追求するにして も、 どのような場所 で開 くとどのような人々が集ま り、 どのような議論ができるの

か という経験 を積み重ねるほかないように思われ る。Ca驚Philoで は、社会のなかの様々な機会や場所 ・空間

(喫茶店、セ ミナー室、アー トセンター、美術館、駅、 空地、大会議場 の一角、工事現場)を 利用 して実験を

行 っている。

嬢 鑛濠ζ鍛譏 161



は確 かに不安 定 であ る。 しか し他方 で、 こ う した不安 定 さを制御 す るこ とを 目論み 、場 を

既存 の制 度 の うちに組み 込み、 参加 の義務 づ け られ た空間 を設定 すれ ば、参加 者 も選別 さ

れ、議 論 の性 質 そ の もの も また変化 して しま う。 例 え ば、学校 教 育 や娯 楽産 業 とい う文

脈 にお かれ る と、 哲学 カ フェ はその実 践そ の もの に とって外 的 な評価 基準(「成 績」や 「売

上 」)に晒 されて しま う。議 論 や思 考 の基準 とな る もの を自 ら吟味 す る とい う活 動 を根幹

に据 える哲学 的議 論 は、他 の 目的 に従 属す る こ とな くそ れ 自身 の ため に行 わ れる 「自己充

足 的」側 面 を もつ。 実 践 は他 の 目的の た め にで はな く、実践 そ れ 自体 のた め に行 われ る。

哲 学 カ フェ は、議 論 と思 考 を楽 しみ、 それ を動 機 と して 人 々が集 まる場 所 で ある。 そ こ

で、参加 の度合 いを高め なが ら、 自 ら進行役 とな って哲学 カ フェ を開 くこ とを参加 の最 終

目標 とす る人 たち の 「実践 コ ミュニテ ィ」へ の方 向 と、 そ う した実 践 の周辺 に留 まる とい

うか たちで様 々 な人 た ちが 出入 りを繰 り返 す とい う拡 散の方 向、 とい う二つ の動 きか らな

る 自律 した 〈活 動〉が生成 す るので ある。

5-2.哲 学 カフ ェ は、 社 会 の な か で 行 わ れ て い る他 の議 論 の 実 践 と どの よ うな 関 係

に あ るの か

哲 学 カ フェでは、 しば しば私 たち の社 会生 活 に とって必要不 可欠 な こ とをテーマ に話 し

合 わ れる が、 その 議論 は、何 らか の社 会 的 問題へ の直接 的 な解 答 や結 果 を もた らす よう

な 「即 効性 」の あ る答 え を 目指 す わけ で はない。 す でに述べ た よう に形 式上 、合 意形 成 の

手続 きを踏 む こ とは不可 能 で あ り、 また、「解 決 され るべ き問題 」に取 り組 むだ けの 十分

な準 備が な され るわけで もない。 む しろ哲学 カフェ におい ては、解 決や合 意へ の圧力 な し

に、 あ るテーマ につ いて様 々な考 えや価 値判 断 を持 つ人 が と もに それ につい て語 り合 え る

自発 的 で 「ゆるや かな場 」の生 成 が特徴 となる。 「カフェ的 空間」とは、 ある 日常 におけ る

実践 と連続 してい る場 所 で あ り、 進行 役 を媒 介 に した哲 学 的議 論 はそ の場 を 自律 的 な空

間へ と変 容 させ るので あ る。 哲学 カ フェ は、 「問題 解決 」や 「合意 形成 」へ の負荷 、す な わ

ち、他 の 目的 に従 属 した営 みで はな く、議論 自身 を楽 しむ とい う自足的 な営み であ る こと

によって 、 自律 的 に活 動 し始め る。

社 会の なか の どの よ うな活動 も、そ れが よ り大 きな社 会の 文脈 のなか に どのよ うに位 置

づ け られ るの か に よっ て、異 な る意 味 と機 能 を もつ こ とも無視 で きない:重要 な事 実 で あ

る。 そ の意味 で は、哲 学 カフ ェ も 「言 葉 を通 して 議論 す る こと」とい う価 値 に コ ミ ッ トす
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る活動 で あ り、 そ れ以外 の活 動(歌 を歌 う、踊 る、演 説 す る、 殴 り合 う な ど)を 排 除す る

空 間で あ る。 また、「カ フェ に集 まる」とい う様 式 自体 が、参 加 す る者 を限定 す る こ と も

確 か であ ろ う。 しか し他 方 で、哲 学 カ フェの活動 は、 それ に参 加 す る者た ちか らす れ ば、

自律 した活動 であ り、 自 ら志 向す る実 践以外 に 目的 を もたず 、他 の ものの手段 となる こ と

はな い。 この 「他 の もの の手段 とな る ことが ない」とい う単純 な志 向が 哲 学的議 論 に とっ

て本質 的な点 ともいえ るだ ろう。

と ころ で、 こ う した哲 学 カフ ェの活 動 は 「公 共性 」と どの よ うな 関係 にあ るの だ ろ う

か。実践 と活 動 とい う観 点 か ら言 え る ことは、 「公 共 的 な もの」は、所 与 の もの で はな く、

実 践 と活動 の なか に生 成す る もの で ある とい うこ とで あ る。「公 共性 」は理念 や理 想 の な

かに は場 所 を もた ない。(も ちろ ん、理念 を媒介 に した活 動、 す なわ ち社 会運 動 とい う実

践 もあ り、 そ れが歴 史的 に 「公 共性 」を形 成 して きた こ とを無視 す るの で は ない。)「公共

性」とい う問題 は、思想 と して追 求 され るので はな く、 人 々が現 実 に参 加す るこ とので き

る活 動 として考 え られ なけれ ばな らない。 そ して、そ の ような活動 を媒介 す る ものが何 で

ある のか を、十 分 に考 察 しなけれ ば な らない。哲 学 カ フェか ら垣 聞見 られ る 厂公共 性」と

は、人工建 造物 の なか に生 息 し始 め た 「ビオ トー プ」的 な生態系 なので ある。

5二3.様 々 な社 会 領域 の 「イ ンタ フェ イ ス」と して の哲 学 カ フ ェ

哲学 カ フェ は、哲学 研究 者 と 「素 人」のあ い だで交 わ され る哲 学 的議 論 と して捉 え られ

る必要 は ない(も ち ろん、 その よ うな側 面が ないわ けで はない)。 哲学 研究 者 と 「素 人」の

あいだ の議論 として仮 に限定 した場合 で も、 そ こで行 われ るのは、研 究者 か ら素 人へ の知

識伝 達 では な く、双 方か らの議論 とい う実践 へ の参加 であ る。単純 に言 えば、 進行役 の適

切 な媒介 を通 じて、参加 者 は 「知識 伝達 」が功 を奏 しない こ とを体 験 す る。 「九九 」が 、そ

れを 自 ら暗唱す るこ とが で きなけれ ば、無意 味 な呪文 に しか聴 こえない の と同様 に、 専 門

知 識の無 闇 な披 露 はか えって徒労 に終 わ るだろ う。[・35]

35 知識、知 とい うことを考えるとき、知識 を持つ専門家(大 学 人、研究者)と それ を持たない市民 という形で二

分 して捉え られることが多い。近年、大学の 「社会」に対する 「アカウンタビリティ」というものが言 われるよ

うになり、大学 と「社会」、専 門家と 「市民」の 「インタフェイス」というものが求め られた。 これについては、

専 門家 か ら「市民」への知識伝達のモデルが主流であった ように思われる。 しか し、このモデルにお いては、

専 門家 は、知識を(論 文、出版 という特殊な仕方で)生 み出す者、知識の所有者 として位 置づ けられ、「市民」

嬢 鬻鎌擣鷹 ⊇63



[写真3]大 阪 ・中之島地下駅建 設現場 での哲学 カフェ

つ ま り、(進 行役 の適切 な媒 介 に よ

る)こ の参加 過 程 を通 じて、哲 学研 究

者 で あ れ 、別 の分 野 ・職 業 での 研 究

者 ・専 門家で あれ、 それ ぞれ の領域 で

の 実 践 の あ り方 が 相対 的 な もの で あ

る こ と を実 感 す る。 哲 学 カフ ェ に お

い て は、 すべ て の参 加者(進 行役 も含

む)が 「人前 で 話 す こ と」を通 して 自

らの 「癖 」(慣習=ハ ビ トゥス)を 演 じ

る。 日常 で の会 話 で は、 こう した 「話

し方 」の違 いが しば しば葛藤 の原 因 と

な る。 しか し、 哲学 カフェで は、進行

役 が その よう な 「話 し方 」に はあ え て

注意 を払 わず に(参 加者 一人 一人 の慣 習 的振 舞 い=実 践 を遮断 させ)、参 加者 を議論 のテ ー

マ に集中 させ る ことが うま くで きれ ば(進 行役 の技 法 と して は、参加 者 の発言 とそ れへ の

応答 に よって 、議論 に貢 献 す る一般 的論点 を抽 出す るこ とが で きれ ば)、 参加者 の相 互変

容(相 互 学習)が 生 じるの を期 待す る ことが で き るので あ る。哲 学 的議論 へ の参 加 とは、

言葉 や考 えそれ 自身 に向 き合 うとい うシ ンプルだが容 易 では ない態度 を学習す るこ となの

であ る。

こ う した意 味 にお いて、哲 学 カフェ にお ける議論 、進 行役 と 「カフェ的 空 間」に よっ て

媒介 され た活 動 は、 「対話 す る文 化、 議 論す る文化 」の 一翼 を担 う こ とが で きるだ ろ う。

哲学 カ フェは、 おそ ら くいか な る社 会の領 域、個 別 の実践 の なか に も埋 め込 む ことがで き

る。(す でに行 わ れた例 か らす れば、 美術館 、 病 院、図 書館 、大学 な ど、様 々 な場所 とそ

は知識や成果を受容 し消費する者 として捉 え られている。知識伝達モデルで は、知識を生み出す場所 と、知識

が消費 される場所が切 り離されている。

こう した知識伝達 モデルではな く.、「社 会的実践へ の参加 」で考える ことに よって、知識への新 しい(あ る

いは本来の?)関 わ り方が見えるようになる と思 われる。「社会的実践への参加」には、知識 を生み出す者、消

費す る者の区別は存在 しない。社会的実践 においては、その参加者のすべ てが、実践活動 にかかわる。哲学 カ

フェは、知識伝達の場所ではなく、知識や考えを共同で吟味 し、生み出す場所である。哲学 カフェとは、知識

に対す るオルタナテ ィブな関わ りであ り、大学 的な知識産 出の方法 と、「市民」的知の新 しいインタフェイス

の一翼 を担 うこともで きるだろう。
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こでの実践 に埋 め込 む ことがで きる。)それ は哲学 的議論 ・対話 の大 きな特徴 で もあ る。

以上 の哲 学 カ フェに関す る考察 によって あ らためて確 認 された よ うに、 「モ デル」や 「方

法 」を何 か に適用す るこ とに よって は、 実践 と活動 は生 成 しない、 と言 うこ とが で きるだ

ろう。実践 が営 まれ るため に は実践 者 の コ ミュニ テ ィと資源が前 提 とされ るの であ り、あ

る活 動が生 成 し広 が るため には、拡 張 のた めの メデ ィアが不 可欠 で ある。 おそ らく くイ ン

タフェ イス〉と言 われ る もの は、実践 とい う水 準 にお いて考 え られね ばな らず、活動 が 活

動 と して生 成 す る こ との うち に 〈イ ンタラ ェイス〉を見 る こ とが 重要 で は ない だ ろ うか。

少 な くと も、哲学 カフェ は、 議論 とい う実践へ の参加 を開 くと ともに、 さ らに人 々の あい

だ で営 まれて いる活動 の なか に新 しい活 動 を芽 吹かせ る とい うかた ちで イ ンタフェイ スの

生成 を印づ けて いるの で はないだ ろ うか 。

匚ほん まなお き ・大阪大学 コミュニケーシ ョンデザ イン ・セ ンター助教授]

[たかは しあや ・大 阪大学 コミュニ ケーシ ョンデザイ ンセンター ・招聘研 究員]

[まつかわ えり ・大 阪大 学大 学院文学研究科博士 後期課程]

[か しもとなお き ・大 阪大 学大学院文学研究科博 士後期課程]
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